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はじめ〖

私たちが，日々のくらしを営んでいるわが郷土高松市は，先人のくらしを物語る文化財が数多く息

づいております。それらの中でも，意外なことと巾せばお叱りを受けるやもしれませんが，その時代

時代のいわゆる歴史の表舞台に直接に関わる資料が多いのに驚かされます。先史以来の讃岐の国の先

進性に改めて自負の念を強くするものであります。

さて，本書に名を冠する「弘福寺」も天智朝から奈良時代にかけて興隆をきわめた大和屈指の官大

寺で， 「弘福寺領讃岐国山田郡田図」は，この弘福寺が讃岐の国に領有した荘園の様子を描いた，わ

が国最古の荘園絵図として重要文化財の指定も受けている貴重なものでございます。この「弘福寺領

山田郡田図」の推定地である高松市林町・木太町は，現在香川県下でも最重点の都市開発地域として

注目されている太田地区・空港跡地地区に含まれ，大規模な開発事業が目白押しとなっています。

このような諸開発によって，私たちの生活は格段に便利なものとなり，また，いわばこれら開発の

副産物として周辺部では遣跡をはじめとして数多くの歴史的知見が蓄積されつつあります。しかし一

方で，歴史を育んできた景観は整然とした都市街区に一変してしまいますし，遺跡自身にしても先人

が大地に働きかけた痕跡としては永遠に消滅してしまいます。私どもが，文化財保護と銘打って毎日

これらの調査に勤しんでいる意味は，まさにこの一点にあると申せましょう。

このたびの調査事業では調査地区の重要性に鑑み，文化庁ならびに香川県の助成を受けるとともに，

県内外各分野の気鋭の先生方に調査委員としてご参加いただくことで，文献史学・民俗学・歴史地理

学・自然地理学・ 植物化石等々，発掘調査に留まらない多角的な視点からの総合調査を実現すること

ができました。このような調査形態は，昭和62年度から平成3年度にかけての間で，同じく弘福寺領田

図に関して既に一度経験したものですが，今次は田図と比定地のみならず当時の歴史的・社会的背景

にまで踏み込んだテーマを掲げてさらに数年を費やして実施してまいるものです。

近年，歴史分野のみならず，環境保護・防災• 都市計画などのあらゆる分野に文化財調査の成果が

活用されるようになって参りました。この調査が高松の歴史を顕彰し，来るべき 21世紀の都市環境に

資するものとなることを祈念してやみません。

最後に，調査にあたり御指導ご助言をいただいた文化庁ならびに香川県教育委員会，弘福寺領山讃

岐国田郡田図調査委員各位，発掘調査地所有者をはじめとする関係者に厚く感謝申しあげます。

平成 8年 3月

高松市教育委員会

教育長山口寮文



凡 仰

1 . 本書は，高松市教育委員会が国庫補助事業（県費補助を含む）として平成 6年度から実施してい

る「第 2次弘福寺領田図調査事業」の平成 6年度調査分の概要報告である。

2. 本書では，高松市教育委員会が「第 2次弘福寺領田図調査事業」以前に国庫補助事業（県費補助

を含む）として実施した， 「太田地区周辺詳細遺跡分布調査事業」ならびに「弘福寺領山田郡田図

関係遺跡発掘調査事業」の成果にも必要に応じて言及している。

3. 本書の構成上必要なため，周辺遺跡の概要の項には平成 7年度分の調査成果も一部掲載した。

4. 本事業.の計画および実施にあたっては，文化庁文化財保護部記念物課増渕 徹 文化財調査官

（平成 5年度）ならびに，同 伊藤 正義 文化財調査官（平成 6年度）の御指導をいただいた。

5. 本事業の実施にあたって「弘福寺領讃岐国山田郡田図調査委員会」を紐織した。委員会の構成は

下記のとおりである。

氏 名 職 名

未女 員 長 木原博幸 香川大学教育学部教授

副委員長 山口寮弐； 高松市教育委員会教育長

未女 _昌, 石上英一 東京大学史料編さん所教授

未女 •昌‘ヽ 稲 田道彦 香川大学教育学部助教授

ラ女
-、目←ヽ 内田忠賢 お茶の水女子大学文教育学部助教授

未女 ク昌ヽ 金田章裕 京都大学文学部教授

未女 員 工楽善通 奈良国立文化財研究所

埋蔵文化財センター長

未女 員 権藤典明 高松工業高等専門学校助教授

未女
‘昌‘ 新見治 香川大学教育学部教授

委 員 高橋学 立命館大学理工学部助教授

未女 •昌ヽ 田中健二 香川大学教育学部教授

未女 員 外山秀一 皇学館大学文学部助教授

女未 員 丹羽佑一 香川大学経済学部教授

委 員 山中敏史 奈良国立文化財研究所

集落遺跡研究室長

調 査 2目、~ヽ 山本英之 高松市教育委員会文化振興課主任主事

6. 調査にあたっては，香川県教育委員会の御指導を得た。

7. 発掘調査を実施した土地と所有者の方々は次のとおりである。

高松市林町42番地5 植原俊照

高松市林町42番地6 植原 弘

高松市林町42番地7・8

高松市林町42番地9

大熊 俊 雄

喜岡孝子 喜 岡義 博

専攻等

日本近世史

日本古代史

人文地理

地理・民俗

歴史地理

考古学

地理・水利

自然地理

地形変遷

日本中世史

地理・分析

考古学

日本古代史

市担当者

8. 事業担当課は教育委員会文化部文化振興課で，このうち調査委員会以外の関係者は次のとおりで

ある。



文 化 部 長 宮内秀起

文化部次長 中村榮治

文化振興課長 中村榮治（事務取扱）

文化振興課長補佐 藤田容三

文化財係長 藤井雄三

文化財係主査 納田敏雄

文化財係主事 国方菜緒子

文化財係主事 山元敏裕

文化財係主事 長築佳明

文化財係員 大嶋和則

9. 本書の執筆は，第1~3章第3節までを山本、第3章第4節を藤井が、第4章を各調査担当委員が行っ

た。各論の分析は文頭に示した。なお、出土遺物については佛教大学生 松田重治氏の協力を得た。

10. 本書の編集は，山本が行った。

11. 本書第1図「周辺遺跡分布地図」の作成にあたり，国土地理院発行1/50,000地形図「高松J 「高

松南部」 「玉野」 「丸亀」を使用した。

12. 本事業の実施にあたり，地権者・委員各位に別して多くの地元関係者，関係機関にお世話になっ

た。記して謝意を表するものである。
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鸞1章胃査［塁入賛賃
第 1節 調査の経緯

高松市教育委員会では、太田地区周辺における文化財国庫補助事業として、これまでに『高松市太

田地区周辺遺跡詳細分布調査事業（昭和61年度）』並びに『弘福寺領山田郡田図関係遺跡発掘調査事

業（昭和62~平成3年度）』を実施してきた。

前者は、太田・木太• 林• 多肥の4地区にかけて昭和62年度から施工が予定されていた太田第2土地

区画整理事業に先だって事業区域内の遺跡の状況を把握するために実施したもので、これまでほとん

ど遺跡の空白地帯といわれてきた事業区域内で多くの埋蔵文化財包蔵地を確認した。その一部は、こ

れまでに区画整理事業および一般国道11号高松東道路建設に伴う事前調査として発掘が行われ、現在

整理作業が進められている。

また後者は、遺跡詳細分布調査で明らかになった多くの包蔵地の中に、わが国最古の荘園絵図とし

て知られる弘福寺領讃岐国山田郡田図の推定地が存在することから、これに関連する遺跡の確認並び

に田図が作成された当時の歴史的景観を復原することを目的とした調査事業である。調査に際しては

考古学のみならず、文献・歴史地理・自然地理・民俗• 水利等の各分野から専門的な指導助言と調査

レポートをいただくため、県下で初めて調査委員会を組織した。

5ヶ年の弘福寺領山田郡田図関係遺跡発掘調査事業として行った4ヶ所の発掘調査では、田図の比定

地を確定するに十分な考古学的成果を得るには至らなかったが、その間文献、歴史地理、地形分析等

の分野で進められた調査では、条里分布の検討・ 順道絵図の発見・地形並びに土地利用の変遷の検討

等を通じて、弘福寺領讃岐国山田郡田図の比定地が現在の木太新池（通称大池～木太町）南部、旧高

松空港西北部（林町）の2ヶ所にほぼ確定できることを明らかにし得た。そしてこれら発掘以外の分野

の調査成果は現在、補助事業以外の遺跡発掘調査にも重要な方法論や予測データを提供している。

今回、平成6年度からの第2次弘福寺領田図関係調査事業は、前回発掘調査の作業が十分におよばな

かった田図南地区比定地において、空港跡地再開発に起因する公共・民間の開発事業が増加してきた

ため、文化庁並びに香川県教育委員会の理解を得て改めて実施することになったものである。

調査の中心となる調査委員会は、前回のメンバーに新たに4名を加えて旧地名・水利・民間信仰等の

聞き取り調査、中世文献の分野を補強して、平成 5年度から新たに組織した。補助事業の開始に1年先

んじて委員会を組織したのは、準備段階として、向こう 5ヶ年間の事業を計画的、体系的に行うととも

に、用地交渉等の事務作業をできる限り先行して行うことでより円滑な事業の推進を図る食めである。

初回の準備委員会では、前回調査事業の反省として、 (1)太田第2土地区画整理事業域に含まれる田

図北地区に発掘地点が集中し、南地区の検討が不十分であったこと、 (2)発掘地点が集落域におよばな

かったため、発掘成果の検討が土地の利用変遷に終始し、田図の位置比定の決定的な資料が得られな

かったこと等が挙げられ、文化庁からも遺称地名、民間信仰等に関する聞き取り調査が手薄であった

等の指摘があった。これを受けて今回第2次の調査事業では、①発掘調査の中心を田図南地区に移すと

ともに、②比定の基準として重要な意味をもつ南海道、山田香川郡界線についても遺構確認調査を行

うこと、③田図作成の歴史的な背景を明らかにするために平野部の古代遺跡に関しても必要な調査を

行うこと、④比定地問辺の中近世史料の収集を進めること、⑤聞き取り作業の充実を図ること等が確

認された。

そして、この方針を受けて平成6年度から本格的に事業に着手している。
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第 2節 調査の経過

平成5年度から6年度にかけての事業の経過については次のとおりである。

平成 6年 6月24日 平成5年度調査委員会委員委嘱

平成 5年 7月23日 平成5年度第1回調査委員会開催

平成 5年 9月24日 地理分野担当委員打合会開催（主に調査項目の分担について）

平成 6年 8月 8日 平成6年度調査委員会委員委嘱

平成 6年 8月26日 第1回調査委員会開催

平成 7年.1月19日 発掘調査着手

平成 7年 3月 7日 発掘結果検討会開催

平成 7年 3月31日 発掘調査地復旧完了

平成6年度の発掘調査地点は、 8月 26 日の調査委員会において決定された、林町42-5~9の水田である。

当初、田図比定の基準となっている南海道ならびに山田香川郡界線の所在確認を優先すべきとの意

見もあったが、①まず5ヶ年事業の初回として田図南地区の範囲内または隣接地の調査が望ましい ② 

近傍の発掘調査データ（空港跡地遺跡、一角遺跡、市道拡幅工事予定等）との照合によってより広い

範囲の遺跡の状況が把握できる可能性がある ③順道絵図（文化15年）、古地籍図（明治23年）等の

古地図が存在することから土地区画、地目の変遷が追証できる ④昭和20年前後の軍用飛行場接収、

農地払い下げによって地表面の区画が再絹成されており、現用水路や道路の切断なしに条里遺構の所

在が確認できる可能性がある、等の理由から当該地に決定された。

発掘調査の着手が年明けにまでずれ込んだのは、市が予定した補助事業費に対する国県の予算調整

に時間を要し、発掘調査を中心とした本体事業が平成6年12月の追加補助事業費の変更承認申請まで凍

結されたためである。

発掘調査は平成7年1月19日から同年3月7日まで実施し、引き続いて埋戻復旧を行った。

調査期間中、随時委員の現地調査、視察を仰ぎ、指導助言をいただいた。

平成 7年 1月20日 石上委員現地視察・調査指導

平成 7年 1月24日

平成 7年 2月 4日

平成 7年 2月14日

平成 7年 3月 8日

平成 7年 3月 9日

金田委員現地視察・調査指導

木原・丹羽委員現地視察・調査指導

稲田・権藤委員現地視察・周辺調査

調査検討会

外山委員調査地点土壌サンプリング
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信2章
第 1節

月屑り開隠
地理的環境

高松平野は、香川県のほぽ中央部で瀬戸内海沿岸に位置する沖積平野で、西を五色台山塊、南を日

山、上佐山、東を立石山、雲附山等に遮られており、南北約20km、東西約16kmを測る。

平野の境界を画する低位山塊及び屋島、紫雲山等の島状の独立丘陵は、侵食の容易な花尚岩層（三

豊層群）が風化侵食に抵抗の強い安山岩層に覆われたことによって侵食解析から取り残されて形成さ

れた、メサ、またはビュートと呼ばれるもので、讃岐ののどかな田園風景の象徴のひとつである。

高松平野には、西から本津川、香東川、春日川、新川といった河川が北流しているが、なかでも香

東川が平野の形成に最も大きな影響を及ぽしており、現在の春日川以西の大郭分は香東川によって形

成された沖積平野といわれている。

現在石清尾山塊の西側を直線状に北流する香東川は、 17世紀はじめの河川改修によって人工的に開

削されたもので、それ以前には現在の香川町大野付近から東へ分岐した後、石清尾山塊の南側を回り

込んで平野中央部を東北流するもう一本の主流路が存在していた。この旧流路は、現在では水田地帯

及び市街地の地下に埋没してしまっているが、空中写真等から、林から木太地区にかけての分ヶ池、

下池、長池、大池、ガラ池を結ぶ流路等数本の旧河道が知られており、発掘調査でもその痕跡が確認

されている。なお、 17世紀の廃川直前の流路は、御坊川として今でもその名残をとどめている。

これらのため池は、年間1000mm前後と降水量に乏しい讃岐平野において農業用水確保のために不可

欠のものであるが、林、多肥地区周辺では扇状地末端部にあたることから、ため池に加えて出水と呼

ばれる自噴地下水脈の利用が盛んで、両者を併用した特徴的な配水網と厳格な水利慣行を伝えてきた。

しかし、昭和50年の香川用水の通水によって、この一帯は三郎池の受益範囲に取り込まれ、農業用水

確保の不安が払拭された反面、大池、長池等のため池が三郎池の子池となり、地元水源を核とした水

利慣行が急速に消滅するとともに、ため池や出水の水源自体もその役割を失いつつある。

本書に報告する弘福寺領田図南地区比定地発掘調査地点は、旧山田郡8条10里9坪に属する。弘福寺

領田図比定地に東接し、旧山田香川郡界線から東に300mを隔てている。地理的には香東川沖積地の東

辺付近に位置し、春日川の支流である古川の西方約1.8kmに位置する。現海岸線から内陸に約5km、南

東約1.5kmに由良石で有名な由良山を仰ぐ。周辺は、旧空港施設を除けば田園地帯で条里地割をよく保

存するが、旧空港南側から由良山の西にかけての一帯は第二次世界大戦末期の昭和18年の軍用飛行場

建設に伴う接収地を、戦後民間に払い下げて再区画された圃場であるため、条里地割とは異なった水

田区画をなし、調査地点はこの区域内の北辺付近に位置している。
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第 2節 歴史的環境

現在知られている高松平野の遺跡は、その最古のもので縄文時代草創期であり、木太新池の池底

（木太町）で有舌尖頭器が2点採集されている（］）。しかし、縄文時代全般を通じて集落の存在は知ら

れておらず、出土遺物の多くは自然河川中の包含遺物である。林。坊城遺跡（林町）では晩期の自然

河川中より木製農耕具が出土しており、付近に農耕を営む集落の存在をうかがわせるものである (2)。

弥生時代前期に入ると、 i谷• 長池II遺跡（林町）の例のように規則的な水田を営むところも現れる

(3) 。同様な水田は浴• 長池遺跡（林町） (4)、弘福寺領讃岐国山田郡田囮比定地遺跡（林町） (5)でも

検出されており、これらは概ね弥生時代中期以前と推定されている。

本遺跡に南接する空港跡地遺跡（林町）が出現するのが弥生時代前期末である。この時期の遺構は

自然河川と廃棄土坑及び貯蔵穴の機能を有したと考えられる土坑、溝が存在する。また、遺物の出土

はないが当該時期に属する可能性のある円形竪穴住居が検出されている (6)。

中期に入ると凹原遺跡（多肥下町） (7) 、 i谷• 長池遺跡等で竪穴住居が検出されている (4)。また、

井手東 I遺跡（伏石町）では当該時期の自然河川中より木製農耕具、弓、琴などが出土している (8)。

空港跡地遺跡では中期後半の遺構として溝状遺構• 土坑が検出されている (6)。

弥生時代後期になると高松平野における遺跡数は増加する。本遺跡周辺においても多くの集落の存

在が確認されており、中でも空港跡地遺跡においては大規模な集落が営まれていた。また、この集落

とほぼ同時期と考えられる墳墓域がこの近接地に存在している (6)。

弥生時代後期後葉から古墳時代前期にかけても空港跡地遺跡においては同様な傾向がみられる。こ

こでは前述の墳墓域において、規模は小さいながらも前方後円形並びに前方後方形周溝墓が造営され

ていることである。このことは比較的大きな勢力を持った首長層が当地に存在したことを想起させる

ものである。また、同時期の溝中より全国的にもあまり例のない人形土製品が出土している (6)。

高松平野中央部における弥生時代後期から古墳時代前期のその他の遺跡は、後期初頭の上天神遺跡

（上天神町） (9)、後期前半の太田下・須川遺跡（太田下町） (IO)、後期後半から末にかけての凹原遺

跡 (7) 、天満•宮西遺跡（松縄町） (I I) が集落として知られている。また、浴• 松ノ木遺跡（林町）に

おいて水田や櫂状木製品が (I2)、居石遺跡（伏石町）においては弥生時代後期末から古墳時代前期初

頭と考えられる3枚の小型佑製鏡がそれぞれ自然河川中より出土している (I3) 0 

古墳時代中期から後期にかけての遺跡数は少なく、太田下・須川遺跡で5世紀後半から6世紀前半の

竪穴住居及び堀立柱建物 (I0)、また空港跡地遺跡で5世紀末から6世紀初頭の集落が検出された程度で

ある。ところが、ここでは今まで県内で明らかにされていなかった同時期の土器群が遺物包含層及び

竪穴住居内で一括出土している。これによってこの時期の土器の資料が新たに提供された (6)。

古代になると、数力所で条里型地割と合致する主軸方位を採る溝が検出されている。

松縄下所遺跡（松縄町）では条里制施行に関連する可能性のある 7~8世紀頃の幹線道路状遺構が検

出され (I4)、太田下・ 須川遺跡では自然河川より平安時代の土器とともに斎串、人形、櫛が出土して

いる (l0)。また、本遺跡から約200m南に拝師廃寺（林町）があり、ここで八葉単弁蓮花文軒丸瓦が出

土したほか、七葉複弁蓮花文軒丸瓦も採集されている (I5) 0 

中世、近世においては古代からの大きな変化はそれほど認められない。この時期の集落の存在とし

ては空港跡地遺跡、東山崎• 水田遺跡（東山崎町）が知られている。

空港跡地遺跡では12世紀後半の溝状遺構や柵列で区画された小集落、 13世紀代の約 1町四方の区画

溝をもつ集落、また18世紀代の遺物を含む、条里型地割と合致する 1町方格の溝などが存在する (6) 0 
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東山崎。水田遺跡では掘立柱建物や井戸を検出したほか、近僅の屋敷跡の可能性のある、溝状遺構

に囲饒された掘立柱建物が検出されている (16)。なお、本遺跡を含む空港跡地周辺は昭和19年の高松

空港造成に伴ってその地割が大きく変化し、現在に至っている。

註
(1) 丹羽佑ー• 藤井雄三『高松の古代文化』 1989
(2) 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター『林・坊城遺跡』 1993
(3) 高松市教育委員会『i谷• 長池Il遺跡』 1994
(4) 高松市教育委員会『i谷•長池遺跡』 1993
(5) 高松市教育委員会『讃岐国弘福寺領の調査』 1992
(6) 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター『空港跡地遺跡発掘調査概報』 1992・1993・1994
(7) 高松市教育委員会「周辺部の調奔 凹原遺跡」 『讃岐国弘福寺領の調査』 1992
(8) 高松市教育委員会『井手東 I遺跡.I1995 
(9) 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター「上天神遺跡」 『財団法人香川県埋蔵文化財調

査センター年報 1988年度」 1989
(lo)財団法人香川県埋蔵文化財調査センター『太田下・須川遺跡』 1995
(11)高松市教育委員会「周辺部の調査 天満• 宮西遺跡」 『讃岐国弘福寺領の調査」 1992
(12) 高松市教育委員会『浴•松ノ木遺跡』 1994
(13)高松市教育委員会「周辺部の調査 居石遺跡」 『讃岐国弘福寺領の調査.I1992 
(14)高松市教育委員会「周辺部の調査 松縄下所遺跡」 『讃岐国弘福寺領の調査」 1992
(15)安藤文良 「讃岐の古瓦図録」 「文化財協会報』第8号 1967 
(16) 財団法人香川県埋蔵文化財調査センター『東山崎• 水田遺跡』 1992

1 
第1図 周辺遺跡分布図（高松南部 50000分の 1地形図を一ーに縮少）

2 
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第 3節 周辺遺跡調査の概要

1 一角遺跡

(1) 調査期間 平成 6年 2月8日～平成 6年4月8日

(2) 調査地点 高松市林町 42番地 19 

(3) 調査面積 約 1, 800m2 

(4) 調査の原因 特別養護老人ホーム建設

(5) 調査概要

調査地点は、田図南地区に含まれる山田郡 8条10里 9坪の東田図域外に隣接する区域で、現在では

昭和19年の陸軍飛行場接収と終戦後の農地払い下げによって条里地割とは異なる区画になっている。

発掘調査の結果、現在、現代（飛行場接収前または終戦後の払下げ直後）の2枚の水田耕土層の直下

から、調査区の南辺• 東辺に沿って「L」字に屈曲する溝状遺構 (SDO1) を確認した。遺構は各

辺約30m分が検出でき、幅約1.5m、深さはおおよそ40cm前後を測る。遺構は人為的に埋め立てられたよ

うな状況で埋没しており、埋土は拳大の河原石を主とする。埋土中から、近世から近代にかけてのも

のと思われる陶磁器、瓦片、漆喰塊等が大量に出土し、溝の両側には護岸のためのものであろうか、

直径5cm程の丸太杭が一列に打ち込まれていた。

溝状遺構による区画の内側（西北側）は、黄灰褐色～黒褐色の細砂礫層がほぼ平坦に広がっている。

SD O 1で画される区画内のほぽ東半分は瓦や廃材の投棄によって大規模な攪乱を受けており、それ

以外の部分の調査区北西隅、 SDO 1の南北筋中程の西側など数力所に5cmほどの高低差で基壇状に高

まる部分を確認したが、残存状況が悪く十分な確認に至らなかった。また調査区北西隅では、黒褐色

砂礫層の上面で、南西から北東方向に延びる、 5cmほどの高低の段差に（西側が高い）を確認している。

当該調査地点は、順道図絵、讃岐国名所図絵（嘉永4~1851~年刊）によると、 「岩田神社」参道か

ら「吉国寺」寺域付近に該当するものと思われることから、以上の遺構のうち SDO 1は、 「吉国寺」

の境内の南と東を画する溝で、段差状の遺構は「吉国寺」と「岩田神社」参道の境界をなす段差であ

ろうと考えられる。 「吉国寺」は、幕末の廃仏毀釈で廃寺となった後、跡地は宅地などに移り変わっ

たが、築地は昭和初期頃まで崩れ残っていたということである。従って、軍用飛行場接収の際に、造

成のために築地によって溝を埋め立ててたとすれば埋土に瓦や漆喰が混入していることも理解できる。

さらに、この「吉国寺」の境内地表層のさらに下層には、調査区を南西から北東に「S」字状に横

切る旧河道（弥生後期）が存在している。旧河道は調査区の南西隅へ、おそらく南西方向から入った

後SDOl にほぽ沿う形で東から北流して調査区の北へ抜けていく、幅約10~2om、深さ約1.5m (北側

最深部）のもので、河床部から大量の弥生後期土器片が出土した。なお、本調査に先立つ試掘の際に

調査区東側で（盛り土造成のみのため本調査除外）同時期の竪穴住居数棟が確認でき、南側の空港跡

地遺跡でも広範囲に集落が営まれていたことが知られているため、遺物はこれらの集落に関係するも

のと思われる。

(6)調査のまとめ

一角遺跡の調査は、戦後景観を一変した空港跡地周辺の、戦前の条里復元の端緒となった。また、

吉国寺並びに岩田神社参道の検出は、順道図絵などによって弘福寺領田図南地区の寺領がこれら社寺

の西に位置的に隣接していると想定できることから、田図比定地の絞り込みにも良好な資料となった。
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2 宮西・一角遺跡

(1) 調査期間

(2) 調査地点

(3) 調査面積

(4) 調査の原因

(5) 調査概要

平成 7年 1月31日～平成 7年 3月3l日

平成 7年 l2月 4日～平成 8年 1月3l日（予定）

高松市林町42番地 19 ほか

約 1, OOOm2 

市道拡幅工事

調査地点は、田図南地区（山田郡 8条10里5・6坪）を東西に横断する位置にあり、現在は昭和19年

の陸軍飛行場接収と終戦後の農地払い下げによって条里地割とは異なる区画になっている。

工事は、東西延長約600mの現道を両側にそれぞれ2~3mずつ拡幅するもので、平成7年度から 5ヶ年計

画で施工しているものである。したがって、発掘調査も本体工事の施工年次に併せて実施の予定で、

現在実施中の2ヶ年次目を含めて片側延長約400mの調査を行った。

発掘調査の結果、弥生時代前期の土坑5基、復原条里地割に方向をとる溝状遺構11条、中世土堀墓l

基、旧池台池の堤体痕跡並びに池底等、また過去の土地条件の復原資料として6恨紀末から8世紀の野

原と思われる砂混じりシルト状の堆積、弥生時代後期頃の旧河道等を確認した。

調査地点一帯は、地形的には大部分が微高地にあたり、西端の分ヶ池付近と東の一角遺跡付近に2本

の旧河道が流れ込んでいる。微高地は洪水性の砂礫をベースとしており、砂礫上面は起伏に富んでい

るが、これらは終戦前後の土地改変でほぼ平坦化されている。

弥生時代前期の土坑は調査区の西半を中心に5基が分布している。平面径1~2m、深さ 30~50cmの皿

状の形状を呈し、弥生前期末から中期初頭の櫛描広口壷・ 多条沈線甕等が出土した。

溝状遺構は中冊 (14世紀後半）と近現代の2時期に大きく分類できる。前者は計3本を確認し、幅1~

1. 5m、深さ20cm弱を測る。褐色砂質の埋土に土師皿。土禍脚等を包含している。条里地割の方向に沿

うが、推定条里線からSm前後と微妙なズレを生じている。一方、近世から現代のものは、大部分が条

里地割または文化年間 (1818年）の順道図絵に重なって検出されており、飛行場接収直前までの地割

をよく反映している。

旧河道は、今次の弘福寺領田図調査区の旧河道の南延伸部に当たるもので、河川堆積中に弥生前期、

平安および近世以降の水田層が検出された。なお、 （財）香川県埋蔵文化財調査センターが平成3年度

に調査を行った空港跡地遺跡の旧河道はこの流れのさらに南側の延伸部と見られ、一角遺跡のものは

本遺跡からやや南側で東へ派生した支流であると考えられる。

6世紀末から8世紀にかけての遺物を包含する砂礫混じりシルト層の堆積は、平成7年度の調査で確認

したもので、分ヶ池堤防から東へ約300mを隔てた地点である。砂礫または砂質シルトの微高地上に幅

約10m、深さ約60cmの、一見旧河道状の凹地となってほぽ南北に延びている。土質と堆積の状況から何

らかの遺構の可能性は否定できないものの、薄などの茂っていた野原のような植生環境が復原できる。

(6) 調査のまとめ

以上のように、本遺跡で検出された遺構は、終戦箭の土地割の復原と順道図絵の現地照合に貴重な

資料を提供し、ひいては弘福寺領田図の比定にもつながっていくものである。しかし一方で、 6世紀末

から8世紀の野原状の堆積は唯一田図と同時期の遺物を包含しながら田図の記載と矛盾する結果を示し

ており、今後の比定作業の新たな検討課題として注目される。
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第 4節 高松市内の古代寺院について

1 はじめに

讃岐平野のほぼ中央を北流する香東川（上流部で，コトガワ，下流部でゴウトウガワと呼ばれる。）

を，主たる営力として形成された平野を高松平野と呼ぶ。この高松平野においては，条里制が平野の

ほぼ全域に見られる。古墳時代においては，石清尾山古墳群等の著名な古墳群が存在し，また，弥生

時代の遺跡についても，近年市内の各所から発見されている。以上から，高松平野においてはかなり

早い時期から開発が進んだことが考えられる。

今回テーマとする古代寺院についても，高松平野の各所に確認されており，仏教文化が早い時期か

ら取り入れられていることが知られる。その事例として，よくとりあげられるのが，久本古墳（新田

町所在）出土の承台付銅銃である。久本古墳は市内屈指の横穴式石室墳であり，玄室奥に石棚を持つ

ことでも知られている。この銅銃は追葬者に伴うこととされているが，仏教用具としての銅銃が副葬

されていることは，古墳時代末期の高松平野に仏教文化が存在したことの傍証といえるのではないか。

さて，本稿では，久本古墳以降の高松平野（正確には，現在の高松市域）における仏教文化の展開

について，古代寺院に焦点をあて，少しばかりの調査を試みてみたい。なお，ここでいう古代とは単

純に，奈良時代および平安時代を指すものとする。

2 高松平野における古代寺院の概要

高松平野は古代においては，山田郡と香川郡に分割される。和名抄によれば，このうち，山田郡 l

1 郷（殖田•池田• 坂本・蘇甲• 三谷・拝師•田井•本山・高松• 宮処• 喜多／山田郡海郷の記載の

ある木簡の出土も知られている。）があげられている。また，香川郡は 12 郷（大野• 井原・多配・

太田・笑原• 坂田・成相• 河辺• 中間・飯田・百相• 笠居／原里・尺田郷の記載のある木簡等が確認

されている。）があげられている。

さて，高松平野において，古代寺院として，その存在が知られている遺跡は，次の通りである。

東側から列挙すると，前田廃寺，前田平尾庵，滝本神社周辺（以上，宮処郷），山下廃寺，屋島寺

（以上，高松郷），下司廃寺，松尾廃寺（以上，植田郷），高野廃寺（池田郷），拝師廃寺（林郷），

百相廃寺（百相郷），多肥廃寺（多肥郷），坂田廃寺（坂田郷），勝賀廃寺，中山廃寺，根香寺（以

上，笠居郷）があげられる。これらのうちほとんどが廃絶している寺院であるが，わずかに屋島寺と

根香寺が，現在までその宝燈を伝えている。

前記した遺跡のうち，奈良時代にまで遡る瓦を出土しているのが，前田廃寺，山下廃寺，下司廃寺，

高野廃寺，百相廃寺，坂田廃寺，勝賀廃寺の 7寺院である。なお，参考までに，市域の東隣では，日

本霊異記に三木寺の名前で矧られている始覚寺（三木町）が，西隣には，国分尼寺，国分寺（以上，

国分寺町）が所在する。

続いて，これらの寺院のうち，礎石もしくは基壇等の存在が確認されるのが，前田廃寺，下司廃寺，

百相廃寺，坂田廃寺である。前田廃寺では，堂床と呼ばれる基壇が存在し，また，坂田廃寺でも同様

に堂床と呼ばれる基壇が存在した。下司廃寺では，塔跡とされる基壇が市指定史跡となっている。百

相廃寺では，錐撞堂の礎石と称されている礎石群が民家の脇にみられる。一方，拝師廃寺では「ピチ

クドー」と呼ばれた地点が存在していたと伝えられ，拝師廃寺に関する何らかの基壇ではなかったか

とする提案がある。また，多肥廃寺では， 「ドウ」と呼ばれる基壇が存在したことを伝える江戸時代

の文書が存在する。
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礎石については，拝師廃寺，多肥廃蒜は別として，前田廃寺以下では礎石の存在が確認されている。

なかでも，坂田廃寺では円形柱座をつくりだした礎石が知られている。また，勝賀廃寺では周辺に礎

石らしき石材が埋没しているとの証言があり，高野廃寺では石燈等の基壇に，礎石材として適当な石

材が使用されている。

なお，国分寺では，金堂，塔跡，講堂跡，僧坊，鐘楼跡が確認されており，国分尼寺では金堂の礎

石が，また，始覚寺では，心礎が確認されている。

この他に，古代寺院に関連した遺跡として，瓦窯跡が，坂田廃寺周辺で 2ヶ所確認されている。南

山浦 1号窯は，坂田廃寺の南方において確認された登り窯である。出土遺物は，ほとんどが平瓦で，

時代のものと推察されている。坂田廃寺の西方向に位置するのが，片山池 1号窯跡で，ロストル

を持つ平窯である。出土遺物の大部分は，平瓦であるが，窯壁に鴎尾片が混入しており，注目される。

なお，本瓦窯跡の操業は， 1 1世紀ころと想定されている。

3 有形文化財（仏像を中心に）

次に古代における讃岐の文化的・宗教的側面を知るために，有形文化財，特に仏像に注目したい。

市内に所在する仏像の中で，古代に属するとして知られている例は，東から，屋島寺（高松郷） ． 

木造千手観音坐像「国指定重要文化財」 ；木造薬師如来坐像，延命寺（高松郷） ・木造薬師如来立像，

長福寺（喜田郷） ・木造愛染明王坐像，円成庵（多配郷） ・六字明王立像「市指定有形文化財」，観

興寺（坂田郷） ・木造阿弥陀如来立像，坂田廃寺周辺出土（坂田郷） ・銅造釈迦誕生仏「県指定有形

文化財」，弘憲寺（野原郷） ・不動明王立像「国指定重要文化財」 ；木造地蔵菩薩立像「県指定有形
文化財」，吉祥寺（野原郷） ・木造十一面観音立像；木造阿弥陀如来立像，克軍寺（野原郷） 。木造

薬師如来立像，西方寺（野原郷） ・銅造釈迦誕生仏「市指定有形文化財」，蔵六寺（成合郷） ・木造

阿弥陀如来坐像，正花寺（中間郷） ・木造菩薩立像「国指定重要文化財」，香西寺（笠居郷） ・木造

毘沙門天立像「国指定重要文化財」，根香寺（笠居郷） ・木造千手観音立像「国指定重要文化財」が，

各々あげられる。

これらのうち，最古の事例が，坂田廃寺周辺出土の銅造釈迦誕生仏で， 7世紀末の製作とされてい

る。西方寺事例の銅造釈迦誕生仏も， 8世紀初頭頃のいずれも，仏教美術史でいう白鳳時代に造られ
たものと考えられている。

次いで，製作年代がさかのぼれるものとして，正花寺の木造菩薩立像があげられる。中央の作風を

感じるもので，唐招提寺の獅子吼菩薩や衆宝王菩薩等と酷似する。奈良時代末から平安時代初頭の 8
~g 世紀の年代観が与えられている。なお，天平勝宝 4 年 1 0月25日の造東大寺司牒によれば，宮

処郷とともに，中間郷にも，東大寺の封戸 50戸が設置されたとみえ，本像の存在の理由を，そこに

もとめる考え方もある。

1 0世紀に下れば，屋島寺の木造千観音坐像や，香西寺の毘沙門天立像が知られ， 1 1世紀には，

弘憲寺の木造不動明王立像，延命寺の木造薬師如来立像，克軍寺の木造薬師如来立像，吉祥寺の木造

十一面観音立像と順次，その遺品の数が増え， 1 2世紀になるとその数はきわめて多<'かつ，多様
化する。

なお，弘憲寺や西方寺は，藩主生駒氏や松平氏に縁の寺で，江戸時代の造営であり，所蔵の仏像も

移動して，現在地に安置されたと考えるのが，妥当であろう。また，円成庵の六字明王立像と，克軍

寺の薬師如来立像は，他からの移動を伝えている。これらのことからも，仏像は移動するという問題

点があることを，指摘しておきたい。
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4 市内寺院寺伝から

現在，高松市内には，多くの寺院が所在し，様々な宗教活動を行っているが，これらの寺院の大部

分が，各々，寺の開基から現在にいたるまでの歴史を持っている。そのうち，記録が残されているも

のは，新しい寺院は別として，さほど多くはない。大部分は，寺伝という伝承の世界にある。 これら

を，ー笑にふすのもよいが，何らかの事実の反映である可能性も捨てきれない。そのような，観点に

立って，現在の寺院の中（すでに，廃寺となっている事例も含めた。）から，建立の起源を古代にま

でさかのぼる伝承を持つ事例を，別表のとおり収集した。なお，基本とした資料は， 「全讃史」，

「讃岐名勝図絵」， 「新修高松市史」で，各町史を補完資料とした。

それによると，市内の寺院のうちで，古代にまでさかのぽる寺伝を持つ事例は，意外と少ない。あ

えていうならば，江戸時代から政治の中心地となった野原郷等は例外で，郷単位で見ればーカ寺～数

力寺しかない。田井郷のように，存在しない例もある。さらに解釈を進めるならば，古代からの寺伝

を持てるような寺は，地域において，特別な地位を占める，あるいは，占めた寺とは考えられないだ

ろうか。寺の歴史の古さを語れる資格がある。ゆえに，周囲からも暗黙の了解が与えられていたとも

推定される。

さて，寺伝の内容についてであるが，寺伝の中枢であるところの開基伝説に注目してみたい。これ

について分類すると，行基 (668~749) 開基とされる事例が最も多く，次いで，空海 (7 7 4 

~8 3 5) , 円珍 (814~891) の名が並ぶ。さらに，観賢 (853~925) の名も決して少

なくない。実慧 (786~847) も含めて，空海，円珍，観賢は，いずれも讃岐出身の高僧で，高

松における開基伝説の特徴の一とすべきかもしれない。また，鑑真 (688~763) 開基を伝える

のが，屋島寺であり，きわめて特色のある事例である。

なお，観賢は坂田郷の秦氏の出身とされており，坂田郷付近に観賢を開基とする寺が集中して存在

することは，決して違和感のあるものではない。

また，空海が，屋島寺をはじめ，中興の祖として，多くあげられている。空海伝説を考えるとき，

当然との感もあるが，あわせて，特徴の一として指摘しておきたい。

寺伝の中で注目されるのが，香西寺が勝賀廃寺を，随願寺が坂田廃寺をそれぞれ前身と伝えている

ことである。これに，すでに廃寺となった宝寿寺・押光寺の前身と伝えられる前田廃寺を考慮すれば，

これらの勝賀廃寺をはじめとした寺院遺跡が早くから人々に認識されていたことが判明する。例えば，

前述したように，坂田廃寺，前田廃寺の両遺跡では，堂床と呼ばれる箇所が存在していた。そして，

勝賀廃寺では，奥ノ堂と呼ばれる地名が今に残っており，江戸時代の絵図にも，奥ノ堂の記載はある

ことから，そこが香西寺のかって所在していた場所として，はやくから認識されていたことがわかる。

続いて，時代別におって考察してみよう。平安時代の 9世紀創立の寺伝を持つ事例が圧倒的に多い。

空海，円珍，実慧，観賢等，讃岐の高僧の活躍した時代と重複し，当然の結果と考えられる。

1 0 世紀~1 2世紀にかけては事例が少な<, 1~2 例にすぎない。ただし，この時代にいたって，

はじめて空白地帯が埋められ，高松平野全体に寺院が登場したこととなる。

5 まとめ

高松平野の古代における仏教文化の状況を知るために，三つの方法で資料を収集し，その時代の概

略を描いてみた。いずれも，十分とはいえないものの，当時の状況を部分的に反映しているものと考

えておきたい。ただし，遺跡の分布状況と，寺伝のように，その反映度には大きな違いがあることは

明らかである。
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寺 院 名 所在地 年 代 開基者名 1I 中興者名 備 考

南泉寺 屋島西町 810-824/弘仁年間 空海 廃寺、屋島寺塔願

地蔵寺 屋島西町
行基 空海 上段、讃岐名勝図絵

1592/文禄元年 良印 下段、全讃史より

薬師寺 鬼無町 832/天長 9年 円珍

吉国寺 林町
729-749/天平時代頃 行基 廃寺、上段全讃史

697/文武天皇元年 行基 下段讃岐名勝図絵、西植田より移転

自性院 上田井町
1574/天正 2年 植田美濃守 上段全讃史、下段讃岐名勝図絵

808/大同 3年 伊予親王勅願

真福寺 木太町 道呂法弟円阿
目代国宗

修補は天仁年中 (llOS-1110)
上総介修補

久米寺 春日町 739/天平11年 行基

観音寺
石清尾八

観賢 廃寺、某所より移転
幡馬場筋

円満寺
石清尾八

行基 廃寺
幡馬場筋

長久庵 上之町 1040-1044/長久時代

光明寺 松縄町 848-851/嘉祥年中 円珍 廃寺

西蓮寺 上多肥町 885-889/仁和年中
桜井権督資連

建立

覚光院 川辺地区 1128/大治3年

長福寺 円座町 1177-1181/治承年中 梶尾仁明右馬允

徳栄寺 飯田町 811 (弘仁2年） 実慧

一宮寺 一宮町 701-703/太宝年間 義淵 行基• 空海

観典寺 室町 899/昌泰2年 観賢
観賢は坂田郷出身東寺長者

木造阿弥陀仏立像等所蔵

専典寺 三条町 観賢 廃寺、観賢は坂田郷出身東寺長者

克軍寺 宮脇町 832/天長9年 円珍

香西寺 香西本町 729-749/天平時代 行基 空海
勝賀廃寺と関係・

木造毘文天立像所蔵

正花寺／
西山崎町 729-749/天平時代 行基 木造菩藷立像所蔵

松慶寺

正大寺 林町 812/弘仁3年 空海

神宮寺 香西本町 810-824/弘仁年間 空海 廃寺

随願寺 御坊町 奈良時代 行基 空海 坂田廃寺と関係、坂田郷より移転

根香寺 中山町 円珍

宝寿寺
前田地区

824-834/天長年中 空海
上段・下段両説有り、前田廃寺と関係

押光寺 936/承平6年

三渓寺 三谷町 947-957/天暦年間
空性

廃寺
（宇多天皇弟）

屋島寺 屋島西町 754/天平勝宝6年 鑑真 空海

第1表 高松市内所在寺院の寺伝等一覧
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ところで，いわゆる奈良時代に開基されたとの伝承を持つ寺は，行基開基。鑑真開基と伝える一群

の寺である。これらの寺と，奈良時代の寺院遺跡について，考察を加えてみたい。前者に属するグル

ープは，一宮寺，香西寺，松慶寺，随願寺，地蔵寺，吉国寺，久米寺，円満寺，屋島寺の 8カ寺があ

げられる。後者に属するグループは，前田廃寺，山下廃寺，下司廃寺，高野廃寺，百相廃寺，坂田廃

寺，勝賀廃寺の 7寺院があげられる。この双方のグループ間において「同一郷にあるか否か、もしく

は、あったか否か」という関係を設定することができる場合が存在する。香西寺と勝賀廃寺，随願寺

と坂田廃寺，吉国寺と下司廃寺，久米寺と山下廃寺の関係がそれで、さらに，周辺の郷を含めて考慮

すると，一宮寺と百相廃寺の対比も可能である。

一方，県内屈指の古仏菩薩立像の保管する正花寺は，松慶寺とも関係が深く注目に値する。ところ

で、遺跡のグループからは，前田廃寺は，空海開基としてやや新しい伝承を持つ。ただし，東大寺の

封戸が中間郷にも設けられたように，ここ，宮処郷にも設けられていることは，注目に値しよう。な

お，高野廃寺はペアを設定できないが，所在する土地の字名が「高野 (koya)」で，神社名が「丹生」

であることは注目に値する。

また，寺伝から見れば，地蔵寺，円満院は，遺跡あるいは文化財側からのアプローチができないこ

ととなるが，円満院は廃寺となっており，城下町に所在する寺から，当初から野原郷にあったとは考

えがたい。また，屋島寺は寺伝によれば，鑑真開基の寺を千間堂といい，屋島北嶺にあったとされて

いる。その存在は明らかでなく，現在のところ，天智朝における屋島城築城とは無関係であるが，付

近に古代遺跡の重要な遺跡が存在することは事実である。一方，地蔵寺は屋島寺の直下に位置し，屋

島寺の末寺ともされる。

以上の結果から，すなわち，奈良時代に属する寺院遺跡• および文化財と，行基開基の寺の一対一

の相関を想定できる事例が四例（範囲を拡大したとすれば六例）あり，想定できない事例が2例ある。

また，行基開基の寺と，寺院遺跡・文化財との相関は四例もしくは六例と考えられるが，想定できな

い例は，二例もしくは一例と考えられる。

こうした場合，両グループは，強い相関にあるとはいえないまでも，ある程度の相関を想定してよ

いであろう。

次に， 9世紀以降においては，拝師廃寺は，空海開基の正大寺との相関を指摘でき，また，開基を

屋島寺（南嶺の現在屋島寺）の中興は空海であり，根香寺の開基は円珍である。これに，海岸線に近

い地域の寺が，これらの人々によって造られたとされる事例が多いようである。わずかに，正大寺や

宝寿寺が内陸域に所在する。いずれにしても，平安時代の初期.9世紀において，空海に代表される

讃岐出身の高僧達によって，盛んに造寺が行われたとされるのである。 その後， 1 0世紀にはーカ寺，

1 1世紀にはーカ寺， 1 2世紀にはニカ寺と，造寺活動はあまり盛んではない様子が，指摘できる。

ところが，仏像を省みれば，正花寺の地蔵菩薩に引き続く事例は， 1 0世紀頃の作といわれる屋島

寺所蔵の木造千手観音坐像をあげるしかない。その後， 1 1世紀， 1 2世紀作の仏像が急増してくる

のである。もちろん，当時の仏像がすべて遺存しているわけでな<'古い時代ほど，遺存が難しいの

が当然であるので，簡単に結論つけることはできないものの，寺伝から導き出した年代と，今なお残

された文化財の示す年代観に若干のずれが生じていることは，注目されることである。

讃岐の仏像（上）武田和昭著 株式会社美巧社刊 1983 

讃岐の仏像（下）武田和昭著 株式会社美巧社刊 1986 
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麿3章覧麗冒査り贋嬰
第 1節 調査区の位置

平成6年度の発掘調査区は、先に調査の経過でふれた諸条件を考慮の結果、林町42番地5から同番地

9の水田に設定した。旧高松空港滑走路の北側に隣接し、滑走路西端の分ヶ池から東へ200mほど隔てた

地点である。 調査はトレンチによって行った。水田l筆ごとに東西縦列に幅約3mのトレンチを設定し、

西から順に第1~5のトレンチ番号を付した。土層実測の延長、土層注記の番号についても第l トレンチ

西端を基準として付している。

調査地周辺は、現在では一帯ほぼ平坦な水田地帯であるが、第二次大戦末期（昭和19年）の軍用飛

行場用地接収、終戦直後（昭和21年）の民間農地払下げという経緯を辿った区域である。従って現在

の土地区画は払下げ後の整備によるものだが、なお僅かに西へ向けて標高が高くなる傾向が窺える。

飛行場建設に際し接収された用地の地目は1,794反のうち 1,669反を田畑が占めており、当時から一

面の水田地帯であった反面、土地の起伏はかなり激しかったようで、滑走路造成時に西側の微高地を

削平して東の低地を埋め立てるのに一日数百人から数千人の動員をかけて4ヶ月の期間を要したとか、

払い下げの際の圃場整備が一筆おきに切土であったり盛土であったりといった話が調査中いたるとこ

ろで聞かれた。

また、空港跡地遺跡ほか周辺の発掘結果からも旧地形。地割の様子が推定できる。旧滑走路西端の

分ヶ池から東へ順に眺めていくと、現分ヶ池堤防から30mまでは、飛行場造成のために埋立てられた旧

池台池の本体にあたり、現地表下lm強で池底部を検出した（宮西一角遺跡）。その東側は微高地に移

るが、標高が池に向かって下っていく地形変換線に沿って、東北東から西南西方向に旧池台池の堤体

の痕跡が確認されている。

発掘調査地点付近に移ると、南側の県立図書館（空港跡地遺跡）、養護老人ホーム（一角遺跡）等

で弥生時代から平安時代にかけての旧河道が確認され、その両側の微高地上には宮西一角遺跡では12

~14世紀の条里溝、空港跡地遺跡では弥生後期の大規模集落や 14世紀頃の 1町方格の館跡も検出された。

一方、この地域には順道図絵（文化15~1818年）、明治23 (1990)年の2種類の地籍図が残り、飛行

場接収以前の、条里区画に規制された旧地割を復原することができる。順道絵図段階では、岩田神社、

吉国寺といった寺社がほぼ調査区付近に想定でき、吉国寺寺域を区画すると思われる遺構が調査区南

東隣の一角遺跡で検出されている。昭和19年段階では、岩田神社はなお存続しているが、吉国寺は明

治維新の廃仏毀釈で廃寺となり、寺域の区画をそのままにして水田、民家等に地目が変更している。

地元の高齢者の話では、幼少の頃、吉国寺の築地塀がまだ崩れて残っていたとのことであった。

田図との関係では、田図の保存状況が悪い範囲に該当するため、地目や記載との直接的な対比は不

可能であるが、条里プランの検討から8条10里9坪の東半から東域外にかけての位置と推定できる。
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第 2節 基本土層

第1~第5トレンチの南壁土層、総延長約105mを基本土層として掲げた。

第1トレンチ西半、第4・5トレンチは礫層が地表近くの浅い部分まで上がっており、微高地の様相を

呈するが、いずれのトレンチも礫層上層の20cm程度は近世から第二次大戦前後までの整地層と考えら

れる。第lトレンチ東半から第3トレンチにかけては層厚10cm未満の簿いシルト層を中心とした堆積が

みられ、旧河道にあたると思われる。第1から第2トレンチに移る付近が最深部で、深さ 1.5m、およそ

10層の堆積が確認できた。

主な土層の説明については、以下のとおりである。

第1トレンチ

1、2は、黄灰色シルト質極細砂の耕土層である。前者は現在の、後者は戦後の水田復旧によるもの

と考えられる。

3は、黄褐色粗砂礫層である。 19世紀頃の宅地造成等に関わる整地層と考えられる。

4~6 、 8 は、灰黄色、またはオリーブ褐色の砂礫層である。微高地を構成する自然堆積層である。

7は、灰黄色砂礫層である。 3と同時期または後世の人為的な整地層である。

7'も7と同様に灰黄色砂礫層であるが、時期的には7'の方が古いと考えられる。 5と15の微高地砂礫

層の凹地を充填するように堆積しているため、客土層とも考えられるが、最終的な判断材料に欠ける。

9~13 、 10' 層は、暗灰色または褐色系のシルト質極細砂層である。遺物は確認されていないが、近
世以降の水田耕作層と考えられる。

15、16層は、黄褐色、暗灰黄色の砂礫層である。

20、21層は、黒褐色細砂質シルト層である。旧河道のほぽ最下層の埋土である。

第2トレンチ

1、2は、第1トレンチ同様第2次大戦以降の耕作層である。

22、23も同様に第2次大戦以降の客土層および耕作層である。

18、18'、19、24層は、灰黄褐色または暗オリーブの色調を呈するシルト質極細砂層である。 18層に

は、第2トレンチから第3トレンチにかけて水田畦畔が明瞭に確認でき、水田層と認められるが、遺物

の出土がないため時期は不確定である。

第3~第5トレンチ

26、26'は、黒褐色の砂礫層である。 1日河道東岸の微高地上面を被覆する客土層となっており、順道

図絵等で岩田神社参道・吉国寺境内にほぼ相当すると考えられる。

27は、暗褐色のシルト質極細砂層、 28~30は、微高地を形成する灰黄色砂礫層である。

なお、旧河道の東肩は第3トレンチの溝状遺構 (SD04) によって明瞭だが、西の肩については第1ト

レンチ東端付近で微高地砂礫層との上下関係が若干複雑になっているため不明瞭である。第1トレンチ

の7'、15、16といった砂礫層を旧河道埋没後の堆積または客土とする可能性も念頭に置く必要がある

と思われる。
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第 3節 遺構と遺物

平成6年度の発掘調査では、遺構として4本の溝状遺構（うち2本は断面確認のみ）と松並木の根株跡、

褐色砂礫の客土整地層の段差、および旧河道埋土中の水田層（断面観察のみ）を検出した。

溝状遺構の遺構番号については、第1 トレンチから東へ順にSDOl~S005 とした。

1 遺構

SDOl 

第1トレンチ西端から東へ約10mで確認された。検出面は第2層現代耕作土層の直下で、ほぽ南北流し、

検出幅1.2m、深さ30cmを測る。埋土は、草木灰様の黒色シルト（上層）と暗灰黄色シルト質極細砂

（下層）の2層に分けることができる。

SD02 

SDOlの直下に重なって検出され、 SDOl同様ほぽ南北流する。第3、第7層を掘込面とし、検出幅約2m、

深さ約50cmを測る。埋土は、細礫を含むオリーブ褐色シルト質極細砂（上層）、暗オリーブ褐色シル

卜質極細砂（下層）の2層に分かれる。

SDOl・02の位置は、順道図絵および明治期の地籍図でも水路として表現され、方向も条里地割にほ

ぽ沿っているため、条里に規制された古くからの地割であると考えられる。

SD03 

SDOl・SD02から東約5mで確認した。土層断面による観察に限られたため流れの方向は確定的ではな

いが、 SDOl・02同様南北流するものと思われる。第7層灰黄色砂礫層から掘込み、幅3m、深さ約50cmを

測る。埋土はSD02とほぽ同様で、中位に細礫を含むオリーブ褐色シルト質極細砂、最下層に暗オリー

ブ褐色シルト質極細砂を充填するが、埋没の最終段階、最上層に黄褐色シルト質極細砂、にぶい黄褐

色細砂の2層がかぶっている。掘込面、埋土から見てSD02と同時期のものと考えられる。

SD04 

第2トレンチ西端から5m東寄りの地点で確認された。第22層上面（現耕水田層）より掘込み、検出幅

2m、深さ20cmで北流する。埋土は、暗灰黄色砂岩大礫の単一層である。

順道図絵上では、該当する位置は水田として表現されていて溝など士地を区画する遺構は確認でき

ず、また明治期の地籍図でもほぼ同位置に水路はあるものの方位が違っている。このため、方位とし

ては条里方向にほぼ従うものの、明治中頃遺構に新しく設定されたものと推定できる。

SD05 

第3トレンチほぼ中央で検出された。第26層黒褐色砂礫層（客土層）および第10層上面より掘込み、

検出輻1.5m、深さ20cmを測る。埋土は下層に灰黄褐色シルト質極細砂、上層は現耕水田耕土と灰オリ

ーブシルト質極細砂の混滑土が遺構検出面も含めて広く覆っている。また土層断面の観察によると、

SD05は、東半分が遺構東半の検出面を構成する第26層黒褐色砂礫（客土層）による埋め立てで、もと

の水路幅の半分ほどに縮小されている。

SD05の東岸は、第26層に被覆されているが、暗褐色シルト質極細砂層が幅約1.5m、高さ50cmで遺構
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に沿って土手状に延びていると思われ、ここに松の根株数本が列状に検出されている。順道図絵によ

ると、この付近は岩田神杜参道および吉国寺の境内地に対応するため、 SD05は参道東縁の境界をなす

用水路と松並木、第26層は神杜参道と吉国寺境内の整地層と考えられる。

順道関絵上では岩田神社参道西路縁とも位置的に適合し、明治期の地籍図では水田筆界となってい

る。筆界東側の水田が神社参道（相撲場）部分と同様の平面形をなしていることから、神社参道（相

撲場）が後世に水田に転用されたものと考えられ、従って土地区画としても古いものであろう。

段差状遺構

第5トレンチの東端の、現耕作土直下の黒褐色砂礫層（第26層）上面に段差状の遺構を確認した。

第26層は、微高地地山の灰黄色砂礫層（第29層）の上層に厚さ約10cmで人為的に盛られた客土層で

あると考えられる。段差は、約5cmの高低差を持って西側が高く、僅かに蛇行しながら南西から北東方

向に延びている。

SD05東岸に土手状の盛土とともに確認した、松の根株跡との直線距離は約30mを測り、これは順道図

絵で見る岩田神社参道の幅員（松並木の並木幅を含めて約18m) とは10m近い開きがある。したがって、

順道図絵の表現を距離的にもほぼ正確なものと仮定すれば、この段差は岩田神社の参道路縁と考える

よりは、吉国寺の建物基壇の痕跡と考えるべきものと思われる。

2 出土遺物

第 1トレンチ出土遺物（第 11図）

第1トレンチ出土遺物はすべてSDOlより出土している。 1は軒平瓦である。唐草文の変形と考えてお

り、米印の中心から波形の枝をつけている。 2は陶器底部である。内面及び外面下部にナデを施す。器

種は不明である。 3は玉縁式丸瓦である。玉縁の付け根付近に穿孔を有する。また、凹面には布目圧痕

がみられる。

第 2トレンチ出土遺物（第 11図）

4は軒平瓦である。右半及び左端部を欠損している。中央に囲み線で表現された現存4弁の花文を配

し、その下から2本の枝を出している。枝は内側のものが右、外側のものが左にそれぞれ2回ずつ巻い

ている。

5は軒丸瓦である。下半部を欠損するため現存9葉であるが、推定16葉の花弁をもつ菊文であったと思

われる。 6は上半部を欠損しているが、石灯籠の一部であると考えている。花尚岩系の石材を使用し、

中心付近に穿孔を有する。穿孔の形状は別として、おそらくこのような石材が全4枚と屋根及び底部で

家形をなし、それに脚がついて現在でも寺院で見かけるような姿に復原されるのであろう。

第 3トレンチ出土遺物（第 11図）

7は輪違い瓦である。縦断面はほぼ三角形であり、またそうなるように下部の面取りを行っている。

平面形は逆台形を呈する。 8・9は軒丸瓦である。 8は下半部を、 9は左半及び下半部を欠損するが、と

もに吉国寺の「吉」字を型どったものであろう。
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第4節 調査のまと

第2次弘福寺領田図調査事業は、田図南地区周辺の大規模開発によって急速に失われつつある歴史

環境の記録保存を第一の目的とし、また、先次の調査も含めてこれらの成果を古代高松平野の社会情

勢の中に位置づけることを第二の目標に置いた。このため、計画立案の段階においては弘福寺領田図

比定地内の遺跡確認の他に、南海道遺構、山田香川郡界線、古代寺院など多種多様な遺跡が発掘調査

の対象として提案された。これらについての調査は、 5ヶ年（予定）という事業期間の中で調査成果の

蓄積の状況などに応じて順次着手していくことになろうが、それらの中で最も急務とされたのが南地

区内の遺跡の状況確認であった。

南地区周辺では、平成3年度以降空港跡地再開発に伴う発掘調査をはじめとして数件の開発事業がた

てつづけに実施され、今後ににおいても都市計画道路整備・ 研究施設誘致等が予定されている。これ

らの状況下で田図関係遺跡等の記録保存もさることながら、開発事業単位で別個に行われている発掘

調査の成果を連携し、今後展開していく諸開発の予測データとして遺跡や旧地形の広がりを現時点で

まとめておくことは、本事業の成果を事業規模以上に高めるために不可欠な作業であるといえる。

田図南地区の南半では、終戦前後の軍用飛行場に関わる造成によって、高松平野に広範に分布する

条里地割と異なった区画が施工されている。その意味では弘福寺領田図当時の歴史景観は既に失われ

てしまっている地域であるが、実際は条里地割は大部分が破壊を免れて地下に埋没していた。したが

って、本来であれば現用の水路、道路などと重複して調査に困難を究めるこれら条里遺構は、地表の

土地区画が異なった故に、現地表の構造物を破壊することなしに検出が可能となったのである。それ

のみならず、地割改変前の古地医（順道図絵： 1818年、地籍図： 1888年）等によって遺構と旧地筆が

比較的容易に対照できるという利点もあった。

以上の条件から発掘調査地点として選定した林町42番地5~9の水田は、復原条里地割では山田郡8条

10里10坪に当たり、田図南地区比定地からは東に1坪はずれる位置である。しかし、順道図絵で8条10

里9坪の東に隣接する岩田神社の参道及び吉国寺（一角遺跡で一部検出）の推定地を横断することから

旧地割の復原が可能であるうえ、空港跡地遺跡で検出されている弥生時代の旧河道の延長方向にも当

たることで旧地形復原が可能と考えた。

調査では5本の溝状遺構、旧河道、段差状遺構、松並木の根株跡を確認した。溝状遺構は、調査範囲

等の制約から必ずしも詳細な資料が得られたとはいいがたいが、いずれも近代から現代（昭和19年）

までの埋没時期を示し、近世以前に遡るものはみられない。しかしその一方で、 「吉」字を型どった

と思われる軒丸瓦頭が出土し、溝状遺構5本中の4本が順道図絵の用水路と位置的に対応するなど近世

以前に遡る可能性も十分に指摘できる。中でも、東端のSD05は東側に松の根株列を伴っていて岩田神

社参道西側の側溝と松並木に対応するものである。さらに、 SD05から段差状遺構に至る40数メートル

の範囲は、概ね岩田神社の参道幅と対応することが確認できるなど、飛行場接収前の土地環境が次第

に確認できてきた。その一方で、当初参道と吉国寺境内の境界をなすと考えていた段差状遺構が、順

道図絵との対照作業から境界部分より吉国寺側に寄っているとかんがえられ、むしろ寺の建物の基壇

の一部とみられるなど新たな発見もあった。

以上の結果、弘福寺領田図南部地区の比定範囲は徐々に絞り込まれてきたと考えられ、今後は当該

範囲において田図と同時期の考古学的資料を得ることが調査の大きな目標となると思われる。これら

に留意しつつ、同時に周辺での調査成果も視野において今後の調査にあたりたい。
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鸞4亨各［宣
第 1節 高松平野の地形環境分析

高橋学

はじめに

これまで、アナログ地図情報により高松平野の地形と土地開発についてとらえられてきた。目算測

図から、天文観測と導線測量、平板測量、三角測量と水準測量、空中写真測鼠と測量方法は変化した

ものの、最終的な表現として地図は紙に描かれたのである。弘福寺領山田郡田図をはじめ、 1/5万

地形図、 1 / 2. 5万地形図はもちろん、土地区画整理事業の際に作成された 1/ 5 0 0の実測図もア

ナログ情報であった。これに対し、コンピュータの性能があがるとともに数値地図情報に基づいたコ

ンピュータマッピングが可能になってきた。今回の報告では、これら数値地図情報を用いて高松平野

の様相を明らかにしたい。また、人工衛星を利用したリモートセンシング（遠隔探査）も数値地図情

報と同じように扱うことのできるデータである。そこで今回は、数値地図情報だけに留まらず、リモ

ートセンシングデータの画像処理により高松平野の特性をとらえることも試みたい。

I 数値地図情報 (1kmメッシュ）でみた高松

標準地域メッシュは一定間隔の緯線、経線で地域を分割する方法のひとつで、全国規模で数値地図

情報を整備する場合に用いられている。標準地域メッシュには、次にあげた 1)~4) の階層の区画

がある。

1)第 1次地域区画：国土地理院発行の 1/ 2 0万地勢図の区画に相当する 1度ごとの経線と 40分

ごとの緯線で区画された範囲。

2)第 2次地域区画：第 1次地域区画を縦横それぞれ 8等分した経度 7分 30秒ごと、緯度 5分の範

囲。基本的に 1/ 2. 5万地形図の範囲と一致する。

3)第 3次地域区画：第 2次地域区画をそれぞれ 10等分した経度 45秒、緯度 30秒の範囲。区画

された範囲は、ほぼ 1平方キロメートルになる。

4)分割地域メッシュおよび統合地域メッシュ：基準地域メッシュを 2分割、 4分割、 8分割のよう

に分割したり、反対に統合したりして設定される範囲。

数値地図情報として現在整備されているのは、自然条件に関わる、標高、起伏量、傾斜など、社会

的なものとして行政界、土地利用、地価や文化財分布などがある。

さて、ここでは標高データを用いて高松の姿を図化してみたい。第12a図および第12b図は上記の

第 1次地域区画の範囲についてほぼ 1kmごとに 1点の割合で測量を行ったデータに基づいて描画し

た高松周辺の立体地図である。データは北西端に始まり東に並んだライン・データを北から南へ並べ

たラスター形式である（第13図参照）。

第12a図は北西方向から南東方向を見た、俯角 30度、高さ強調 10倍で描いたものであり、第12

b図は南東方向から北西向き、俯角 40度、高さ強調 15倍で描いたものである。国土数値情報を用

いコンピュータで図化すれば、このように任意の方向からみた立体図を描くことが可能である。

さて、第12a図、第12b図を見ると、高松平野にはリニアメント（線状構造）として、東西性のも

のが顕著であることが判る。これには日本列島を縦断する中央構造線 (M.T.L.) の存在が大きく関与

しているものと思われる。平野の南部に位置し、徳島との境をなす讃岐山地もこれと同様に東西性の

リニアメントが発達する。讃岐山地は、中生代白亜紀の和泉層群の砂岩・頁岩から構成されており、
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第12a図 北西から見た高松平野

(I kmメッシュデータ）

第12b固 南東から見た高松平野

(1 kmメッシュデータ）
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第13図 数値地図情報（ラスター型データ 徳島図幅北から 4ラインめ）

南に傾斜する単斜構造を持つ。これに対し、北側の山腹では複数の活断層が存在し、階段状に高度が

変化する。讃岐山地はおおまかにみても香川、徳島県境をなす大滝山（標高 94 3 m) や竜王山（標

高 10 1 3 m) の連なる主山塊と、壇持山（標高 63 1 m)から矢筈山（標高 78 8 m) を経て陣ケ

峰（標高 40 2 m)へ連なる副山塊に分けることができる。両山塊の間には狭長な谷が刻まれており、

香川県側へ流下する河川と徳島県側へ流れる河川が谷中分水界をなしている。また、この谷には国道

3 7 7号線や国道 19 3号線の一部が通過している。このような谷は典型的な断層地形であり、ケル

ンコルとみなすことができる。また、矢筈山などの副山塊をケルンバットと考えることが可能である。

これらと同じ構造は、讃岐山地の北麓では、いたるところで見ることができる。高松平野にに点在す

る基盤岩からなる小山の大半は、ケルンバットとみなすことができる。

II 数値地図情報 (25 0 mメッシュ）でみた高松

第14図は数値地図情報の 250mメッシュ標高データを基に画像処理をおこなったものである。

使用したデータは、第 1次地域区画の 5134 (1/20万地勢図徳島に対応）である。これをコン

ピュータで処理し画像とした。 第15図は 5mインターバルの標高値で作成した陰影つきの平面図で

ある。これによれば、前述した顕著な東西方向のリニアメントを詳細に観ることができる。また、高

松平野は扇状地帯が卓越することが判る。

第16図はこの地域を鳥かんした立体図であり、前述したリニアメントが持つ地形的な役割が明瞭

に判る。すなわち、リニアメントは地形の境界や谷地形と密接に関わるのである。また、道路や鉄道

など交通路とも不分離の関係にあるといえる。

なお高松周辺は、現在、第 2次区画を対象とした 50 mメッシュのデータが利用できる形で供給さ

れていない。これが可能になれば、埋蔵文化財調査にも大きく貢献できるものと考えられる。

III 高松平野のリニアメントと条里型土地割の方位

さて、高松平野に条里型土地割が施工された時、あるいは南海道が開通した時にこれらの計画を遂

行する基準は何であったのだろうか。これまで古代の地域計画にあたって、顕著な山の山頂や直線的

な谷を見通して基準線が決定された可能性がしばしば指摘されてきた（たとえば金田章裕 19 8 7)。
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第14図 段彩図「徳島」図幅

C 国士地理院

第15図 立体等高線図 (5mインターバル） 「徳島」図幅部分拡大

C 国土地理院

第16図 段彩鳥緻図「徳島」図幅部分拡大

C 国士地理院
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あるいは地磁気や天文観測を利用した基準線の設定についても検討がなされてきた（渡辺久雄 19 6 

l)。河内国の旧東高野街道やその周辺の条里型土地割、さらに 6世紀前葉の埴輪が出土する伝安閑

陵古墳は、 N1 0°Wの方位と関連が深いことが知られている（都出比呂志 19 8 9) が、こ汎らは

古地磁気の示す方位と一致している。

さて高松平野においては、これまで山田郡と香川郡でわずかに条里型土地割が異なっていることが

知られていた。山田郡においては 11度の東偏が、香川郡ではおよそ 9度の東偏が認められる。この

ため、山田郡と香川郡との郡境においてはこのズレによって土地区画が北に広がる台形をなしていた。

また、推定南海道は高松平野を一直線に横切っている。その方位はN7 9, Eであり、山田郡の条

里型土地割とは整合するが、香川郡ではわずかに方位を異にする。

さらに、山田郡の高松町付近には 4度ほど東偏する土地割が断片的に存在している。この土地割は

香川県埋蔵文化財センターの発掘調査によれば、奈良時代末に埋没してしまった溝などの方位がこれ

に一致するという（藤好史郎 19 9 6)。

さて、このような土地割の方位に対し、前章で見たように、讃岐山地やその周辺のケルンコル、ケ

ルンバットなどが形成するリニアメントの方向はN8 4'Wであり方位を異にする。リニアメントの

方向性は、一般に現地に立った場合にもランドマークとなり、その地域の土地割などに影響を与え易

いが、高松の場合、土地割や南海道の計画が実施されるにあたって、このようなリニアメントが意識

されたわけではなさそうである。

ところで、リニアメントの方位は、約 6度 20分西編している現在の磁針方位の東西とほぼ一致す

る。しかしながら、磁針方位は時代により変化することが知られており、リニアメントの方向と磁針

方位の一致は偶然にしか過ぎない。古地磁気の変化については、 HIROOKA(1 9 7 1) の研究があり参
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第17図 古地磁気（偏角） の変化

HIROOK』 (1971) を簡略化
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考になる（第17図参照）。 HIROOKAの研究は須恵器の窯で得られたデータが豊富であり、 5冊紀から

1 0世紀頃の精度が高い。これによれば、讃岐国において条里プランが完成したといわれる 76 0 
（天平宝字 4)年ー 76 1年頃には地磁気はおよそ 11度西偏していたらしい。この万位は、香川郡、

山田郡の条里型土地割や推定南海道の方向と全く異なっている。また、高松町付近の異方位の土地割

とも向きを異にする。ちなみに、古地磁気が 11度東偏していたのは、 A.D. 2 0 0年頃，A.D. 3 5 0年

頃、 A.D. 1 2 5 0年頃、そしてA.D. 1 3 5 0年頃である。また、香川郡の条里型土地割と同じ 9度の

東偏もほぽこれと近い時期である。また、高松町の異方位の土地割と同じ 4度ほど東偏したのは、 A.
D. 1 4 0年頃、 A.D. 4 2 0年頃、 A.D. 1 2 0 0年頃などであるが、この方位を示す溝が奈良時代の末

には埋没しているという発掘調査の成果からするとA.D. 1 2 0 0年頃といった成果は無関係というこ

とになる。いずれにしても、これまでのところでは条里型土地割や推定南海道の施工にあたり地磁気

が基準とされたとは考えられない。

W 推定南海道の地形環境

高松平野の土地割あるいは推定南海道のルートはいかにして計画されたのだろうか。金田 (19 8 

7) が推定するように、三木町下高岡の白山（標高 20 3 m) の南麓から高松市の六ツ目山（標高 3

1 7 m) を見通した場合、そのラインは確かに推定南海道と一致する。そして、南海道と推定されて

いるところには、幅およそ 10mの余剰帯が認められる。金田の指摘するように、南海道が山田郡の

条里型土地割の基準線になった可能性は高い。しかし、そのことは何故このラインが南海道のルート

として選ばれたかということを説明しているわけではない。

一般に、理想的な道路とは平面的にも垂直的にも最も短距離で 2点間を結ぶものである。しかも、

通行を妨げるような障害物がないことが望まれる。推定南海道の場合、大局的にみると上記の条件を

ほぼ満たしているといえよう。推定南海道は、淡路島から鳴門を経て引田から讃岐国府（坂出市府中）

まで讃岐平野をほぼ一直線に横断する。平面的に見た場合、このルートは最短距離にある。また、垂

直的にみた場合にも、このルートは標高 15~35m と起伏が少ない。、高松平野では、このルート
より南側では河岸段丘、丘陵、山地が存在し、通行の障害となったり、起伏を増大させる。他方、こ

のルートより北側にルートをとった場合、起伏は減少するものの、河川が障害となる。北側では、単

に川幅が広くなるだけでなく、湧水のために水量も増え、渡河に手間がかかるようになる。細かく見

るならば、高松平野は香東川の形成した扇状地のために、東側ほど標高が低い傾向がある。このため、

西北西ー東南東方向は、ほぼ等高線に平行し最も起伏の少ないルートとなる。この点でも推定南海道

のルートはメリットがあることになる。水田を区画する場合にも、正方位をとるよりは推定南海道と

平行する畦畔が重要な役割を果たすことになる。

V リモートセンシングデータからみた高松平野

次に、リモートセンシング（遠隔探査）データからみた高松平野について検討したい。リモートセ

ンシングは、人工衛星や航空機などのプラットフォームに搭載されたセンサーによって得られたデー

タから地表および地下の状況を分析する技術である。今回の分析には、最も良く利用されるLANDSAT

TM (Thematic Mapper) データを用いた。 LANDSATは子午線に沿って地球を約 98 . 6分で一周しなが

ら地上にデータをおくり続けているが、今回使用したのは高松周辺に雲などのノイズが少なく、宅地

化など土地の人工改変が少ない 19 8 9年 5月31日LANDSAT5号のデータである。

TMデータは、第18図のような波長の電磁波をカバーしている。そして、 1~7 の波長帯（バンド）
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電磁波幣域 TMバンド 波 長 判 別

可視域
1 0.45~1.52 落葉樹、針葉樹の区別など

圭円― nl，tユ1< 
可視域

2 0.45~0.60 植物の活力など
緑

可視域
3 0.63~0.69 植物の識別など

赤

近赤外域 4 0.76~0.90 水、陸の区別など

中間赤外域
5 1.55~1.75 

地表の水分含有量など
7 2.08~2.35 

熱赤外域 6 10.4~12.5 地表や海面の温度分布推定

第 18図 TMデータの波長域と特性

はそれぞれに異なった特徴を有しており、これらを別々にあるいはいくつか重ねあわすことで様々な

情報を導き出すことができる。画像を構成する 1点（ピクセル）は熱赤外線域 (TMバンド 6) をのぞ

き28. 5X28. 5m (間引）の範囲にあたり、コンピューターの 1画面は 40 0 X 5 1 2のピク

セルから構成されていることから、画像の拡大をしない場合でおよそ 11. 4Xl4. 5kmの範囲

が映し出されていることになる。したがって、 1データで高松平野の大部分をカバーすることが可能

である。

リモートセンシングデータを利用した場合、解像度だけならば空中写真の方が勝っているのはいう

までもない。しかし、空中写真では可視光線以外の波長もカバーしており空中写真ではできないこと

が可能になる。たとえば、熱赤外線域をカバーするTMバンド 6の等濃度値をみると地表や水面の温度

分布を知ることができる。また、 TMバンド 4・5・7では赤外線に関するデータを得ることが可能で

ある。これによって、植物の種類や活性度に関するデータや地下水の情報を知ることができるのであ

る。さらに 3つのバンドのデータを重ね合わせることも可能である。 TMデータの場合、バンドごとに

地球上からの電磁波を 0から 25 5までの強さとして記録しており、基本的に数値地固と同じラスタ

ー型データである。したがって、両者をマッチングできれば、データを重ね合わせて立体画像を得る

第19図 ランドサットTM画像（バンド 3,2, 1) 

c リモートセンシング技術センター
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ことも不可能ではない。

今回、 TMデータを画像処理した中で特に注目されるのは、屋島の南端一石清尾山南端を結ぶところ

にN7 O'E方向、そして前田西町の山麓一石清尾山北端を結んだところにN6 O'W方向のリニア

メントがいくつかのバンドで確認されることである。また、女木島の長軸方向と鬼無町是竹付近の山

麓線はN3 5'Eの直線上にならぶ。これらのリニアメントは、兵庫県の六甲山地の南麓にみとめら

れる地下に埋もれた活断層に類似しており、おそらく活断層であると推定される（第19図参照）。高

松平野においては、これまで海底に震源を持つプレート型の南海地震に注目がはらわれてきた。今回

のリニアメントの発見は高松平野にも直下型地震の発生することを示唆している。また、上記の 2方

向のリニアメント交わる地点に香川県庁の本庁舎が位置していることを指摘しておきたい。兵庫県南

部地震の場合には、土地条件の悪い場所に立地していた神戸市役所が崩壊したことは記憶に新しい。

災害時に重要な機能をはたさねばならない役所や病院、そして学校などの公共機関の建物が、土地条

件の悪い場所に意図的に配置されることは再検討が必要であろう。

TMデータの場合、分解能が28. 5 mであるが、最近では分解能が 5~1m といったデータの供給も

開始され始めた。今後、埋没した断層や河川、そして埋蔵文化財の調査に利用できるものと期待され

る。
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2節 弘福寺領讃岐国山田郡田図南地区の表現と条里プ―

金田章裕

1. 目的

弘福寺領讃岐国山田郡田図（以下山田郡田図と略記）が比定される同郡の条里プランの研究史につ

いては、すでに再言の必要がないであろう 1) 。小稿では、まずその結果を要約することから始め、日

的を明確にしたい 2)。

条は東から西へ数詞で数え進み、里は南から北へと同様に数える。東辺は三木• 山田郡界から始ま

り、西辺は山田。香川郡界であるが、西辺の 9条は坊（坪）の区画一列分のみとなっている。里につ

いても 1条 ~s条は東西に同一数の里が並ぶが、 9条のみは 5里分北側から 1里が始まっており、東側の里

より 5だけ若い里数となっている。坪（坊）並は、各里の東南隅から始まり西へ数え進む千鳥式である。

山田郡の東西を画する郡界線はいずれも直線であり、東側の直線郡界を基準として、方格の南北線

が存在し、郡界線と同様に約10度東へ傾いた (Nl0° ~11°E) 方位となっている。

南海道はこれと直交する状況で東西方向に直線状にのびており、その位置は、丘陵部における切り

通し状の遺構および隣接条里地割の南北幅の延びとして確認することができる 3) 。南海道はまた、山

田郡 1~s条の 7·8里、 9条の 2·3里の里界線にも相当する。

各郡東側の直線郡界と直線状の官道である南海道

を基準として、条里地割と条里呼称のいずれもが施

行・編成されている以上のような状況は、基本的に

讃岐国各郡に共通する。つまり、条里プランは各郡

とも同一の原理で編成されたとみられる。

山田郡条里プランの基準となったと見られる三木

• 山田郡堺は、高松市と三木町の境界の芳岡山（標

高102.7m)東肩とその南側の二子山 (180.4m) の東

肩を結ぶ直線と合致し、第15図のように現在も高松

市と三木町の直線状の境界線に踏襲されている。南

海道の方は、木田郡三木町の白山（標高203m)の南

麓と高松平野西端に位置する旧香川郡（現高松市）

の六ツ目山（標高317m) の北肩を結ぶ直線となって

いる。後者は六ツ目山と北側の伽藍山の間の鞍部の

峠越地点でもある。

一方、山田郡西端の山田・香川郡境は、高松市日

山西側の西コブ山（標高116m) の西肩ないし、その

南の実相寺山 (250m) の山頂を通る直線であり、か

つてはこの直線を軸として高松市と木田郡木太村、

香川郡太田村・多肥村と木田郡林村・三谷村の境界

線が存在した。しかし、北側の目標物に相当するも

のは平野中には見当たらない。この直線郡界は、ほ

ぽ N9 ゜ Eの方向を示し、前述の三木• 山田郡界に比
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べ 1度程度西よりの方位を示していることに

なる。その結果、山田郡田図に表現された南

北2ヶ所の弘福寺領のうち、北地区が比定さ

九る9条7里付近では、山田香川郡界線に接す

る同里東端の坊区画列はほぼ109m程度の標準

的規模となっているが、北側では次第にこれ

より広くなり、南側では逆に狭くなることに

なる。従って、山田郡田図南地区が比定され

る9条4・5里付近、すなわち旧高松空港西端

付近では、東西幅が著しく狭くなり、 80m前

後となる。

以上のような状況からすれば、さらに次の

ような問題点について検討を続けなければな

らない。

① 山田郡田図は「山田香河二郡境」を直

線で描き、それを基準として弘福寺領と表現

しているような表現になっているが、その条

里プランの実態はどのようなものであったの

か。

② 上述のような山田・香川郡界は8世紀

前半以来のものなのか。いずれかの時点で変

化したものか。

③ ① • ②の結果と関連し、山田郡田図が

通常規模の区画を表現し、また郡界線の移動

・変化がなかったとすれば、条里地割の方に

変化があった可能性が生じるが、そのような

条里地割の再編成が行われたかどうか

この3点の問題をめぐって、順次検討を加

えるのが小稿の目的である。

2. 山田郡田図南地区の表現

(1) 方格の形状と面積

山田郡田図南地区部分の表現の概要は、第

22図の如くである。山田郡田図には条里呼称

が記入されていないが、便宜上対応する条里

プランの条・里・坊の番号で略記することに

したい。 9条4里36坊に相当する部分 (9-4-3

6) には「津田西口」という小字地名的名称

を有した田 140束代があり、田品は上田、直

米は2石2斗であった。同様に8-9-31の区画は

第21図 旧山田・香川郡境（木田町木太村・林村・三谷
村と高松市・香川郡太田村・多肥村との境界、昭
和 3年測図 1=25000「高松南部」。なお、上図宮西・
西下所の中間の池が台池、その西方が桜木神社、
東北方が岩田神社）
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第22図

北

山田郡田図南地区の表現概要
（アラビア数字は条里呼称の略記）

「津田」、上田147束代、直米2石と記されている。この両区画は上端が破損しているものの、破損部

には茶褐色顔料による彩色痕がある 4)。山田郡田図では、小字地名的名称を伴う田の部分が彩色され

ておらず、しかも区画内の田が一括して記入されており、特に北地区での場合、彩色されているのは、

畠• 畠成田• 今畠墾田など畠数に算人されている不輸租地と、人夫等家などのやはり不輸租であるこ

との明らかな部分である 5)。従って、この9-4-36、8-9-31両区画についても、記載された140束代・

147束代が田のすべてであったと判断される。

9-5-1、8-10-5・6の3区画は、いずれも「津田」であり、 3区画ともに「今墾」もあるが、面積は損

滅により、すべて判読できない。ただし、 3区画とも田であり無彩色であること、ならびにいずれにも

直米が課されていることは確認し得る。

8-10-4の区画も「津田」であり、面積部分が損滅しているが、同区画には彩色した部分に「聾百代」

と記入されており、無彩色の田の部分は区画の残りの全面積に相当する400束代であった可能性が高い。

8-10-7・8の両区画は、第15図のようにいずれも区画内のすべてが「津田」であり、無彩色である。

8-10-9の区画は無彩色の「津田」 150束代と、茶褐色に彩色された「今墾□□」とからなる。後者

の面積は不明であるが、区画の全面積が表現されているとすれば、損滅部を含めて「今墾田 350束代」
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と記されていた可能性がある。しかし、この区画の東端部には白緑の彩色部分があり、詳細は不明で

ある。

8-10-18の区画には「時除百五十口］未給」と記された西端部と、東半部の「二］五十束代」と記

れた部分があり、彩色の痕跡はない。従って東半部には「口］田三百五十束代」と記入されていた可

能性がある。

8-10-17の区画は全て損滅であるが、彩色の痕跡はなく、従って田であった可能性がある。

一方、山田郡田図南地区の表現の下方には、集計が記載されており、次のように判読される。

右田蒻八町九十八束代直米JIit一石六斗

田圃稲百廿二束五把四分不咸

合極直田八十九束代 仁コ租者丙子年困取

ここに書き上げられた租稲は、段当l束5把の比率であり、北地区の場合と同様に「不咸」すなわち減

ぜられていない。南地区には輸租田8町98束代があり、弘福寺はそこから直米41石6斗を得ることにな

るが、他に今墾田89束代があり、丙子の年、すなわち山田郡田図の年紀の翌天平8年 (736) には租が

免除されるされることとなっていたことを示している。

さて、北地区の場合、先に述べたように不輸租の部分が全て彩色されていたことを想起したい。南

地区の場合には、少なくとも8-9-31、8-10-4。9、9-4-36の 4カ所に彩色部分があり、 8-10-4の「聾百

代」を除けば、残りは3カ所となる。従って8-10-9の「今墾□□」の部分が、この不輸租部分に相当

するとみられる。同様に南端の8-9-31または9-4-36の区画にもその一部が存在したと考えられる可能

性もある。

一方、田（輸租田）の方は、面積が判読し得るか、前述のように同一区画内で比較的明確に推定し

うる区画が6区画あり、その合計は3町337束代となる。従って、残りの8-10-5・6・17・18、9-5-1の計

5区画に計4町261束代の輸租田が存在したことになる。さらに、 8-10-18の区画では、 「時除• 未給」

などと記された150束代が存在しているので、残余の部分が田数に算入された田である場合と、この部

分も田数に算入された場合との2様が想定される。

いずれの場合にしても 5区画分の合計が4町261束代であったことになるから、本来5町であるべき 5区

画の全てが田でなかったことは明らかである。上述の 150束代が田に算入されていたとすれば、田の

合計面積は変わらないが、除外されていたとすれば、 5区画で田が4町411束代であったことになる。従

って、 1町の区画5つ分に比べ、 239束代ないし89束代分少なかったことになる。この少なかった分がど

この区画であったのかは不明であるが、一つの可能性は、西端の郡界線に接した9-5-1の区画が 1町未

満であったとする見方である 6)。この場合、同区画の全体が無彩色の「津田・今墾」で構成されてい

るから、区画面積は、 261束代あるいは 411束代のいずれかであったことになる。ただし、損滅の大

きい8-10-17にも若干の他の地目の存在を想定すれば、これ以外の数値の可能性も存在する。

この9-5-1の区画が1町未満であったとすれば、その南側に位置する9-4-36の区画も同様であったこ

とになるが、この区画はすでに述べたように、田が140束代でしかなく、全体は不明である。少なくと

も、区画としては1町未満であった可能性はある。

ところで、山田郡弘福寺領では、寺田の収公・班給・停止・再編入という事態が発生し、次のよう

な経緯を経た 7)。天平宝字5年 (761) の校田とそれに続く班田の結果、弘福寺田の一部を誤って収公

し、口分田として班給してしまった。そこでそれらを検出し直して口分田を停止し、元の如く寺田に

復したのである 8) 。その際の校出田のリストが天平宝字7年 (763) の山田郡弘福寺田内校出田注文 9)

であると判断される。この校出田の所在地と山田郡田図の記載内容を対比してみると、弘福寺田が区
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画の全域に相当する 1町を占めていた場合には誤収が発生しておらず、寺田が1町未満の区画において

のみ誤認。誤収が発生していることが知られる。このような状況が出現した理由の一つは、現地にお

いて輸租田と不輸租の畠等を識別するのが困難であったことに由来することもすでに指摘した。要す

るに校田使は、各区画ごとに対応する耕地の所在確認を行い、基本的に寺田面積を越える分を収公し

たものとみられる。

山田郡田図南地区について、改めて検討を加えたい。第2表のように天平7年の山田郡田図に表現さ

れた区画は11であり、そのうちの5区画について誤認・誤収が発生している。同表に示したように、そ

の対象となった5区画のうちの、 8-9-31、8-10-4・9、9-4-36の各区画では、明らかに寺田となってい

る輸租田は1町未満であり、寺田以外の分を収公するという原則で処理した結果とみることが可能であ

る。残りの9-5-1についても、前述のように寺田が261束代あるいは411束代であった可能性があり、と

すればやはり 1町未満である。

一方、誤収の対象とはならなかった6区画については、第2表のように2区画が明らかに1町全域が寺

田ないし輸租田であり、他の4区画についても同様である可能性が高く、少なくともそうではなかった

可能性を指摘する根拠がない。ただし、このうちの8-10-18の区画には、前述のように寺田以外の部分

を含んでいた可能性がある。しかしその場合も、国家管理のもとでの田であり、畠など不輸祖地でな

かったことは無彩色であることからも明らかである。

以上のように、天平宝字5~7年の校田・班田・寺田再編入という事態の過程においても、 9-5-1 の区

画は、その南の9-4-36という区画とともに区画自体が1町未満でしかなかったとみられることになる。

ただしこの場合、校田・収公の過程において、次のような操作ないし認識が存在した可能性がある。

9-5-1の区画では寺田411束代ないし261束代、すなわち約8段72歩ないし5段79歩の耕地は寺田・輸租

田として認められているが、それを越える耕地が所在したので、その1段170歩を収公した。この際の

耕地の所在確認は恐らく東側から順に行われ、 8条と 9条の境界線を検出ないし設定し、それを基準

としたものと推定される。西側の香川郡の状況との整合性を考慮するとすれば別の形となった可能性

があるので、この際には西側の郡界線の存在が十分考慮されずに一区画=l町という原則だけが認識さ

所在地 山 田 郡 田 図 校出 田 注文

条一里ー坪 田 そ の他 小字地名的名称 面 積

8-9-31 津田 147束代 （彩色） 池田 l段 160歩

8-10-4 津田 (400束代） 聾100束（彩色） 池辺田 140歩

5 津田・今墾

6 津田・今墾

7 津田 ―町

8 津田 ―町， 津田 150束代 今墾□（彩色） 池口田 4段 90歩

17 ？ 

18 I I so束代 （時除150・未給）

9-4-36 津田西口 140束代 （彩色） 津田 3段 40歩

9-5-1 津田• 今墾 長田 1段 170歩

第 2表 山田郡田図南地区の記載と天平宝字7年校出田
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れていたとみられる。

さらにこれに関連する検討を続ける必要があるが、条里プランをめぐる確認作業をした上で、この

論点に戻りたい。その前に山田郡田図の表現内容についてもう一点検討しておきたい。

(2) 「聾Jについて

山田郡田図南地区における各種の表現の中に、 「堕百代」という、意味不明のものがある。 「百代」

という表現も他の面積の表現と異なっており、 「聾」という文字表現も、管見の限り 8世紀の他の資料

にはみられない。前述のように、この「魃」の部分は、 「畠」などと同様に茶褐色に彩色されている。

山田郡田図では、すでに言及したように租稲を負担する田が無彩で表現され、 「畠」ないし「畠数」

に算入されている地目及び「家」などの不輸租の土地が彩色して表現されている。従って、 「聾」と

は少なくとも不輸租の土地であり、しかも「畠」等に付記されている「直米」が記されていないこと

からすれば、弘福寺の側から見ても非生産地であったと見るべきであろう。山田郡田図中でここだけ

が「束代」という収穫にかかわる表現ではなく、単に「代」という表現であることも、この点に関連

する可能性がある。 「聾」の字義は、塚・畦などや土地の小高いところを示すが、 8世紀の地目・地種

や他の史料には見えない表現である。

後世の例になるが、文治5年 (1189) の摂津国垂水西牧榎坂郷田畠取状 IO) には、この表現が頻出す

る。同田畠取状には、 「態」の文字で表現された地目が合計すると条里プランの63ヵ坪に記され、 83

筆に達する。このうち、単に「態」と記されているものは57筆であり、他は「屋敷聾。堤魃．聾川・

溝聾．聾溝。荒聾．聾荒• 魃溝荒」といった記載である。これらの各地筆面積は最小10歩から最大2段

まで様々であるが、ほとんどが数10歩の小面積である。

明治以後の地籍図では、これらの各種「聾」の所在地には、その痕跡とされる地筆界• 土地利用を

検出することができない。しかし、同田畠取状において、 「聾」は「田・畠• 川・ 堤」および現作を

示す「乍」とは明瞭に区別して使用されているのに、 「荒」とは混同して使用されている例がいくつ

か存在することに注目したい。このような状況からすれば、この「聾」とは、土の小高いところやそ

の斜面を意味する地目であったようであるが、少なくとも耕作されている部分ではなく、耕地中に介

在する荒地に準じた部分であったと理解すべきであろう II) 0 

一方、古代荘園図中にはけh」ないし「地」という文字で表現された部分が散見することに注意を

払いたい。その例は次の如くである。

① 神護景雲元年 (767) 越中国射水郡須加村墾田地図 I2) には「七条世伎里」の「一行二被田九段

二百冊歩」、 「三行二被田七段」の2つの区画に「地」が記されている。前者は「泉」と記された溝な

いし水流の発生点付近、後者は「大溝」が通過する区画である。天平宝字3年の須加開田地図では、

「泉水」 ・ 「溝」の位置関係は同様であるが、両区画にはそれぞれ、 「一行二被田―町」、 「三行二

被田八段百歩」が記されているのみである。ただし、後者の北側の区画には「溝」沿いに「社」が記

入されていることに注意しておきたい。

②神護景雲元年越中国射水郡鹿田村墾田地図には、 「十五条長田里一行二小家田九段百廿歩」が記

載された区画に「姫」が記入されている。その位置は、 「百姓口分」との境界線の内側すなわち東大

寺領側であり、この場合も溝と推定される表現の発生点付近である。しかも、同固中の「榛村井神社」

部名と同様に朱色で彩色されている。

③天平宝字3年越中国射水郡鳴戸開田地図には、 「十二条沢浴里一行五」に、 「小補田六段、野一段」

とともに「姫二」が記入されている。神護景雲元年の同郡嗚戸村墾田地図では、天平宝字3年図と同じ

「十二条沢谷里一行五」に「補田六段」の他「地」の文字3カ所が記入されている。このほかにも「±~」
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の文字ないし「堀」の記入は多く、次の如くである。

「十二条葦原里六行五補田七段、野一段、墓ー、燿二ロ」

「十二条沢谷里一行六補田六段九十歩、 i臣（溝沿い、前述の一行五も溝に近い）小蒲田五段、塩

（他に「百姓口分」、東南に溝あり」

以上のような状況からすれば、次のような指摘が可能となる。R「土臣」と「t屈」は同一の対象であ

る。⑮これらは面積からみた場合、 120歩から3段の余地に存在し得たもので、それほど巨大ではない。

c個数で示したり、同一区画内に三カ所も記入している例からして、一つ一つが孤立した存在として

把握されている。 I3) (g)川・溝• 泉などに近い位置に立地している。⑥ 「榛村井神社と同一の彩色例が

あるところから、景観上ないし土地利用上の一定の共通性が想定される。①田• 野・墓とは区別され

ていることから、耕地ではなく、また単なる野でもない。

これらに共通する特徴は、⑮ ・c・ ①から他と区別される一まとまりの事象であり、それが＠のよ

うに水源• 泉•川沿いなどであるとすれば、⑥と共にそこに形成される樹木群の存在が想定される。

「姫」をこのように泉や川沿いの「湧水地とそれに伴う局部的な植生によって形成される一群の樹木

群」と想定すれば I4)、その性格は「聾」にそのまま置き換えても矛盾しない。

前述のように「聾」の文字が小高い高まりを意味することからすれば、必ずしもその成因が土によ

らず樹木という植生に由来したとしても異とするには当たらない。山田郡田図が描く高松平野では、

出水と称される湧水点が各所に点在し、用水路の水源として重要な役割を果たしてきた。特に山田郡

田図南地区の比定地の場合、その西南付近にある平井出水は、そこに鎮座する桜木神社の杜によって、

まさしく孤立した小高い景観上のまとまりとして認識される。

ここでは、平井出水• 桜木神社のような景観が「聾」の表現内容と適合的であることをまず確認し

ておきたい。さらに推測を重ねるとすれば「聾」の文字の略字が「姫」であり、両者が、本来同一の

対象を表現していた可能性も指摘し得よう I5)。

3. 山田・香川郡境と条里プラン

(1) 地表の地割形態による検討

郡界線と条里プランとの対応の概要につい

てはすでに述べたが、さらに詳細に検討する

と第3表のようになる I6)。

山田郡東端の三木• 山田郡境は Nll゚Eの方

向を示し、山田郡 1条 ~4条の方格の南北線は

ほぽこれと等しい方位となっている。その西

側のs~s条付近一帯では、これよりやや西寄

りのNlO゚E程度の方位となっている。一方山

田郡西端の山田・香川郡界はほぼN9゚Eの方

位であり、その西側の香川郡1~5条付近もほ

ぼこれに等しい方位となっている。

以上のことを換言すると、山田郡東半の春

三木•山田郡堺 11. 0度

山田郡 1・2条堺 11. 0 

2・3 11. 5 

3・4 11. 0 

4・5 （不明確）

5・6 JO. 5 

7・8 10.0 

8・9 10. 0 

山田・香川郡堺 9.0 

香川郡 1。 2条堺 9.0 

2・3 （不明確）

4・5 9.5 

第 3表 高松平野における条里プランの方位

（東傾斜角度）

（香川県国土基本図 1 : 2500 昭和46年による）

日川以東ではNll゚Eの方位が、西半の同川以西ではNlO゚Eの方位が一般的であり、香川郡の御坊川（香

東川の旧河道）以東付近では、 N9'Eの方位が卓越していることになる。この単位で全体に少しずつ方

位が異なっていることになる。ただし、さらに細かくみればそれぞれの単位の内部に数多くの甑齢を
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含み、小条里地割区とでも称し得る小単位の集合であるという一般的にみられる状況は、山田郡・香

川郡付近においても同様である 17)。

さらに第4表によって、このような条里プランの南北方格線間の東西距離 l8) をみると、次のような

状況が判明する。山田郡では東西の 1条分の幅が650~683m となっており、 1坊（坪）分に換算すると、

108. 3~113. 8mとなるが、いずれの場合も条の界線に相当する径溝は厳密な直線ではなく、多少の湾

曲をしているために場所によってその差が大きい。ところが、各条の7・8里界、すなわち南海道沿い

で 1~6条の平均値を取ると 1条幅が658. 5m、1坊（坪）の幅が109.Smとなる。 7・8条ではこれより少

し平均値が大きく、 1~s条全体としては 1坊（坪）分はほぼ110m程度となる。

第3表で示したように、春日川東岸付近の3・4条付近ではほぼNll゚E、西側ではNlO゚E程度の方位を示

しているが、まさしくその中間の4・5条は、 11・12里付近では1条分の東西幅が約683mと著しく広く

なっていることが知られる。つまり、 4・5条付近が北へ行くほど若干広がった形状となっていること

を示す。

一方香川郡東部では、第4表のように、 1~4条一帯の 1条分の幅は約645~670m、 1坊分に換算して

107.5~117m となっている。

ここでも、個々の湾曲分を除くために

1~3条間の 15·16里界線上の平均値を

求めると、 1条分655m、1坊分109.2mと

算出される。香川郡東部の方が一般値

に近似し、山田郡の平均値より方格の

一辺がlm程度小さいことになる。香川

郡l条の東西幅は、前述のような山田・

香川郡界を1条東辺とした計測であるか

ら、香川郡東部付近の条里プランは全

体としてこの郡界線を基準として成立

しているとみなし得ることになる。こ

の点は冒頭で指摘した問題点の第2点に

直接関連することになる。

山田郡田図南地区比定地付近の地割

形態を検討しておきたい。第23図のよ

うに、山田・香川郡界を直線Fとして

表現した場合、その西側のA~E の径

溝が坊（坪）の境界線に相当すること

になる。図の範囲では、 A・B・C・

Dの北部、およびEの南部が比較的明

瞭である。東西方向の L~S の方格に

相当する径溝も一部を除けば比較的容

山田郡 1・2条 7・8里界 665m 

ケ 8・9里界 658m 

3条 7・8里界 650m 

ケ 9 。10里界 665m 

4・5条11・12里界 683m 

4~6 条 7·8 里界 657m 

5・6条11・12里界 657m 

7条 8里中央部 665m 

"-'11・12里界 655m 

8条 10里中央部 665m 

/,, 11・12里界 665m 

香川郡 1条 13里中央部 665m 

ヶ 15・16里界 655m 

ヶ 17・18里界 655m 

2条15・16里界 665m 

ヶ 17・18里界 650m 

3条15・16里界 645m 

≪16・17里界 660m 

4条 15里中央部 655m 

1~3 条15·16里界平均 655m 

第 4表 山田郡および香川郡東部の 1条分の東西幅

易に確認することができる。 C・Dの南部、 Eの北部の方格が不明瞭となっている理由は、前者の中

間に桜木神社の参道があり、後者が下池南部のやや微高で高燥な土地であることに求められる可能性

が高い。前者は参道がその東西の小径の機能を吸収し、後者は開拓が遅れた場所で条里プランに関わ

る地割がもともと施行されていなかったと考え得るからである。つまり、香川郡の第23図付近につい
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ても、先に全体的に行った検討結果と同様に、条里地割は Fの郡界線と調和しており、この部界線は

条里プランの確定段階まで遡る可能性が高いことになる。

さらに、 Fの郡界線東側の山田郡部分をみておきたい。 8条と9条の界線に相当するのがGであり、

その東のH 。 I。 J・Kの坊界線のいずれもが比較的明瞭に確認され、東西方向の L 。 M・Nについ

ても同様である。同図東南部の旧高松空港敷地部分では、この条里地割の廷長部分を地表で確認する

ことはできないが、方格の形状については、北側残存部分を根拠として推論を展開することが可能で

ある。

しかも、この点については、文化15年 (1818)の山田郡下林村順道図絵 l9) によって確認することが

できる。同図によれば、旧下林村に属する第23図0線以北の部分については、旧空港敷地部分につい

ても、その北側一帯と同様の方格地割が展開していたことが知られるからである。

とすれば、第23図G線以東の山田郡8条の部分では、方格のサイズが一辺約110mという標準よりや

や広い条里地割が展開し、9条の坊一列分の東西幅は、相当狭いことになる。その幅は、 L線上で約87m、

N線上で約78mであるから、この付近での坊の面積は7段強 ~8段弱程度でしかなかったことになる。

山田郡の東半部と西半部における約1度程度の方位差による面積の違いは、春日川付近の同郡4・5条

一帯で全体的に吸収されており、特定の部分に大きな差異としては集中していない。ところが山田郡

西部と香川郡東部の約1度の方位差は、ほとんどが山田郡8・9条の界線と山田・香川郡界の部分に集中

しており、山田郡田図北地区比定地付近ではほとんど目立たないが、南地区比定地付近では、以上の

ように地表の地割形態の狭さとして現出している。

(2) 条里プランに関わる地下遺構

高松市林町浴• 長池 II遺跡で検出されたSDOl・SD02の 2本の南北溝は、現地表における山田・香川

郡界の直下およびそのすぐ東側に位置する。検出されたのは、溝幅0.6~0. 7m、深さ0.1~o. 15mの平行

溝であり、相互の距離は約7mである。時期は不明であるが、古代～中世頃と推定され、郡界線に関わ

るものと推定される。なお、このSDOlの東約103mには、やはり時期不明であるがやや新しい時期に存

続した南北溝SD46が検出されている 20) 0 

この東側に位置する高松市林町浴• 長池遺跡でも、 2本の南北溝が検出されている。西側のSDOlと東

側のSD02はいずれも幅約20cm、深さ約5cmの溝であり、両者の溝は約6.2mである。時期は7~9世紀頃の

幅で推定されている 2I) 0 

浴•長池 II 遺跡のSDOl·02は山田郡9条7里 12坊西辺の郡界線に、浴• 長池遺跡SDOl・02道路は8条

12里7・8坊界の東側に相当することになる。最西端のSDOlと東端のSD02間が約223m、相互の2本の溝の

中心間距離が約217mであり、いずれも地表の径溝から少しずれているが、古代ないし中世頃の状況を

示しているものと考えられる。地下遺構の時期における方格パターンも約109~110m程度の間隔であり、

この付近の地表の地割形態基本的な違いがなかったと判断してよいであろう。

さらに東方の高松市林町浴• 松ノ木遺跡においても、 12世紀ごろの溝SDOlを検出している。溝幅は

1. 7~2. Sm、深さは0.26~0. 37mで、 i谷• 長池および浴• 長池 II遺跡のSDOl・02よりは規模が大きい。

山田郡8条 12里 10·11坊界の東側に相当し、浴• 長池 II のSDOl·02の中心の東約576m、浴• 長池のSD

01・02の中心の東約358mに位置する 22)。

現在の地表の道と溝はさらにこの東側にあることからすれば、この12世紀ごろの径溝は、 110m程度

の方格を基準とした位置と現地表の径溝との中間に位置することになる。

これらの西北方の高松市松縄町の松縄下所遺跡では、幅約 lm、深さ 20~40cm の 2本の平行溝が南北
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200m以上にわたって検出されており、出土遺物によって7世紀中ごろから8世紀後半ごろの時期と推定

されている。 2本の溝の心々距離は3~4mであり、やや狭いが道路遺構である可能性がある 2 3)。ただ

し、その位置は、平野中の微高地部分に相当し、両側の側溝からは、その外側へと水を導く形で溝が

直交状に派出しており、主要機能が用水路であった可能性もあろう。

この松縄下所遺跡の南北溝の中心軸は、現在の香川郡l条17里21。 22坪界の西約12mであり、山田・

香川郡界とほぽ同一の方位で、その西約332mの位置である。香川郡東部の地表の条里地割が109m程度

の方格になっていることを先に確認したが、これはむしろ山田郡に卓越する 110m程度の方格の延長状

況に近い。ただし、山田・ 香川郡界がNlO゚EとN9゚Eの転換基準になっているとみられることは前述の如

くであり、このような転換が山田郡4。 5条付近で北に若干広がった方格となっていることと類似の状

況を推定することも、作業過程としては必要であろう。一方、松縄下所遺跡の南北溝は、本来条里プ

ランと完全には配置が合致していなかった可能性もある。この点は溝の掘削時期と郡界・条里プラン

の規定時期との関連においてさらに検討を要することになる。

旧空港跡地遺跡においても多数の溝遺構が検出されており、鎌倉• 室町時代ごろの遺構では、 SD54、

SD46、SD08などの南北溝が条里プランの方格線にほぼ合致し、，東西溝でもSD18などが同様である 24) 0 

このほか空港跡地 JA支所遺跡、日暮松林遺跡、蛙股遺跡、正箱遺跡などでも溝跡が検出されている

が25)、総じて時代が新しいものほど地表の地割形態に合致する度合いが高く、古い時期のものほどそ

れとの麒齢が大きい傾向がある。

現在のところ、地下遺構の状況から知られるのは以上のような状況である。 8世紀ごろの遺構が地表

で復原・推定される条里プランの方格と完全には一致せず、中世～近冊ごろの相対的に新しいものほ

ど一致の程度が高くなるという傾向については、次のような理解が最も妥当であろう。すなわち、 8世

紀ごろから近世ごろに至るまで、全体として整然とした条里プランに合わせた地割形態への指向性が

作用しており、次第に条里地割の形状が整い、施工密度が高くなったものと推定され、例えば8世紀ご

ろとその後のある時期における変革といったような不連続を想定し得るような状況は検出されていな

ぃ。また、このような漸移的過程においては、土地利用の集約化の過程に対応した地割形態を維持す

るためにも多様な人工的な営力が作用したことも確実である 26)。

ここではさらに、冒頭に指摘した②の問題に関連して、山田• 香川郡界もまた、少なくとも 8世紀の

段階から、近世・近代の郡界から推定されるN9゚Eの直線であったと考えられることを再確認しておき

たい。

4。 山田郡田園南地区の表現と現地との対応関係

(1) 山田郡田図南地区の現地比定

山田郡田図そのものの検討によって、先に、南地区の西端の区画、すなわち9条に属する坊l列分が

l町未満であった可能性を指摘し得た。 9条5里l坊相当部分の面積が、 261束代ないし411束代であった

可能性である。特に、校班田の際に誤収・誤給され、後に改めて寺田に戻された田の分布状況からし

ても、 9条5里1坊が1町未満であったとみられることも注目を要する点であった。

一方、条里プランと郡界線の検討によって、山田・香川郡界が8世紀頃から、先に述べたような直線

を基本としていたこと、香川郡界西側の条里プランがそれを基準としていたことが判明した。山田郡

西部の条里プランもまた、 8条分までが一辺110m程度の整然とした方格であり、 9条分のみが、南側で

狭いことも再確認し得たところである。 9条5里l坊北辺に相当する第4図N線付近では、その東西幅が

約78m、その一坊分北側が約87mであったことも前述の如くである。
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以上の結果は、次のように換算。換言し得る。①山田郡田図では、 9条5里1坊相当部分の面積が、約

5段79歩ないし8段79歩程度であった可能性がある。②誤収，誤給。再寺田化された面積が1段170歩程

度であったという過程からすれば、同坊の寺田面積は、最大約8段190歩程度であった可能性が高い。

③復原された郡界・条里プランからすれば、この付近の9条の 1坊分の面積は7段強 ~s段弱程度である。

このような結果は、山田郡田図南地区に表現された西辺部分の区画が標準的な東西幅よりやや短く、

面積が8段程度という結果に結びつくことになろう。③の数値と①の数値が厳密には合致しない点につ

いては、条里プラン・郡界の復原自体が2500分の1図上で行われており、図上での数mm程度の径溝の湾

曲が、面積にすればl段近い差異をもたらすことによると見るべきであろう。

また、 8条10里18坊相当部分の150束代の田の扱いが不明であるから、 9条5里1坊相当部分の寺田の合

計が5段79歩程度であったのか、 8段79歩程度であったのかは不明である。しかし、 9条5里l坊部分が現

実には7~8段の面積であったとみるべき点からすれば、山田郡田図に示す寺田が5段強であれば、他に

別の地目の面積が記入され、彩色されている可能性が高いとみるべきであろう。山田郡田図では無彩

色で今墾を含む田のみが記載されている状況は確実であるから、記されていた寺田は約8段79歩、つま

り411束代であった可能性が高い。

以上の検討からすれば、山田郡田図南地区の土地利用は第24図のような状況であったと推定される

ことになる 27)。南端と東踏に田以外の地目が分布する他は、ほぼ全面が「今墾」等を含む田であった

ことになる。ただし、この「田」は、あくまで輸租の対象ないし、国家が耕地として把握・ 管理して

いるという点においての「田」であり、水田であったか否かは一応別の問題である 28)。

この山田郡田図の表現内容と山田・香川郡界および条里プランを以上のように確定することによっ

て、同図南地区は第6図A-B-C-D-E-F-G-H-I-Jのように比定することになる。この

比定自体は、郡界および山田郡9条部分を別とすれば、従来の推定と全く同じであるが、新たな考古学

資料をも含め、具体的な状況を検討しておきたい。

(2) 山田郡田図南地区比定地の状況

旧空港跡地の西、すなわち旧香川郡側には、現在分ヶ池と称する溜池が存在しているが、これはか

つての「池台（代）池」の一部に相当し、旧池敷は第25図に示したように東へ広く及んでいた。池台

池は西・北・東の三方に築堤して湛水した浅い溜池である。南側は第18図の標高22メートルの等高線

付近であり、前述の順道絵圏の表現によれば堤防は存在していなかった。池台池西北隅に竹ユル、東

北隅に底ユル、その中間の北辺に上ユルとそれぞれ呼ばれる樋門があり、竹ユルは平井出水からの水

と一緒に下池へ導かれ、他の2つは旧林村一帯の灌漑に供されていた 29)。

従って、第24図に示したような南辺部分の田、すなわち9-4-36, 8-9-31の田はこの池敷部分に存在

したと考えられる。この南側は微高地であるから堤防がなくても池敷とはならなかったところである

が、このことは微地形条件からして水田化が困難であったことをも示すとみてよい。山田郡田図に彩

色痕がみられ、不輸租の土地であったとみられる部分が、この旧池敷の南側に相当することになる。

池台池の池敷北東部分を含む9-5-1,8-10-5・6・7・8・17・18の計7区画は基本的に全面が田として

把握されていた。 「今墾」なども含んではいたが、全体が輸租田であったことを意味する。

微地形的には、この一帯は平井出水ー下池ー長池と続く西側の旧河道と、第25図の8-10-4の区画付近か

ら北東方へとのびる東側の旧河道との中間に位置する 30) が、前者はかなり下刻が進んで明瞭な谷状の

地形となっているが、後者の方はほとんど凹地を形成してはいない。つまり、西側旧河道が下刻をう

けて谷を形成した時期には、東側旧河道はすでに埋積を受けた後であり、谷を形成することがなかっ

た結果であると考えられる可能性が高いことになる。両旧河道の中間部分は西南から東北にかけて緩
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第24図 山田郡田図南地区の推定士地利用

（ただし 田のすべてが水田であるとは限らない）

やかに傾斜をする平坦な部分であり、西南ないし南からの小流によって灌漑が容易な部分でもある。

従ってこの部分は、 8世紀にすでに開発されていたと考えても無理はない。ただし、この判断の地形的

根拠について、もう少し検討を加えておきたい。

前述の池台池北東隅の底ユルの東に「久保」、さらにその北北東にかつて鎮座した岩田神社の西側

の「北の浴• 東南の谷」といった小字地名の存在と、底を流下する底ユルからの池水の流路から、石

上英ーはここに小さな谷状地形が存在したと推定した 3I) 0 

一方、旧空港跡地の平成3年度の発掘調査により、 I-8区とされた調査区の中央部付近において、南

西から北東に向かう弥生時代前期ごろの旧河道が検出され、その埋積の後に形成された水田跡が確認

された 32) 。第25図のように、水田の形状や分布は旧河道に規制されており、水田は短辺が7~8mで長

辺が南西ー北東方向となっていた。水田造成の時期は明らかではないが、古墳時代後期以後であり、

平安時代には埋積されていたとみられる。この旧河道は、前述の東側のそれに相当し、古墳時代後期

までに埋積されていたことが知られ、地表でもほとんど明瞭な凹地を形成していないことも前述の如

くである。石上が指摘した小さな谷状地形とは、近世に存在したこの旧河道の痕跡であることになる。

少なくとも近世においては、その位置が用水路として機能していたことになる。

池台池は、この旧河道状の小流を取り込む形で築造されたものであり、この意味ではすでに石上の
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指摘にあるように、小さな浅い谷状地形を塞き止める形である。ところが、同時に指摘されているよ

うに、池台池の主要な水源は、平井出水から取水されるものであり、取水Dは南西隅に存在する。つ

まり、池台池は、立地の上からいえば凹地を塞きとめて湛水する谷池との共通点を有しているが、主

たる性格は、用水の一時的湛水とその合理的な配水のために築造される皿池としての機能を有してい

ることになる。皿池は一般に、舌状に張り出した微高地の先端において四周に築堤して造成し、そこ

へ導いた用水を湛水した上で、三方のやや低い部分の灌漑に供するものであり、いわば上水道の給水

塔的役割を果たすものである 33)。池台池は三方堤の形状であり、典型的な四方堤の皿池とは若干異な

るが、南西から北東へと緩やかに張り出した微高地の先端に立地し、西方の平井出水からの水を湛水

した上で北東側の灌漑に供したのであり、まさしく皿池としての機能を果たしていることになる。奈

良盆地の皿池がそうであるように、池台池の築造もまた、付近の土地利用の安定化・集約化の過程と

関わるものであろう。つまり、広大な耕地を池敷として潰しても溜池が必要であったという土地利用

状況に対応したものであり、基本的に新たな開拓などと関わるものではないとみるべきである。

しかも池台池が、立地上は石上の指摘する小さな浅い谷状の地形を基礎とし、発掘調査でも確認さ

れた旧河道に関わる流路を利用しているという事実は、もともとここに灌漑に利用されていた水流が

存在していたとみるべきであろう。先に、山田郡田図南地区の田のみからなるつまり無彩の7区画の比

定地部分が、比較的灌漑の容易な条件下にあり、 8世紀にすでに既開拓であったと考えて無理がないと

推定した地形環境は、まさしくこの点にかかわる。この部分は、もともと容易に用水を確保し得る条

件下にあり、 8世紀段階ですでに耕地化されていたと考えて無理がない。その後の海水準変動や段丘形

成といった環境変化 34)への対応ないし土地利用の安定化・集約化を図るために、既耕地の一部を池敷

として補助的な溜池である池台池を築造したと考えられることになろう。

これらの計7区画がすべて「田」であったのに対し、東端の8-10-4・9の2区画には、 「田」も所在し

たが、他に「聾」 ・ 「今墾ロニ」などの非耕地ないし不輸租地が存在していた。この両区画は、前述

のように古墳時代後期までに埋積した旧河道が存在した部分でもあった。旧河道の埋積後、その一部

に水田が造成されていたことは確認されているが、これに続く北側の8-10-9の区画東辺では第18図に

示すように現地表の表土の直下に礫層からなる旧河道の堆積物があり 35)、8世紀ごろに耕地化された

とは考え難い状況にある。この部分を含む8-10-9の区画の中央部から東側が、山田郡田図で彩色され

た不輸租の土地に相当するとみてよいであろう。

この南の8-10-4の区画では、平安時代ごろに埋積されたとみられる水田跡が存在したことはすでに

確認されている。その南への広がりは不明であるが、同区画のすぐ南側では弥生時代末～古墳時代初

頭頃の方形周涅墓群が検出されている 36)。従って、 8-10-4の区画の東南隅付近もそれに近い微高地な

いし、平井出水のような旧河道に関わる水源地（出水）の所在が想定しうる。ここに「聾」と記され

るように非耕地で、樹木類を伴う地点が存在した可能性を認めてよいと思われる。

以上のように考えるとすれば、現在までの考古学的知見は、山田郡田図南地区の現地比定に適合的

であると判断されることになる。旧空港跡地の発掘調査を担当した大山真充は、 「肯定するデータも

否定するデータも考古学的には得られていない」としている 37)が、むしろ肯定的データが得られ始め

ていると判断すべきであろう。

今後の課題の一つは、以上の推定に関わるさらに具体的なデータの収集と、変化の過程を詳細に明

らかにすることにある。
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第 3節 弘福寺領山田郡田図比定地南地区周辺の

発掘成果と 1日地割 言寸

山本英之

1 はじめに

弘福寺領讃岐国山田郡田図は条里地割の―町方格が一辺約5cmの正方形に表現されていて、当時（天

平7~735~年）すでに讃岐において条里制による土地区画が成立していたことを物語っている。一方、

弘福寺領讃岐国山田郡田図南地区に現地比定されている旧高松空港北西部付近は、太平洋戦争末期の

昭和19年の陸軍飛行場用地の接収と終戦後の接収地払下げに伴う耕地整理によって周辺部の条里地割

とは異なった区画になっている。このため、この地点では田図の方格を現地に遺存する条里地割に重

ね合わせる直接的な検討作業が不可能である。しかし、当該区域には田図と現代の土地区画ならびに

土地利用の時間差を埋めるべき古地図2点、即ち『順道図絵』 (1) と明治期の地籍図が現在に伝わり、

断片的ながら古代と現代の土地割並びに土地利用の歴史的な変遷をうかがい知ることができる。また

一方この区域内では、今現在、諸開発事業に起因する発掘調査が大規模に実施されつつあり、当時の

土地環境に関わる考古学的知見がダイレクトに確認できる機会にも直面している。したがって、ここ

ではこれらの発掘調査によって検出された遺構と順道図絵並びに地籍図に描かれる地物の対照作業を

行い、当該地域の土地利用をできる限り古代に近い時期までまで遡及することによって、弘福寺田図

作成当時の林地区の歴史的環境を復原しようとするものである。弘福寺領田図と順道図絵には時期に

なお1200年近くの隔たりがあるが、近年の高松市内一円の発掘調査の事例においても、土地利用のめ

まぐるしい変遷に比して、いわゆる条里地割の1町方格の枠組みは里道、用水路、地境などに踏襲され

ておもいのほか現在まで残っていることが知られている。これらの歴史景観が徹底的に破壊されるの

は、まさに戦後の大規模開発を待ってのことなのである。このため、 19世紀はじめの地割と土地利用

の復原は山田郡田図の現地比定を進める資料として十分に有効であると思われる。

2 地図資料の概要

順道図絵とは、図絵冒頭凡例「諸事古順道帳を本拠として其末用を画／順道図絵と号す所の故なり」

の一文 (57頁に凡例全文）から、順道帳 (2)の付図として作成された耕地絵図であると考えられる。順

道帳とは検地帳に類した土地台帳で、これによって新たな所有者の変更、耕地面積の増減等を逐次的

に把握するとともに、入会地・新田などの不輸租地を整理することによって藩財政の増収をもくろん

だものである。

ここで用いる順道図絵は、昭和61年、今次の弘福寺調査事菓の発端となった「高松市太田地区周辺

遺跡詳細分布調査事業」による聞き取り調査の際に地元在住の河野敏文氏から所蔵史料の提示を受け

たものである。奥付に文化15(1818)年寅三月の日付と作成者、政所大内市郎右衛門の署名をもち、

旧上林• 中林・下林• 六条の四ヶ村を網羅している。

一方明治期の地籍図は、平成2年冬に「弘福寺領山田郡田図関係遺跡発掘調査事業」の一環として行

った地元での聞き取り調査の際に、地元在住の宮井政夫氏（旧林村村長）から提示を受けたものであ

る。 「山田郡上林村字切図」 10葉、 「同郡下林村字切図」 20葉、 「同郡六条村字切図」 13葉が残り、

字師に一葉の図副にまとめる。縮尺は1町を10cmに表現しているようである。 「～上林村～」のみ明治

21年作成、同24年調整の作年を記すがその他は作成時期の記述はない。本稿の対照作業に用いた図副

は、 「山田郡下林村字切図」 20葉のうちの「第壱号字宮西切図Jと「第弐号字松生切固」の2葉である。
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第26図 弘福寺領讃岐国山田郡田図南地区周辺の遺構配置図（縮尺は約 2000分の 1)
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第27図 文化15年山田郡下林村順道図絵（縮尺は約 2000分の 1)
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3 地図資料による出土遺構の検討

最近の発掘調査によって、旧高松空港（空港跡地遺跡）および周辺部の遺跡の状況が明らかになり

つつある。そのなかでも弘福寺領田図と関係が深いのは、旧滑走路の西半からその北側にかけての区

域である。条里呼称によって表現すると山田郡8条10里4~10坪にあたり、このうち4~9坪が弘福寺領

山田郡田図南地区に含まれている。この区域では、平成6年以降平成6年度弘福寺領田図調査事業調査

区および一角遺跡、宮西・一角遺跡の3遺跡の調査が行われており、それらの概要については本書6~

10·17~28頁に掲げたとおりである。また、平成3~5年にかけては（財）香川県埋蔵文化財調査センタ

ーが空港跡地遺跡において大規模な発掘調査を実施している。

これらの発掘調査で発掘された遺構は時期的にも広範にわたる。年代を追って列挙すれば、弥生時

代前期の土坑、弥生時代前期から後期の旧河道（埋没が始まったのはおそらく後期）、この旧河道の

埋没の過程で形成された弥生後期• 平安時代ならびに近世以降の水田跡、 7世紀末~s世紀の遺物包含

層、中世末期ならびに近世～現代にかけての溝状遺構（条里径溝を含む）、近代寺社境内地・参道の

痕跡、旧池台池の堤防の痕跡（現代）等である。各遺稿の位置関係は第26図に示した。

一方、これに対応する順道図絵の範囲は、山田郡下林村中林下所のうち、字切り地名で「馬場之西

ノ町」 (3坪）、 「宮西池下之町」 (2坪）、 「宮西道東ノ町」 「今中ノ町」の7坪である。 （第27図）

以上の遺構群と順道図絵の径溝。地筆を対照するために、双方をそれぞれ縮尺約1000分の1に調整し

て重複のうえ位置関係を検討したが、まずこの重複作業の大前提となる2点の基準物を確認しよう。

第1点目は旧池台池の北側堰堤線である。池台池は、戦前まで旧高松空港滑走路の西端付近に存在し

ていたが、昭和19年の陸軍飛行場造成の際に大部分が埋め立てられて現在では往時の5分の1ばかりが

分ケ池として名残をとどめている。平成6年の宮西遣跡の調査でこの堤防（北堤防）の痕跡を確認した。

堤防痕跡は、黄橙色砂質シルトが東西に帯状に延びる、幅約llmの自然堤防状の高まりとして確認され、

北側（堤防外縁側）にはこれに沿って幅1.Smの用水路も検出された。さらに、平成3年度の空港跡地遺

跡の調査では、これらの東延伸部分に加えて北へ向けて分岐する用水幹線も検出されている。池台池

堰堤の東北角から配水した「底ユル」幹線の遺構と考えられる。以上の堤防痕跡の西側（南側）は、

宮西一角遺跡によると現代の水田耕作土層より下に黄褐色砂質シルト• 黒褐色シルト• 砂岩礫等がブ

ロック状に混滑する人為的な埋め上層が厚く堆積し、現地表下1.2m付近の最下層には黒色のヘドロ状

の埋土が堆積している。半世紀前にため池を埋め立てたという事実と状況的によく符合するとともに、

池台池は北堤防が高さ2m、東堤防が高さ3mばかりで、水深は底ユル（東寄り）、上ユル（中頃）、竹

ュル（西より）でそれぞれ2m、lm、0.5mという聞き取り結果ともほぼ矛盾しない。順道図絵では、第

27図画面の左下隅に池台池本体と北・東の直線状の堤防、堤防北裾の水路が見られる。図上の実測で

堤防幅は7~11mに復原でき、遺構の状況ともほぼ相応している。

第2点は、弘福寺領田固比定地からは一坪東へ外れた8条10里10坪に描かれた岩田神社参道ならびに

吉国寺の地境である。岩田神社と吉国寺は創建は定かではないが、順道図絵の中には記載が見られ、

嘉永4年の讃岐名勝図絵にも桜木神社などとともに東から俯轍した風景が描かれている。順道図絵に従

うと、条里区画の4・9坪と 3・10坪界線に沿った3・10坪側に神社参道が位置し、神社地はさらに北側

の15坪から 16坪にまたがって所在していた。そして参道に東接する 10坪の北西4分の1を吉国寺境内が

占めていたように理解できる。参道は絵図上で幅員10m余り、参道の西側には松並木が植えられている。

松並木の緑地帯は、吉国寺境内地と対面する 10坪北半では10m余りの幅に描かれており、西縁に用水路

が沿っているが、 10坪南半以南では幅員を6~7mに減じて用水路もここから東に屈曲してそれている。

この吉国寺に面した松並木の西側溝が9・10坪の坪界に相当するものと推測される。これらに対応する
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遺構は弘福寺調査事業の平成6年度調査区と一角遺跡、ならびに宮西一角遣跡の3遣跡で確認されてい

る。弘福寺調査事業調査区では、第2トレンチから第4トレンチにかけて人為的な整地層と思われる黒

褐色の砂礫層が現在の耕作土直下に存在する。客土砂礫層の西縁には幅約2.5m、深さ60cmの溝が沿い、

溝の東肩から数メートルの東寄りに松の根株列が同方向に並んでいる。溝の方位はほぼ条里方向と一

致し、南側に約10mを隔てた宮西一角遺跡（現在調査中）でも廷伸部分が確認されている。一方、弘福

寺調査事業調査区第5トレンチの東端付近では黒褐色砂礫客土層の上面に段差状の遺構が確認されてい

る。段差は約5cmの高低差で西側が高く、やや蛇行しながら南西から北東に延びている。南接する一角

遺跡でもこの南延伸部を確認しており、両者から遺構の方位は条里推定線に一致していると判断でき

る。この段差状遺構と客土砂礫層西側の溝は、いずれも条里方向に沿い、間隔は約35mに復原できる。

一方吉国寺に関しては、平成6年の一角遺跡の調査で L字形に直曲する溝状遺構を確認している。溝状

遺構は、検出幅1.s~2m、深さ 40~60cmの U字形の断面を呈し、溝の両肩には直径10cm前後の丸木杭に

よる護岸が見られた。溝状遺構の埋土は灰白色、黒色のシルトがブロック状に混滑する埋め土で、中

には陶磁器片、瓦片、漆喰塊などが混じっていた。これは、吉国寺が幕末の廃仏毀釈で廃寺となった

後も築地塀などは昭和の初め頃まで崩れ残っており、飛行場造成時に最終的に消滅したという聞き取

りを裏付けるものと考えられる。さらに飛行場造成の立退きの時には、旧境内地などにあった民家は

解体した家屋の廃材を近辺に埋め込んであわただしく退去したとのことで、一角遺跡のあちこちで見

られた攪乱坑も当時の様子を物語っている。溝状遺構の方位は南北方向が真北より約10'東、東西方向

が約14°南を示し、概ね条里方向に沿っていると考えるが、このうち南北溝と承前の段差状遺構は約3

Omの間隔で平行している。

ここで再度岩田神社参道の幅員と吉国寺境内の東西幅（奥行き）の関係を順道図絵と遺構で確認し

ておきたい。岩田神社参道松並木• 同社参道の幅員は、順道図絵上の実測値ではそれぞれ約6m・12mで、

吉国寺境内地の東西幅は約43m(築地塀部分を含む）である。これを発掘調査の結果で見ると、松並木

と参道全体の幅員（段差状遺構を参道東海と想定した場合で、松並木と参道の境界を示す痕跡は調査

では未確認） • 吉国寺境内地の東西幅でそれぞれ37m・27mであった。これを単純に比較すると松並木

と参道の全体幅員では調査結果の方が19m、吉国寺境内地の東西幅では順道図絵の方が16mそれぞれ大

きいことになる。しかし、松並木、参道、寺域の数値の総合値を採れば順道図絵が61m、調査結果が6

4mと、なお3mの開きはあるもののほぼ同じ値が得られ、誤差としては5%程度である。このことは絵図

自体の精度に関わってくる問題でもある。順道図絵凡例では、概ね10間を1寸の見当で作成したが凡そ

のことであると断っている。しかし、これまで順道図絵を用いて行ってきた土地利用の分布図や字切

り地名の復原図の作業過程でも岩田神社参道と吉国寺境内地の幅数値の比較でもさほど大きな支障は

見られず、 5%前後の誤差を考慮に入れれば十分に現実を反映した正確なものと判断できる。そのうえ

で岩田神社参道と吉国寺の境界線の、絵図上と実地での16m近い位置の隔たりを検討する。順道図絵に

よると岩田神社参道の幅員は12m、西接する松並木帯の幅が6mであったから、発掘調査による松根株列

と西脇の溝状遺構が松並木西界として対応すると仮定すれば、参道と吉国寺の境界部に当たる地点に

は発掘調査では何の痕跡も認められておらず、段差状遺構は明らかに吉国寺境内地に含まれていると

判断される。とすれば、段差状遺構はむしろ吉国寺に属する何らかの施設（建物基壇など）に当たる

のではないか。そこで、嘉永4年に描かれた岩田神社と吉国寺の図を見ると、吉国寺は東に山門を開き、

西地境に接した中心よりやや南よりに本堂を置いている。本堂の北側には渡廊下を介して東西棟の建

物（講堂）、さらに北側に庫裡が北築地に沿って建てられている。この講堂の東面から西築地までの

距離を復原すると、名勝図絵の建物の柱間等から推定して10間ないし11間の奥行きが考えられ、この
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数値 (11間は約19.8m) は、吉国寺境内地の東西幅の順道図絵と調査結果の隔たり (19m) と近似する。

このことから、段差状遺構は吉国寺の建物基壇の痕跡との推定も可能であろう。

以上、池台池堰堤線と岩田神社参道および吉国寺境内地の2点に、現在でも文化年間とほぼ同様の位

置関係を保っている、画面左上隅の下池取水口付近の東側の堰堤線を考慮に人れると、弘福寺領田図

南地区比定地の中央部（山田郡8条 10里4~10坪）の遺構は順道図絵の地物とほぼ照合が可能となる。

これらの地物の表現は、明治期の地籍図でも同様に対照可能である。下池の上手東の堰堤線は位置

に若干の違いはあるが取水口に至る水路の曲線によって対照可能である。池台池の堤防も位置、幅と

もに順道図絵とほとんど差異はない。吉国寺のみが廃仏毀釈で荒廃した結果、岩田神社参道の角力場

付近とともに水田化してしまっているが、これとても土地割の大筋は順道図絵を踏襲したものと判断

でき、発掘調査で認められた吉国寺寺域の東・南の各境界も水田の区画として生きている。

次に、以上の了解の上で、その他の遺構についても位置関係を確認していく。遺構と地物を示す記

号は図26~28中の呼称に従う。

まず弘福寺田図調査区では、先述した松根株列と参道西縁の水路 (2-1) 、段差状遺構 (2-3) の

他に4本の溝状遺構を確認している（⑦⑧⑨⑩、⑦⑧は同一の箇所に重複）。出土遺物による検討が不

十分であるが、⑦⑨は現耕水田層直下からの掘込で現代に属するものと思われ、⑧⑩も⑦⑨よりは下

層に位置するものの、近世から近代の範疇で把握するべきものと思われる。

⑧は、順道図絵では池台池底ユル幹線から分岐して北上し、岩田神社参道東側でさらに二股に分岐

する西側の水路(R)に対応すると考えられ、明治期の地籍図も順道図絵と同様の地割が残っている

（＠）から近世以降終戦前まで踏襲されてきた水路である。また、⑧を境にして西側は現地表下約20

cm以下が砂礫層であるのに対し、東側は砂礫層が現地表下約40cmと深く、地表までの間に数層の水田

層が確認できる。明治の地籍図で水路西側の宅地、東側の水田の地目と符合するものである。

⑨は⑦と時期的に同じと思われるが、⑦から東に5mといった地点には順道図絵にも明治の地籍図に

も該当する溝は描かれていない。⑩は現耕層の直下に存在し、該当する水路がいずれの地図にも見ら

れないことから、飛行場造成前後の新しいものと考えられる。

宮西一角遺跡では先述した池台池の北堰堤と堰堤外縁の用水路 (1-1)の他に14本の遺構（溝）が

確認できており、絵図などと位置的に符合するのはこのうちの5本である。

①は、竹ユル幹線の水路（順道図絵R)に対応し、明治地籍図でも対応する溝がある(@)。④は

順道図絵の⑮、地籍図のR、同じく⑤はc、cとそれぞれ対応すると考えられる。また、⑫は⑦⑧と

同一の溝で⑪、⑭と対応する。⑬は底ユル幹線から北上して東へ分岐する順道図絵のR(地籍図⑥）

に対応すると考えられるが、これは吉国寺の南面で直角に折れて東へ進むために弘福寺田図調査区内

には延伸部分はなく、⑭につながるものであろう。ところが、明治期にはこの水路は吉国寺の南面線

まで北上する手前で北西へ折れて吉国寺の南西隅に向かって直交するように付け替えられてしまい、

この痕跡として⑩が存在するものと推定される。

一角遺跡では吉国寺の南・東地界 (2-2)、段差状遺構 (2-3)以外に吉国寺東築地の中程から東

へ延びる瓦石積みの水田筆界と水路の遺構を確認しており、これも両地図の水田筆界とほぼ対応して

いる。遺構自体は飛行場の接収に先立つ頃の、ほぼ現代の所産と考えられる。

また、このほかにも香川県埋蔵文化財調査センターが行った空港跡地遺跡の域内では、分ヶ池の底

ユル幹線や岩田神社参道の路側の一部などが発掘調査によって確認されている。これらによって、林

飛行場の大規模土地改変以前の条里地割が、現地である程度確定できることとなり、現地表に条里地

割の名残を残している周辺部と同じ条件が整ったと言える。
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4 まとめ

弘福寺領田図南地区比定地のはぼ南皐にあたる空港跡地周辺は、昭和19年の陸軍飛行場造成による

強制収容と戦後の農地払い下げによって、高松平野に広く分布している条里地割と異なった全く独自

の土地区画が施工されている。しかし、先の弘福寺領田図調査事業による地形分析等の作業によって、

終戦時に地表から失われた条里地割は地下遺構として埋没していることが明らかになった。

弘福寺領田図の現地比定作業において最も重要な鍵となるのは、終戦前後の大規模土地改変前の地

割を復原することである。この作業にあたって現在の土地区画は非常に好都合であった。条里地割が

現在も分布している地域は、条里遺構自体が現在の地境や水路・里道などと重複していることが多く、

調査にあたってこれらの構造物を分断するのは容易ではないことが多い。しかし、ここでは終戦前後

の拙速な造成工事がかくも広範囲に施され、加えて現在、同じ範囲で空港跡地遺跡をはじめとする大

規模発掘調査が実施されつつあるため、条里遺構の調査例は他地域と比べて飛躍的に増加している。

旧地割の復原作業は、これらの遺構と戦前の地籍図・順道図絵とを対照することによって進めた。

地籍図は明治21~23 (1888~1990) 年、順道図絵は文化15 (1818)年の様子を描いたもので、当時の

租税管理などを目的として作成されたものと考えられる。両地図は、おおよその縮尺は定めているも

のの、目測やスケッチ的な表現も多く現在の地図とはダイレクトに整合しないため、コピー複写機で

両地図ならびに遺構配置図をおよそ1000分の1に調整して行った。

作業にあたって、近世以降で大きな地形変化がない目標物として下池取水口近くの東堰堤線。飛行

場造成によって消滅してしまったが、発掘調査によって再度出士し、両地図上の地物との対応が明ら

かである地物として池台池北堰堤線、吉国寺東及び南の境界溝の2点、以上計3点を基準として製図台

上で重複透過して遺構相互の位置関係を照合した。

作業の結果、上記3点の基準となる地物の他に、分ヶ池底ユルから配水し東と北へ延びる2幹線、北

幹線から枝分かれする支流、坪界線として山田郡8条10里5・6坪、 4・9坪、 5・8坪、 9・10坪の各坪界、

(9・10坪界は岩田神社参道西境）、岩田神社参道ならびに松並木跡等を確認した。しかし、溝状遺構

については、整理作業等が進んでいないという制約もあるが、いずれも現代（昭和19年）の遺物を含

んでおり、遺構の上限を直接に示す資料は不明確である。またこれら遺構の照合によって、弘福寺領

田図の範囲に含まれる山田郡8条10里4~9·7~9坪という範囲は現地との対照が可能となったが、実際

に田図の記載と関わる遺構、または田図と同時期の遺物の出土は希薄である。田図の記載自体が不明

瞭な部分ではあるものの、むしろ今後の検討課題として主眼をおくべきテーマであろう。

以上のような状況の中、平成7年度の発掘調査においてようやく奈良時代の遺物を含む包含層が確認

された。包含層は、復原条里8坪の東境界付近で南北に流れる幅約10mの旧河道状の落ち込みとして確

認されたが、埋土からは旧河道というよりはむしろ高燥な土地条件下で腐食土層が堆積したような層

である。 7世紀末から8世紀の土器細片を含み、何らかの遺構の可能性も残るが、竪穴住居や焼成坑に

もあたらず、今のところ性格不明の遺構である。この部分は、田図では剥落が激しいながらも「田一

町」の記載が見え、落ち込みに対応するものが絵図上では不明確なため、検討の次第によっては田図

の作成に何らかの作意を読みとるべき資料となる可能性も否定できない。また、さらに東寄りの5坪北

西隅で確認された3本の条里溝（中世初頭）も、推定条里線と平行しながら 10m前後のずれがあり、山

田郡9条の東西幅の距離とも関わる等、新たに検討を要する課題もいくつか発生しつつある。
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註

(1)順道図絵の内容等に関する紹介、 についてはすでに以下の概報等によって部分的に行われて

いる。

(2)順道帳とは検地帳に類した土地台帳であり、所見は元文5(1740) 年の山田郡古高松村の「検地順

道帳」である。順道帳は、藩財政が行き詰まりの徴候を見せていた寛政11年5月に村ごとに作成が命

じられており、永引地（不輸租地）を整理の上貢租地に再編入することによって財政再建を図った

ものと思われ、これによって現在も高松藩領内に寛政12~文化12(1805) にかけてのものが多く残

っている。 （香川県史近世 II 154頁より抜粋）

「御法度被仰出留」

＜延享二子年寄 御法度被仰出留 岡村 ＞ 

ー、百姓共田地売買之節順道帳名替り之義売渡候度毎二、村政所二て順道帳二張紙二て名替り置候

ニ付、秋二至立毛改読合之節紛敷義共有之由相聞候間、当春之内郡々大政所方二て売買之実否ヲ

礼シ、右張紙之所江大政所致印形候様二可申渡候、尤当年計限り申義二而無御座候間、此已後毎

歳盆後早々七月中相改、右之通致印形置立毛改之節紛敷義無之様可被申渡候、右之外紛敷仕方可

有之哉其段ハ申渡置追而可被申聞候（『香川県史 9近世史料 I.I香川県編 四国新聞社 87頁）

(3) 聞き取り調査ならびに地籍図採訪の経過については、 『弘福寺領讃岐国山田郡田図比定地域発掘

調査概報m 』 52~54頁、または『讃岐国弘福寺領の調査～弘福寺領讃岐国山田郡田図調査報告書～』

380頁を参照。
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第 4節 ムラの空間構成の変容 (1)

：高松市川島 事

内田忠賢

1 問題の所在

地域社会は多種多様な地縁的組織で構成されている。まして村落社会（ムラ）であれば、それらの

組織が比較的強固に機能し、あるいは残存していることは言うまでもない。それら地縁的組織が空間

レベルに反映した結果のひとつが、一定の範囲を指す呼称（地名）である。また地域社会の構成員が

土地を分節的に認識した結果も、同様に一定の範囲を示す呼称（地名）として現れてくる。そしてム

ラの場合、土地との密着度が高いので、なおさらである。つまり、このようにムラでの地縁的糾織や

空間認識の様子は、地名とそれが指示する範囲やその分布に反映している。したがって、その組織や

認識のメルクマールにより、何種類もの分布（領域）図を描くことができる。逆に言えば、ムラ空間

の特徴の一端が、多種類の分布図（領域図）の重層関係から考察できる可能性がある。そこで本報告

では、特定のムラ空間をフィールドに、いくつかのメルクマールによる分布図を作成し、比較・検討

することを始めたい。それにより、この地区の村落の特徴を考えてみたい。その際、メルクマールに

なるべき事象が、どの時期をベースにしているかを考慮することで、複数の分布図を時間軸に沿って

並べ、ムラの空間構成の歴史的な変容過程• 重層関係をも考えることができるのである。

ところで本報告を含む報告書全体、また調査・研究プロジェクト全体は、高松平野中心部の「弘福

寺領讃岐国山田郡田図」比定地区周辺（以下「比定地区」と略）の歴史環境に関する総合調査である

(1) 。一方、本報告が対象とする地区は、 「比定地区」以外の場所（その東南隣に位置する）であるの

で、調査全体と本報告の関係を説明する必要がある。

まず、現在の「比定地区」付近のムラが、高松平野の伝統的なムラの姿をどれほど伝えているのか、

あるいは、どれほど変貌したかを知らなければならない。そのためには「比定地区」と比較するフィ

ールドを求めなければならない。 「比定地区」では都市化の影響が比較的大きく、景観的な市街地や

住民の混住化が著しいからである。そこで、 「比定地区」のムラを相対化するため、 「比定地区」の

近隣で、都市化の影響が比較的少ない地区を調査。研究する必要が生じる。本報告で「変化」 「重層」

がキーワードになるのも、そのためである。

次に高松平野の、さらには讃岐のムラ研究に結びつける必要がある。極端に言えば、 「比定地区」

は、古代以来の先進地域、高松平野のごく一部なのである。運良く、 「比定地区」の古地図だけが残

ったにすぎない。したがって、視点を高松平野、讃岐平野全体に広げることも必要だろう。このテー

マでプロジェクトのメインとなる古代まで直接、時代をつなぐことは困難かもしれない。しかし、少

なくとも近世のムラの特徴を把握して、古代のムラ研究に近付けねばならない。

また本報告は、意外に蓄積のない讃岐農村研究の欠を補う、ケーススタデイとなることを目標にし

ている。讃岐の農村研究に関して、民俗事例の収集があるものの、分析的な研究は非常に少ない。管

見の限りでは、経済史に関するものが若干あるほかは、空間レベルでの把握を試みた石原潤の論文を

挙げるにすぎない (2)。石原も指摘するように、近世文書を始めとする残存史料の少なさがネックにな

っている。むろん高松平野の農村についても同じ状況である。このような場合、現在、入手できる資

料を、様々な視点で検討しなければならない。

前述のように、本報告では高松平野の 1地区を事例に、時間軸をも射程に入れて、ムラの複数の空

間構成を提示し、さらに比較・検討することを目的としている。また、ムラの姿を過去へと遡る作業
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の手がかりを得たいと考えている。具体的には、まず4種類の分布（領域）図、すなわち小字、現在

の自治会、昭和20年の集落（と小地名）、現在の地神の祭祀単位（メンバ）の各分布図を作成。提示

する。次に、それらの資料から近世後期の「免」復原図を作成し、以上 5種類の分布図を資料として

提示する。そして、それらを時間軸に沿って並べ、比較し、分布（領域）の特徴を考え、ムラ空間把

握の手がかりとしたい。

2 分布（領域）図の作成 (1)

ここでは対象地区の空間領域を示す資料（分布図）を作成・提示する。主な対象は高松市川島校区

である。川島校区は、正確には高松市立川島小学校区であり、高松市役所山田支所が直接に管轄する

地区となっている。歴史的には大正11(1922)年～昭和28(1953)年の、ほぼ山田郡川島町の範囲で

ある。 （それに旧・池田村の一部が加わる）。川島校区をめぐる近世後期以降の行政区分の変遷は表

5に示した。藩政村の中心は坂元。高野・上田井の3村である。なお、ベースマップは高松市発行の1/

10,000都市計画図（最終的には、その縮小図）である。

表 5 対象地区の行政区分変遷

明治23(1890) 大正11(1922) 昭和28(1953) 昭和41(1966) 

（山田郡） 坂元村／坂ノ上村／ 川島町坂元 ／山田町大字坂元／（高松市）川島東町

高野村/ /,, / /,, 高野 / /,, 高野/ /,, 川島町

上田井村/ /,, / /,, 上田井 / /,, 上田井／ ヶ 由良町

池田村／池田村 ／ 西植田村の一部／ 山田町の一部/ /,, 池田町

a 小字の分布（第29図）

地名の比定などには、近世から現代まで続いた小字名とその分布がもっとも役に立つ。ここでは高

松市作成の最新の『小字分布図』 （平成元年）を、川島校区についてのみ再トレースした。この地図

の小字名は、結果的であるが近世後期の『東讃郡村免名録』 （以下、 『免名録』と略す）記載の地名

と重複するケースが多い。一般的な小字の成立過程から判断して、少なくとも近代までには定着した

ものと、大まかに考えられる。ちなみに讃岐の藩政村が大規模であるのは有名だが（全国的には大字

＝藩政村が一般的）、讃岐の小字も他地方の「大字」から「字」程度の広い範囲に対応している。

b 自治会の分布図（第30図）

高松市役所山田支所が把握する自治会資料より作成した。資料の時期は平成2(1990)年ころの状況

である。なお原資料には、新典の団地単位の自治会も記入されていたが、それは本報告の主旨から除

外してある。また自治会の性格は、地縁組織であるが、基本的に戸の集合（属人・属戸）である。自

治会の範囲は土地の区分（属地）ではないので、各自治会の境界は正確にに線引きできない。したが

って各自治会の範囲は、必ずしも隣接する必要がないが、第30図では便宜上、隣接するように線引き

した。

c 昭和20年の集落分布（第31-2図）

東原岩男（監修） 「川島郷土誌』記載の「昭和20年ごろの川島校区の散村・街村」 （図26-1)およ

び「終戦当時の集落名・小字名・ 戸数」 （表 6) を参考に、小字名（第29図）などと対照しながら、
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第31-1図昭和20年頃の
川島地区の散村・街村

（『川島郷土誌』 54叫）
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昭和20年頃の集落分布図を作成した I3)。 （現在の小字と終戦当時の小字を区別するため、後者を“小

字”と表現する）。当時の集落名 0 "小字名"はほぼ現在の小字名。地神の祭祠単位名。自治会名に

残っている。また、この時期の集落の分布は、大正11 (1922) 年の常会（自治会の前身）の分布と、

地名に限れば、ほぼ同じである I4) 。ちなみに坂元の郷集落の“小字”、南• 北「寿の町（じゅのまち）」

は、現在の小字の南• 北「寺の町（じのまち）」に対応する。

d メンバ（地神祭の維織）の分布図（第32図）

メンバ（免場）は、地元で部落・集落とも呼ばれる地域社会の単位（地縁的な社会集団）である。

その機能も現在では、地区の氏神・神社の祭祠関係のまとまり程度になっているが、かつては村落結

合の大部分が、この社会集団に負っていたと言われる。葬式組（同行）も小規模のメンバではメンバ

＝同行であり、大規模なメンバではメンバを分割した単位が同行であった。本報告では近世後期の免

や過去の免場と区別するため、現在の社会集団についてメンバと表現する。地神及び地神祭について

の説明は、註ならびに参考文献にゆずり、本文では省略する (5) 0 

さてメンバの分布図作成に際しては、松宇神社の宮司さんから聞き取った内容をもとにした。この

宮司さんは、川島校区の大部分の地神祭（杜日さん）に、祭司（オタイさん）として参加する。各メ

ンバは、地神祭をはじめとする松宇神社の氏子圏なのである。メンバの画定に際しては、各メンパで

の聞き取りで一部、再確認した。

ここで第30図について 2点確認したい。まず、メンバの線引きは大まかにならざるを得ないことで

ある。なぜなら、メンバの結合契機は地縁であるものの、自治会と同じく戸の集合である。そして、

さらに現在では新住民の多くがメンバに加入せず、大まかなメンバの範囲内にも、メンバの構成員以

外の住民が存在するからである。しかし第30図では、聞き取り内容に従い、メンバの境界は隣接する

ように表現した。次に、川島校区のメンバ全部を対象にしないことである。先に「川島校区の大部分」

と表現したのは、そのためである。あくまでも松宇神社の宮司がカバーする範囲、いわゆる氏子圏に

限定する。ここの氏子圏は、北東は川島校区以外の小村町（旧・小村）の一部まで含む。一方、校区

内の、北西の由良町（旧・上田井村）のほぼ全域と南西の池田町（旧• 池田村）の一部は氏子圏では

ない。現宮司さんのお話によれば、この氏子圏は、少なくとも 1世代前（彼の父親）が現役のころから

変化はない。

3 分布（領域）図の作成 (2) : 近世後期の免の復原

次に、讃岐の村落の空間領域を考える際に、かつての免の復原を行う必要がある。免は近世期の貢

租の単位地区であるといわれる。そして免の範囲の中心となった社会集団（集落あるいは戸の集合）

が免場であると考えられている。つまり免と免場はある程度、対応関係にあると思われる (6)。そして

近世後期の免場は、現在の村落のベースになったというのが定説である。したがって、この時期の免

を復原する必要がある。旧・高松藩領の、この地区の近冊後期の免場を考える場合、基本史料はやは

り『免名録』である。

山田郡の坂元・高野・上田井の 3村に関し『免名録』には次のように記されている。

坂元村 上所免 片 山上さこ出晴

宮西免 池内

山南免 打越坂瀬天神東原鳶ヶ尾

池下免 横田
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沖上免 横張柴垣

郷村免

郷免 横手

水入免 川島徳条）11西

下所免 大角

闊野村 岡田免 善光寺九ノ宮 岡赤池

上所免 前さこ 早神

中所免 流田

下所免 切戸溝川

上田井村 中所免 舛形南 原

下所免 大灘三十六 由良

川西免 JI I崖

備前町免備前町鎌倉禅門

山南免 切戸池内室田

『免名録』の記載形式の点で、山田郡は西の香川郡と違い、免乙の ''!~-, , 、~lj り9 i、- 望 そ-,,.J 、

地名を記している。したがって免の復原には、免名だけでなく小地名も復原！冗手がかりにな 7)O) l l 

校区の範囲の免も、これらと、前章で提示した 4分布図、特に小字名の分布回との対照作業を行 .:-j,, 

後でも述べるが、小地名に関しては、現在の自治会名、現在のメンベ名ば必ずしも参寄：こならな,,

合がある。また昭和20年の集落名. "小字”名資料は、集落の位置関係や地名を確認する際、参考に

なる。以下、旧村別に復原の作業プロセスを示していく。

a 坂元村

上所免では小字名として「上所」がないが、 3小地名がそのまま小字「片山」 「上i谷（かみさこ）

「出晴」として残っている。一方、自治会名・メンバ名では「上所l「片山Jが伝えられる。

宮西免• 池内は地名として残っていない。

山南免では「山南」が小字名。自治会名・メンバ名として残る。また2小迎名が小字「天神」 『壽ヶ

尾J (地図の左下、範囲外）に伝わる。

池下免では「池下」という地名は伝えられないものの、小地名「横田」か小字 I果横田J I中炒[-fl」

「西横田」として、また自治会名・メンバ名の「横田」として残る。いずれも i 〗)!，：：;j]じ範因で'jiぃ口ぃ

沖上免では「沖上」は伝えられないが、小地名「横張」が小字名・官治会名 メ バ乞として:玄戸

られ、小地名「柴垣」は小字名として残る。これらは、ほぼ同じ範囲を示している。

郷村免では小地名「宗友」が小字名「峯友」として伝えられる。一方、免名「郷村」に似た地名は

残っていない（「郷」とは、とりあえず別と考える）。

郷免では「郷」が小字名・自治会名・メンバ名に残り、それらの範囲は多少のズレがあるものの、

ほぽ同定できよう。なお小地名「横手」は伝わらない。

水入免では「水入」が残らないが、小地名「川島」 「川西」が小字名。自治会名，メンバ名に伝え

られ、小地名「徳条」も小字「徳條」として残る。

下所免では「下所」が小字「東下所」 「西下所」として残る。一方、小地名「大角」が小字「東大

角」 「西大角」、自治会名・メンバ名「大角」として伝えられる。これらは、ほぼ同じ範囲である。

以上の作業および、昭和20年の集落の位置関係。 “小字”を考慮に入れれば、坂元村の免場の範囲
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（近世後期）は第33図（右下）のように復原できる。

b 高野村

岡田免では免名。 4小地名ともに伝わらない。

上所免では小地名「前さこ」が小字「前浴」として残る。免名「上所」 。小地名「早神」は伝わら

ない。

中所免では小地名「流田」が小地名として残る。ただし免名は伝わらない。

下所免では小地名「切戸」が小地名として残る。 （後述するが、上田井村の小地名「切戸」と隣接

すると推定される）。

以上から高野村の免場の範囲（近世後期）は第33図（左中）のように復原できる。だが、この地区

では「上所」 「中所」 「下所」という讃岐の伝統的な地名呼称が、近世に遡る可能性のある小字名に

残っていない。自治会名は「高野上」 「高野中」 「高野下」であり、メンバ名は「高野南」 「高野中」

「高野下」である。昭和20年の集落名もこのメンバ名と同じである。

c 上田井村

中所免では小地名「南原」のみ小字地名として残る。

下所免では、免名は伝わらないが、小地名「大灘」 「三十六」が小字名として残る。ただ小字名

「由良」は春日川対岸の小字「由良山」 ・自治会「由良」と比定した場合、 「大灘」 「三十六」と

「由良」は次に示す川西免を挟んで離れることになる。 「由良」は下所免の飛び地と考えても良いが、

小地名「由良」の位置については保留としたい。

川西免では免名「川西」が小字名に残り、小地名「川窪」も小字「川久保」として伝えられる。し

たがって春日川西岸の南北に長い地区と比定される。また昭和20年には“小字” 「川久保」 「川西」

が「川久保」集落を構成していた。

備前町免では、免名・小地名「備前町」が小地名として伝えられ、 “小字”名でもある。同じ昭和

20年の集落「山北」は、 “小字” 「備前町」 「山西（一部）」で構成されたことも参考になる。他の

小地名「鎌倉」 「禅門」は残らない。

山南免では免名「山南」と小地名「切戸」が字名で残る。ただし「切戸」は高野村の下所免に含ま

れる小地名とも共通するが、位置的に隣接するので問題はなかろう。小地名「溝川」は残っていない。

以上から上田井村の免場の範囲（近世後期）は、第33図（左上）のように復原できる。

4 分布（領域）図の比較

作成・ 提示した 5種類の分布図を、近世から現代まで時間軸に沿って並べてみよう。近世の状況を

伝えるのが、第33図「近世後期の免」と第29図「小字」である。 「小字」のほうは起源としては「免」

より古いだろう。条里制を伝える「市ノ坪」がその代表例である。そして「小字」は、明治の地籍図

作成に際して、網羅的に記録され現代に伝えられたので、近代以前の産物と考えて良い。ただし、第

33図と第29図の前後関係は、判断できない。次に、第32図「メンバ」である。聞き取りの限りでは、

現在のメンバは、少なくとも戦前のそれを、踏襲している。そして第31-2図「昭和20年頃の集落」、

第30図「現在の自治会」という順になる。これら 5図はいずれも住民の空間認識（分節）の反映であ

るが、地縁的な社会集団に対応した領域という点に限れば、第29医が除外される。これで第33図と第

29図の前後関係は問題にならなくなる。残り 4図を古い順に並べると、①図28(近世後期）→②図27

（近代）→③図26-2(現代初期＝昭和20年頃）→④図25(現代）となる。つまり本報告の分布図は、
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ページを戻るにつれ近世から現代へと時間を遡るように並べてある。これら 4枚の分布図はそれぞれ

のメルクマールが多少、異質かもしれないが、その時期ごとに、最も重要な地縁的結合を表現するも

のと考えれば、それらの比較はあながち無意味ではなかろう。ここでは、まず各領域単位の変化に注

目してみたい。つまり、ほぼ同じ地点が、どのような地名で呼称され、どれほどの範囲をその領域と

しているかに着目するのである。さて、 4枚の図に示される各領域は、大まかに次の 4パターンで変

化していることがわかる。

①ほぼ同じ領域を維持している (Aタイプ）

たとえば川島東町の大角地区が典型だろう。第33図（免）の各領域の広がりはやや不正確ではある

ものの、近世後期に免として存在した領域は、多くの場合、ほぼ同じような広さで維持されている。

大角地区のように同じ呼称（地名）で維持するケース (A1) や、呼称が変わるケース (A2)があ

る。後者は、川島東町の沖上→横張（東）、池下→横田、由良町の南原→横張西、備前町→山北、な

どがこれにあたる。いずれにせよ Aタイプが多いのは事実である。

②ほぽ同じ範囲が細分化し、単位となる領域が狭くなる (Bタイプ）

例えば春日川沿いの小字「川島」から南の地区は、坂元村水入免→川島町川島／畑／川西→川島東

町川島下／川島中／川島西／川島上／畑ノ下／畑ノ上／川西、と細分化している。南北の春日川沿い

の主要道と、東西の南海道（現・三木国分寺線）の交差するこの付近は近世以来、交通の要である。

そのため、川島校区で最も人口が集中する地区となっている。この地区の地縁的な社会集団は、その

規模を標準化するために分割されたものと考えられる。由良町の川西（川久保）が川久保 1・2の自

治会に分離したのも、同様の原則による最新の事例である。

③領域が移動する (Cタイプ）

例外的な現象のように思われる。坂元村上所免は第33図のような東北から南西方向に細長い領域で

あった。しかし近代になると、上所地区は、かつての郷村免の領域を取り込む。一方、上所免南部の

片山地区は領域としては独立した。この結果、上所地区は北へ移動したことになる。この原因は不明

である。

④新しい領域が成立するタイプ (Dタイプ）

川島東町の横内地区や南の丘陵部がこれに該当するかもしれない。しかし平野部では数少ないケー

スと考えられる。なぜなら、地区の平野部は、少なくとも近世前期には開発が終了し、散村形態の集

落が成立している。新しい領域が登場する余地は、平野部にはほとんどあるまい。たとえば川島東町

の高野中地区は一見、新しく成立した領域に思われる。高野村はかつて「上所・中所・下所」の 3免

で構成されていた。近代以降も「高野下• 高野中• 高野南」の3地区で構成される。これらを領域の位

置関係で推測すれば、下所免が高野下地区に、中所・上所の2免が合併して高野上地区に成長したと考

えられる。したがって高野中地区は近代に新しく成立した可能性はある。しかし、近世後期の岡田免

の所在が不明であるので、岡田免が高野中地区になったことも否定できない。いずれにせよ、 Dタイ

プは、平野部では数多くはない。

以上、各領域の変化にはこのA~D のタイプが考えられるが、平野部ではA タイプが一般的であろ

う。周知のように、高松平野の開発、集落成立は非常に古く、しかも近世以降は散村の集落形態であ

った。したがって地縁的な社会集団は、時代をとおして散在居住していたと推測される。この各集団

の規模、つまり集落ごとの人ロ・戸数は変化したにせよ、各集団・集落単位は常に存在・維持されて

いたと思われる。そのため Aタイプが一般的となったのだろう。一例として最近の数字をあげれば、
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たとえば川島東町の大角地区は、終戦当時の戸数が22戸で、平成6(1994)年には55戸と倍以上になっ

ているが、自治会の分立は予定されていない。

この 4種類の分布園を比較，検討すると、さらにムラの空間構成に関する特徴が分析できるが、今

後の課題としておきたい。また、よりミクロなレベルでの検討は、調査を一音〖行っているものの、次

の機会を期したい (7)。

（謝辞）本報告に関する調査では、東原茂則さん（松宇神社宮司）、高松市役所山田支所、および

川島地区住民の方々にお世話になりました。お礼申し上げます。

註

(1)第1期の調査報告は、次にまとめられている。

高松市教育委員会編『諧岐国弘福寺領の調査』同、 1992年

(2)石原潤「集落形態と村落共同体：特に讃岐の事例を中心に」人文地理17-1 1965年

(3)川島郷土誌絹集委員会編『川島郷土誌』川島校区地域おこし事業推進委員会 1995年（以下、

『郷土誌』と略）。 なお、図26-1、表6は544・545頁。

(4) 『郷土誌」 280頁

(5) 中原耕夫「讃岐の地神祭」瀬戸内海歴史民俗資料館年報4 1979年また拙稿「太田地区周辺の民俗

調査：ムラの伝統的空間構成を中心に」前掲註(1)所収。なお、 1995年3月18日に松宇神社の宮司さ

んが、地神祭で各メンバを回ったコースは、次のとおり。山南→上所→横内→大角→北下所→大荒

→横張→郷→高野下→高野中→高野南→畑→川西→片山。このコースは先代の宮司のころも同じだ

ったという。

(6)石原潤は免場と免は整合しないこと｀を強調するが、説得力に欠けるように思われる。前掲註(2)

52・53頁

(7) 「小字」よりもミクロなレベルの空間認識は、たとえば水田一筆ごとの民俗地名などに現れる。

以前、太田地区周辺で、この問題意識から聞き取り調査をしたときは、水路名に民俗地名が残って

いたものの、水田・畑については収集できなかった。今回、川島校区の調査で、たとえば川島東町

の免場「片山」において、 「ミカンジ」 「マエバ」 「ウラタンボ」 「イッポンマツ」などの民俗地

名を収集することができた。
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•
山
田
等
舟
―
―
一
寺
一
、
設
レ
斎
焉
、

三
月
十
日

弘
福
寺
等
四
大
寺
に
金
光
明
経
を
読
誦
さ
せ
る
。

辛
未
、
詔
於
四
大
寺
一
、
読
天
般
若
経
、
度
二
百
人
口

七
月
十
三
日

七

0
七
年
（
慶
雲
四
年
）

文
武
天
皇
崩
御
□
麟
B
に
依
り
、
初
七
日
忌
よ
り
七
七
日
忌
ま
で
斎
を
弘
福
寺
等
四
大
寺
に
設
け
る
。

（

十

六

日

）

（

従

五

位

下

脱

）

壬
午
、
以
』
二
品
志
紀
親
王
・
正
四
位
下
犬
上
王
・
正
四
位
上
小
野
朝
臣
毛
野
・
従
五
位
上
佐
伯
宿
禰
百
足
・
黄
文
連

七

0
九
年
（
和
銅
二
年
）

十
月
二
十
五
日

太
政
官
、
弘
福
寺
領
の
讃
岐
国
山
田
郡
田
二
十
町
ほ
か
水
陸
田
を
定
め
る
。

〔
続
日
本
紀
〕
這
戸
三
年
三
月

弘
福
寺
等
四
大
寺
に
お
い
て
大
般
若
経
を
読
誦
し
、

〔
続
日
本
紀
〕
這
戸
三
年
二
月

丁
卯
、
奉
―
―
—
為
太
上
天
皇
＼
設
斎
子
大
安
°
薬
師
。
元
興
。
弘
福
四
寺
＼

二
月
十
一
日

I
C
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故
持
統
太
上
天
皇
の
七
七
忌
に
当
り
、
斎
を
弘
福
寺
等
一
二
十
三
か
寺
に
設
け
る
。

一
百
人
を
度
す
。

一
依
遺
詔
行
之
、
自
初
七
云
土
七
々
＼
於
四
大
寺
設
レ
斎
焉
、



正
五
位
下
民
部
大
輔
佐
伯
宿
禰
石
湯

正
四
位
下
守
中
納
言
兼
行
神
祇
伯
中
臣
朝
臣
臣
萬
呂

従
三
位
行
中
納
言
兼
行
中
務
卿
勲
三
等
小
野
朝
臣
毛
野

多
藝
郡
田
捌
町

美
濃
国
味
蜂
間
郡
田
壱
拾
弐
町

仲
嶋
郡
田
壱
拾
町
輝
段
弐
伯
捌
拾
壱
歩

尾
張
国
が
波
郡
田
壱
拾
町

若
江
郡
田
壱
拾
弐
町
陸
段

河
内
国
壱
伯
韓
拾
歩

陸
田
壱
拾
壱
町
玖
段
壱
伯
弐
歩

内
郡
二
見
村
陸
田
陸
段

葛
木
下
郡
成
相
村
田
壱
町
戴
段
漆
拾
弐
歩

高
市
郡
寺
辺
田
参
町
参
段
参
拾
玖
歩

陸
田
騨
拾
玖
町
漆
段
参
歩

広
瀬
郡
大
豆
村
田
弐
拾
町
玖
段
賦
拾
壱
歩

大
倭
国
山
辺
郡
石
上
村
田
弐
拾
捌
町
騨
段
壱
伯
騨
拾
陸
歩

久
勢
郡
田
登
拾
町
弐
伯
参
拾
捌
歩

陸
田
参
拾
漆
町
壱
段
弐
伯
陸
拾
壱
歩

山
背
国

依
智
郡
田
壱
拾
壱
町
壱
段
参
拾
陸
歩

近
江
国
伊
香
郡
田
壱
拾
町
弐
段
弐
伯
弐
拾
捌
歩

山
田
郡
田
弐
拾
町

讃
岐
国

和
銅
二
年
歳
次
己
酉
十
月
廿
五
日
正
七
位
下
守
民
部
大
録
兼
行
陰
陽
暦
博
士
山
口
伊
美
吉
田
主

従
三
位
行
中
納
言
阿
部
朝
臣
宿
奈
麻
呂

正
五
位
下
守
左
中
弁
阿
部
朝
臣
使

従
五
位
下
守
左
少
弁
賀
毛
朝
臣
使

従
五
位
上
行
治
部
少
輔
采
女
朝
臣
比
良
夫

0
『
東
寺
古
文
零
緊
』

t

)

ヽ

-
i
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「
朱
印
三
十
余
捺
タ
ル
ア
ト
ミ
ュ
レ
ト
モ
、
印
文
ハ
イ
サ
、
カ
モ
見
エ
ス
、

其
印
ノ
寸
法
カ
ネ
サ
シ
尺
ニ
テ
凡
弐
寸
ト
ミ
ュ
」
と
あ
り
。
影
写
本
に
よ
る
に
、
縦
二
八
•
七
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
五
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
『
東
寺
古
文
書
写
」
に
、
天
界
三
、
地
界
一
及
び

田
壼
伯
伍
拾
捌
町
鱈
段
壱
伯
戴
拾
壺
歩

正
八
位
下
守
大
録
船
連
大
魚

従
六
位
下
守
大
史
佐
伯
直
小
龍

正
八
位
上
守
少
史
勲
十
等
佐
伯
造
足
嶋



〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

是
年
太
政
官
の
定
に
よ
り
大
倭
国
高
市
郡
寺
廻
田
畠
図
を
製
す
。

同
寺
所
領
伊
香
郡
伊
香
庄
田
事

（
天
智
）

右
、
件
領
田
等
、
叩
中
依
智
•
伊
香
両
庄
、
大
宝
以
前
、
本
願
佐
佐
名
実

寺
家
焼
亡
之
剋
、
消
失
畢
、
初
所
司
等
、
注
二
事
由
ー
、
謹
言
上
、

七
＿
二
年
（
和
銅
五
年
）

略畠 0
中
略
、
全
文
は
延
久
二
年

三
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

略畠

延
久
二
年
三
月
十
一
日
犀
直
鱈
悶
立
。

注
進
近
江
国
愛
智
郡
平
流
庄
所
領
田
事

弘
福
寺

已
上
参
拾
壼
町
玖
段
玖
拾
歩

又
拾
壱
枚

已
上
拾
町
弐
段
弐
伯
参
拾
陸
歩

已
上
拾
壱
町
罪
段
弐
伯
玖
拾
捌
歩

〔
東
寺
文
書
〕
訊
知
王
所
蔵

略畠
「合」、

水
陸
田
目
録
一
巻
瓢
釘
和
銅
二
年

縦
界
を
写
す
。

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

又
拾
壱
枚

|
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〇
弘
福
寺
三
綱
の
署
判
及
び
僧
綱
使
の
署
判
略
す
。

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
全
文
は
延
暦
十
一
孟
一
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

天
皇
御
施
入
也
、
其
本
公
験
等
、



弘
福
寺

〔
東
寺
文
書
〕
訊
干
寺
所
蔵

略畠
0
中

略

略犀
是
年

七

＿

五

年

（

霊

亀

元

年

）

癸
亥
、
設
斎
於
弘
福
・
法
隆
二
寺
一
、
詔
、
遣
レ
使
奉
上
瞥
吊
子
諸
社
＼
祈
雨
子
名
山
大
川
＼
於
レ
是
、
未
レ
経
ー
数

且
‘
測
璽
葛
3

、
時
人
以
為
、
聖
徳
感
通
阿
致
焉
、
因
賜
―
―
百
官
人
緑
、
各
有
レ
差
、

七

三

＿

年

（

天

平

三

年

）

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

大
修
多
羅
供
田
券
文
一
巻
＋
枚

「合」

六
枚
近
江
国
、
二
枚
踏
国
印
自
天
平
―
―
一
年
一
迄
―
―
宝
字
二
年
＼

四
月
三
日

〔
続
日
本
紀
〕
□
9
元
年
六
月

六
月
十
三
日
弘
福
寺
等
二
か
寺
に
斎
を
設
け
る
。

叫

「合」一
枚
和
銅
五
年
官
定

（
大
和
国
高
市
郡
）

「合」

、
、
同
郡
寺
廻
田
畠
白
図
―
一
枚
図
、

、
一
枚
延
暦
十
年
郡
案
写

0
中

略

ー
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〇
弘
福
寺
三
網
の
署
判
及
び
僧
綱
使
の
署
判
略
す
。

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
全
文
は
延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

近
江
国
の
弘
福
寺
大
修
多
羅
供
田
の
こ
と
あ
り
。

又
拾
壱
枚〇

弘
福
寺
三
網
の
署
判
及
び
僧
綱
使
の
署
判
略
す
。

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
全
文
は
延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

水
主
内
親
王
鱈
鱈
汀
天
、
弘
福
寺
に
大
倭
国
広
瀬
郡
の
水
陸
田
井
び
に
庄
家
瓦
山
等
を
施
入
す
る
と
伝
え
る
。

牒
上
僧
綱
所
務
所



略畠
「合」

、
同
田
施
入
書
一
枚
天
平
六
年

「合」常
修
多
羅
衆
田
籍
一
巻
瓢
町
印
宝
亀
四
年

略畠 〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
戴
巻

〇
弘
福
寺
三
網
の
諸
判
及
び
僧
網
使
の
署
判
略
す
。

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
全
文
は
延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

是
年
常
修
多
羅
衆
田
を
弘
福
寺
に
施
入
す
る
。

七
三
四
年
（
天
平
六
年
）

0
天
平
二
十
年
二
月
十
一
日
弘
福
寺
牒
は
検
討
を
要
す
る
。

〇
僧
綱
の

判略す。

料
、
勘
録
言
上
、
如
レ
前
、
今
具
レ
状
、
謹
牒
上
、

牒
、
依
去
天
平
十
八
年
十
月
十
四
日
僧
綱
所
牒
旨
ー
、
縁
起
資
財
等
、
子
細
勘
録
、
牒
ー
ー
上
同
十
九
年
二
月
十
一
日
一
畢
‘

而
被
同
年
八
月
―
―
一
日
重
一
牒
俯
、
田
畠
条
里
、
可
喜
竺
戸
者
、
今
淡
海
大
津
宮
御
宇

（
大
倭
國
）

天
皇
水
主
内
親
王
、
以
―
―
去
天
平
六
年
歳
次
甲
戌
四
月
三
日
一
、
買
納
賜
広
渦
郡
水
陸
田
井
庄
家
瓦
山
等
是
也
、
因
二
彼
郡

合

天
平
弐
拾
年
歳
次
戊
子
二
月
十
一
日
都
維
那
僧
良
肇

又
拾
登
枚

0
中
略
、
全
文
は
天
平
二
十
年

二
月
十
一
日
の
条
に
敗
め
る
。

水
田
参
拾
伍
町
弐
段
玖
拾
参
歩

ー
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寺
主
僧
神
照

注
言
上
大
倭
国
広
渦
郡
庄
家
田
口
瓦
山
等
事

上
座
僧
林
蔵



路
里
十
七
口
利
田
一
―
段
七
十
二
歩
、
上
中
、
北
、
十
九
曰
佐
田
一
段
二
百
十
六
歩
、
上
中
、

〔
漆
〕
（
歩
）

定
田
伍
町
捌
段
弐
伯
陸
拾
□
口

荒
廃
田
罪
町
壱
段
参
伯
参
拾
壱
歩

合
田
壱
拾
町
弐
伯
参
拾
捌
歩
麟
□
唸

（弘）□
福
寺
川
原
寺

（
天
平
）
〔
十
〕

D
口
四
年
歳
次
壬
午

〔
東
寺
文
書
〕
砂
↑
寺
所
蔵

三
網
に
送
る
。

四
月
二
十
二
日

〇
弘
福
寺
三
綱
の
署
判
及
び
僧
網
使
の
署
判
略
す
。

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
全
文
は
延
暦
十
一
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

七
四
三
年
（
天
平
十
五
年
）

畿
内
班
田
使
、
天
平
十
四
年
班
田
に
依
り
、
山
背
国
久
世
郡
弘
福
寺
田
籍
を
作
る
。
尋
で
、
弘
福
寺

略扇
「合」

、
、
讃
岐
国
田
白
図

略篇 霜゚ 十
二
月
二

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

上
座

（
知
事
）ロロ

三

綱

都

唯

那

七
三
五
年
（
天
平
七
年
）弘

福
寺
、
讃
岐
国
山
田
郡
所
領
の
田
図
を
定
め
る
。

天
平
七
年
歳
次
乙
亥
十
二
月
廿
五
日
田
図
定
縁
勝

五
日

又
拾
壱
枚

副
郡
司
牒
二
枚

〔
弘
福
寺
領
讃
岐
国
山
田
郡
田
図
〕
鯰
門
闘
麟
闘

ー
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国
司

(
―
一
歩
）
〔
下
〕

廿
九
歩
直
こ
鱈
定
七
十
□
口
□
下
、
南
、
家
田
里
廿
四
御
璽
二
百
廿
四

歩
、
上
下
、
廿
五
家
田
八
段
冊
四
歩
、
上
中
、
廿
六
家
田
一
段
七
十
二
歩
、
上

中
、
東
北
角
、
州
―
―
一
家
田
二
百
五
十
九
歩
、
上
上
、
東
北
角
、
舟
四
川
原
田

五
段
百
舟
六
歩
、
上
上
、
舟
五
川
原
寺
田
八
段
、
上
中
、
舟
六
川
原
寺
田

八
段
百
八
歩
‘
戸
1
定
□
口
ロ
一
歩
、
上
中
、
難
田
里
一
酔
田
三
段
百
廿

下
下
、
東
南
角
、

四
御
田
一
段
七
十
三
歩
、

東
、
列
栗
郷
戸
主
―
一
広
庭
田
同
郷
戸
主
並
栗
臣
族
手
巻
田
、
同
郷
一
p

主
山
背
忌
寸
心
記
□

5
輝
p
主
日
下
部
連
広
足
田
、
同
郷
戸
主
並
栗
臣
族

東
南
角
、

君
田
、
南
西
、
同
郷
戸
主
六
人
部
連
小
坂
田
、
薬
師
寺
田
圃
、
同
郷
戸
主
並
栗
臣
族
嶋
足
田
、
同

郷
戸
主
並
栗
臣
族
手
巻
田
、
同
郷
戸
主
並
栗
臣
豊
前
田
、
北
1

圃
一
乗
田
、
同
郷
一
戸
主
並
栗
臣
族
手
巻
田

（
自
署
、
下
同
じ
）

天
平
十
五
年
四
月
廿
二
日
主
典
正
八
位
上
行
主
計
大
属
海
首
「
揖
賀
」

長
官
従
四
位
下
守
右
大
弁
勲
十
二
等
紀
朝
臣
「
飯
口
」
判
官
正
六
位
上
神
祇
少
副
兼
行
式
部
大
丞
中
臣
朝
臣
「
清
万
呂
」

〇
紙
継
目
に
「
山
背
国
久
世
郡
天
平
十
四
年
寺
田
籍

主
典
正
八
位
上
海
首
伊
布
賀
」
の
裏
書
あ
り
。

七
歩
、

荒
二
段
百

廿
七
歩
、

定
一
段
、
下
下
、
南
、
三
酔
一
段
冊
八
歩
田
‘
鰭
圃
ぶ
疋
一
段
、

三
百
十
七
歩
‘
還
戸
‘
定
一
段
二
百
十
六
歩
、

主
典
従
八
位
下
秦
公
病

准
判
官
従
七
位
下
許
曾
部
朝
臣
「
難
波
麻
呂
」

判
官
正
六
位
上
行
中
務
大
丞
勲
十
二
等
石
川
朝
臣
「
名
人
」

荒
百
冊

五
歩
、

|
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下
下
、
南
、
六
酔
田
一
段

東
、
廿
川
原
寺
田
九
段
二
百
皿
―
―
歩
、
旦
悶
闘
‘
定
二
百
八
十
八
歩
、
上
中
、
廿
一
川

原
寺
田
四
段
、
流
、
廿
七
井
門
田
九
十
五
歩
、
上
上
、
西
北
角
、
廿
九
川
原
寺
田
一
町

悶
嗜
定
二
百
十
六
歩
、
ロ
ロ
、

Oj川
原
寺
田
五
段
百
冊
歩
、

四
段
二
百
十
六
歩
、
上
中
、
舟
一
川
原
―
町
、
謬
定
九
段
、
上
中
、
舟
二
川
原
寺

田
九
段
二
百
八
十
八
歩
、

mt
麟
噂
定
一
段
百
冊
四
歩
、
上
中
、
世
―
一
酔
田
四
段

（定
ltt四
歩
上
）

百
六
十
七
歩
‘
旦
譴
噂
―
―
中
、
舟
四
門
田
一
段
二
百
十
六
歩
、
直
二
〖
‘

定
二
百
歩
、
上
中
、
西
、
絞
屋
里
四
門
田
百
冊
四
歩
、
下
上
、
南
、

五
酔
田
一
段

定
二
百
八
十
八
歩
、
下
下
、

荒
二
百
八
定

十
四
歩
、



行
間
補
甕

「
、
寺
縁
起
財
帳
一
巻
天
平
十
九
年
」

略畠
是
年 略犀 、

、
山
背
国
田
畠
白
図
一
枚

「合」 略畠 （
山
背
国
久
世
郡
田
巻
文
こ

〇
弘
福
寺
三
綱
の
署
判
及
び
僧
綱
使
の
署
判
略
す
。

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
全
文
は
延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

0
神
照
、
弘
福
寺
寺
王
た
る
こ
と
天
平
―
一
十
年
二
月
十
一
日
弘
福
寺
三
綱
牒
に
、
恵
興
、
弘
福
寺
都
維
那
た
る

こ
と
天
平
勝
宝
三
年
七
月
二
十
七
日
甲
賀
郡
司
解
に
見
え
る
。
よ
っ
て
、
弘
福
寺
三
綱
が
上
座
神
照
、
知
事
縁
善
、

都
維
那
恵
興
で
あ
っ
た
の
は
天
平
二
十
年
よ
り
天
平
勝
宝
三
年
に
至
る
時
期
と
そ
の
前
後
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
書
は
、
天
平
勝
宝
元
年
班
田
に
際
し
て
、
山
背
国
よ
り
弘
福
寺
に
送
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

七
四
七
年
（
天
平
十
九
年
）

弘
福
寺
、
弘
福
寺
縁
起
井
資
財
帳
を
撰
す
。

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
戴
巻

又
拾
壱
枚

〇
弘
福
寺
三
網
の
署
判
及
び
僧
網
使
の
署
判
略
す
。

延
暦
十
一
二
年
五
月
十
一
日
全
文
は
延
暦
十
一
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

叫
正
五
位
下
守
左
衛
士
督
兼
行
守
勲
十
二
等
佐
伯
宿
禰
「
浄
萬
呂
」
従
六
位
下
行
橡
紀
朝
臣
「
伊
富
」

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

上
座
神
照
師

別
箪
）「

三
綱
知
事
縁
善
師

又
拾
壱
枚

〔
巻
〕
（
二
）
〔
枚
〕
（
天
平
）
〔
十
五
〕
（
年
）

□
DDDD
□

D
ロロロ

（
踏
国
印
）

都
維
那
恵
興
師
等
時
受
取
、
」

正
六
位
上
行
介
勲
十
二
等
葛
井
連
「
諸
口
」

|
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0
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従
七
位
下
行
目
釧
直
「
諸
人
」



合

四
坊
二
段
二
百
冊
歩

三
坊
七
段
二
百
十
歩

二
坊
六
段
七
十
二
歩

廿
一
条
五
里
一
坊
五
段
百
六
十
四
歩

七
坊
六
段
二
百
冊
歩

廿
条
五
里
六
坊
三
段
百
冊
歩

弘
福
寺

牒
、
依
去
天
平
十
八
年
十
月
十
四
日
僧
綱
所
牒
旨
ー
、
縁
起
資
財
等
、
子
細
勘
録
、
牒
ニ
ー
上
同
十
九
年
二
月
十
一
日
一
畢
‘

而
薦
同
年
八
月
三
日
重
牒
個
、
田
畠
条
里
、
可
喜
竺
言
者
、
虹
中
囚
彼
郡
料
＼
勘
録
言
上
、
如
前
、
今
具
レ
状
、
謹
牒
上
、

〇
僧
綱
の
判
略
す
。
全
文
は
天
平
二

十
年
二
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

七
四
八
年
（
天
平
二
十
年
）

二
月
十
一
日

〔
東
寺
文
書
〕

略畠

広
瀬
郡
田
・
庄
家
・
瓦
山
等
の
こ
と
を
勘
録
し
て
僧
綱
に
言
上
す
る
と
伝
え
る
。

牒
上
僧
綱
所
務
所

注
言
上
大
倭
国
広
渦
郡
庄
家
田
口
瓦
山
等
事

水
田
参
拾
伍
町
弐
段
玖
拾
参
歩

十
八
坊
五
段
二
百
冊
歩

十
九
坊
五
段
百
廿
歩

礼
三

0
東
寺
所
蔵

弘
福
寺

注
言
上
大
倭
国
広
渦
郡
庄
家
田
口
瓦
山
等
事

弘
福
寺
牒
上
僧
綱
所
務
所

〔
東
寺
文
書
〕
訊
戸
寺
所
蔵

|
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天
平
弐
拾
年
歳
次
戊
子
二
月
十
一
日
叩
鱈
悶
戸
疇



〇
紙

継
目

廿
六
坊
八
段
百
八
十
歩

廿
四
坊
六
段
六
十
七
歩

廿
坊
―
町

十
六
坊
―
町

七
坊
五
段
百
廿
歩

十
一
坊
―
町

十
二
坊
―
町

十
三
坊
―
町

十
四
坊
―
町

十
五
坊
―
町

十
七
坊
―
町

十
八
坊
四
段
二
百
八
十
歩

十
九
坊
四
段
百
州
歩

廿
一
坊
―
町

廿
二
坊
―
町

廿
三
坊
―
町

肝
一
坊
―
町

舟
二
坊
―
町

十
坊
―
町

九
坊
―
町

八
坊
―
町

六
坊
―
一
段
百
舟
歩

五
坊
五
段

ー
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屋
弐
口

板
倉
壱
口
竺
賛
訊

板
倉
壱
口
竺
彗
RR五
寸

板
倉
壱
口
門
彗
冦

板
倉
壱
口
門
彗
麟

甲
倉
壱
口
竺
彗
訊

立
物

庄
家
壱
処
鱈
罪

墾
陸
田
壱
町

廿
二
条
五
里
十
三
坊

墾
田
参
段
壱
伯
玖
拾
陸
歩

〇
紙

継
目

廿
二
条
五
里
十
一
坊
内

十
一
坊
六
段
百
六
十
四
歩

舟
六
坊
―
町

十
七
坊
―
町

十
八
坊
―
町

廿
―
一
条
四
里
州
五
坊
―
町

五
里
一
坊
―
町

二
坊
―
町

三
坊
―
町

十
二
坊
―
町

六
坊
―
町

六
里
五
坊
―
町

舟
三
坊
六
段
百
十
六
歩

|
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大
僧
都
法
師
行
信

―
一
天
朝
宝
詐
突
、

ー
大
地
嶽
滅
子
孫
、
若
為
勤
修
者
、
挙
福
命
官

二
国
主
井
本
施
主
内
親
王
御
誓
一
、
有
破
犯
輩
＼
堕

遠
伝
後
代
＼
伏
乞
、
護
法
四
天
大
王
衆
、
如

〇
紙

継
目

牒
上
、

天
平
廿
年
六
月
十
七
日
佐
官
業
了
僧
願
清

瓦
山
壱
処

在
瓦
寵
参

D

東
従
二
御
立
路
云
主
坂
合
部
岡
一

西
従
―
―
佐
富
田
云
主
船
椅
路
社
一

佐
官
兼
薬
師
寺
主
師
位
僧
勝
福

南
従
坂
合
部
岡
云
土
佐
富
田
一

牒
、
依
二
去
天
平
十
八
年
十
月
十
四
日
僧
綱
所
牒
旨
＼

縁
起
資
財
等
、
子
細
勘
録
、
牒
ニ
ー
上
同
十
九
年
二
月

十
一
日
一
畢
、
而
被
伺
年
八
月
一
二
日
重
牒
個
、
田
畠
条
里

四
月
―
―
一
日
＼
買
納
賜
廣
渦
郡
水
陸
田
井
庄
家
瓦

山
等
是
也
、
囚
彼
郡
料
＼
勘
録
言
上
、
如
レ
前
、
今
具
レ
状
、
謹

天
平
弐
拾
年
歳
次
戊
子
二
月
十
一
日
都
維
那
僧
良
肇

僧
網
、
依
―
―
三
綱
牒
一
、
検
一
ー
知
件
田
地
等
五
叱
、
初
為
二
恒
式
一
、

位

、

會

栄

後

孫

、

謹

紹

隆

佛

法

、

将

レ

護

天
皇
水
主
内
親
王
、
以
去
天
平
六
年
歳
次
甲
戌

翌
注
言
者
、
今
淡
海
大
津
宮
御
宇

在
同
郡
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寺
主
僧
神
照

上
座
僧
林
蔵

北
従
船
椅
路
云
主
成
相
木
本



〔
東
寺
百
合
文
書
〕
〗
鰐
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵

0
中
略
、
全
文
は
承
暦
元
年

十
一
月
三
日
の
条
に
収
め
る

佐
官
兼
薬
師
寺
主
師
位
僧
永
俊
゜＼

 

佐
官
兼
。
福
興
寺
．

0

．
師
位
僧
‘
。
勝
福

天
平
廿
年
六
月
十
七
日
佐
官
業
了
僧
願
清

|
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寺
主
僧
神
照

僧

上
座
。
林
蔵

次

天
平
弐
拾
年
歳
。
戊
子
二
月
十
一
日
都
維
那
僧
良
肇

上
、
如
滑
‘
今
具
レ
状
、
謹
牒
上
、

（「和人

十
二
月
廿
二
日

東
寺
末
寺
弘
福
寺
広
瀬
庄
在
大
和
国
本
縁
事

臨
照

恵
徹

一
、
本
券
井
寺
牒
等
云
、
牒
、
依
二
去
天
平
十
八
年
十
月
僧
綱
所
牒
旨
＼
縁
起
資
財
等
、
子
細
勘
録
、
牒
ニ
ー
上
同
十
九

年
二
月
十
一
日
一
畢
、
而
披
伺
年
八
月
三
日
重
牒
征
~
、
田
畠
条
里
、
可
喜
些
―
―
戸
者
、
今
淡
海
大
津
宮
御
宇

天
皇
水
主

内
親
王
、
去
天
平
六
年
歳
次
甲
戌
四
月
三
日
、
買
納
賜
広
渦
郡
水
陸
田
井
庄
家
瓦
山
等
是
也
、
因
二
彼
郡
料
＼
勘
録
言

一
、
僧
綱
、
依
―
―
三
綱
牒
一
、
検
ニ
ー
知
件
田
地
等
一
屹
、
初
為
―
―
恒
式
＼
逮
＝
―
_
伝
後
代
＼
伏
乞
、
護
法
四
天
大
王
衆
、

如
国
主
井
本
施
王
内
親
王
御
誓
、
有
破
犯
輩
、
堕
天
地
獄
、
滅
子
孫
、
若
為
勤
修
一
者
、
挙
福
命
官
位
一
、

令
芦
主
後
孫
、
謹
紹
―
ー
隆
仏
法
一
、
将
レ
護
一

大
僧
都
法
師
行
信

天
朝
宝
祈
至
ベ

佐
官
師
位
僧

佐
官
業
了
僧

（涅口」

L— 

ユ
函
三
号

〔
東
寺
百
合
文
書
〕
〇
京
都
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵

0
本
文
書
は
検
討
を
要
す
る
。
紙
継
目
毎
に
、

「
弘
福
寺
印
」
を
斜
め
に
踏
す
。
ま
た
紙
面
に
同
印
を
踏
す
。

佐
官
業
了
僧
臨
照

佐
官
師
位
僧
恵
徹

佐
官
兼
興
福
寺
主
師
位
僧
永
俊



僧
厳
亮

（一―――-）

天
永
三
年
十
月
九
日
使
僧
寂
源

以
前
条
事
、
言
上
如
レ
件
、
望
請
、

0
中
略
、
全
文
は
天
永
三
年
十

月
十
九
日
の
条
に
収
め
る
。

本
寺

|
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是
年
五
月
以
前
聖
武
天
皇
、
弘
福
寺
に
大
修
多
羅
供
財
物
を
施
人
す
る
。

（哀酋）「
御
庄
司
承
知
、
任
芦
元
日
政
所
下
文
状
一
、
可
レ
令
レ
弁
二
—
済
地
利

i、
若
有
二
所
レ
渋
輩
二
悔
注
二
—
連
名
一
、
可
レ
令
二
言

請
被
＿
二
殊
任
解
状
旨
二
重
致
沙
汰
一
、
為
平
田
御
庄
下
司
等
紬
竺
抑
留
一
寺
領
田
、
又
負
人
等
不
レ
随
本
寺
所
勘
一

一
、
抑
一
ー
留
寺
領
田
ー
事

右
、
謹
検
―
案
内
＼
件
両
庄
本
寺
•
本
家
令
レ
経
沙
汰
＼
被
レ
成
二

（天平二十年牒）

文
弐
通
、
其
中
、
天
平
年
中
文
寺
牒
坪
付
所
レ
被
二
勘
注

I

HJ: 数
参
拾
餘
町
、
延
久
年
中
寺
牒
坪
付
所
レ
被
―
―
載
注
一
田

数
鱈
拾
餘
町
也
、
但
彼
本
願

注
段
走
者
也
、
散
田
町
田
坪
坪
明
白
之
故
也
、
而
古
輿
レ
今
荒
熟
随
レ
時
、
作
否
任
レ
人
突
、
因
レ
之
、
被
両
度
牒

状
一
、
悔
載
―
―

少
、
齊
免
已
了
、
而
今
、
平
田
御
庄
司
等
、
天
平
寺
牒
割
免
之
、
延
久
国
判
抑
留
之
、
自
由
捨
レ
少
取
レ
多
、
其
理

可
レ
然
哉
、
本
家

条
条
子
細
状

「
広
瀬
庄
解
状
」

本
公
験
坪
一
、
具
注
当
時
見
作
＼
乞
＝
―
_
請
免
判
一
之
処
、
代
代
宰
吏
、
随
坪
坪
見
作
一
、
不
レ
論
一
多

殿
下
任
―
―

一
、
負
所
不
レ
随
所
勘
事

J

経
乳
定
乏
後
、
腿
下
知
之
旨
、
四
致
其
沙
汰
囮
‘
伯
勒
在
レ
状
、
以
辞
、

七
四
九
年
（
天
平
感
宝
元
年
・
天
平
勝
宝
元
年
）

弘
福
寺
領
大
和
国
広
瀬
庄
使
解
申
請

上
一
之
、
別
当
右
中
弁
（
花
押
）
」

勅
施
入
公
験
所
レ
被
注
置
一
水
陸
田
畠
井
庄
家
瓦
山
等
、
定
条
里
一
阪
四
至
、
不
レ

勅
定
施
入
起
請
之
文
契
一
、
被
レ
奉
レ
免
之
、
不
レ
可
レ
有
二
少
煩
一
者
也
、

政
所
、
任
解
状
旨
一
、
重
被
レ
送
二
寺
牒
於
彼
本
家

本

寺

政

所

裁

事

政
所
＼
令
レ

殿
下
御
下
文
一
之
日
、
所
レ
被
二
相
副
入
ム
験
案



陸
奥
国
黄
金
事

〔
東
大
寺
要
録
〕
直
町
井
闘
門
臼
蒻

〔
続
日
本
紀
〕
繹
口
野
玉
元
年
七
月

〔
続
日
本
紀
〕
彗
〔
厨
翠
元
年
閏
五
月

0
中

略 0
中

略

諸
寺
の
墾
田
地
の
限
を
定
め
、
弘
福
寺
は
五
百
町
を
限
と
な
す
。

東
大
寺
及
び
弘
福
寺
等
十
二
か
寺
に
墾
田
地
等
を
捨
す
。

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

〔
弘
福
寺
文
書
日
録
〕

一
ノ
ゞ
大
修
多
羅
供
財
物
施
入
勅
書
一
巻
虹
冒
感
宝
元
年

〇
弘
福
寺
三
網
の
署
判
及
び
僧
網
使
の
署
判
略
す
。

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
全
文
は
延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

閏
五
月
二
十
日

又
拾
壱
枚

|
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7
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癸
丑
、
詔
、
捨
＿
一
大
安
•
薬
師
・
元
興
・
興
福
•
東
大
五
寺
、
各
純
五
百
疋
、
綿
一
千
屯
、
布
一
千
端
、
稲
一
十
万
束
、

墾
田
地
一
百
町
ー
、
法
隆
寺
絶
四
百
疋
、
綿
一
千
屯
、
布
八
百
端
、
稲
一
十
万
束
、
墾
田
地
一
百
町
。
弘
福
•
四
天
王

二
寺
、
各
純
一
二
百
屯
、
綿
一
千
屯
、
布
六
百
端
、
稲
一
十
万
束
、
墾
田
地
一
百
町
。
崇
福
•
香
山
薬
師
・
建
興
・
法
花

四
寺
、
各
純
二
百
疋
、
布
四
百
端
、
綿
一
千
屯
、
稲
一
十
万
束
、
墾
田
地
一
百
町
、
因
発
一
御
願
一
日
、
以
丑
化
厳
経
一
本
、

一
切
大
乗
小
乗
、
経
律
論
抄
疏
章
等
、
必
為
二
転
読
講
説
二
悉
令
王
翌
琴
、
遠
限
右
口
月
＼
窮
二
未
来
際
一
、
今
故
以
丑
認

資
物
へ
敬
捨
―
―
諸
寺
一
、
所
レ
翼
、
太
上
天
皇
沙
弥
勝
満
、
諸
仏
擁
護
、
法
楽
薫
賀
、
万
病
消
除
、
寿
命
延
長
、

願
、
皆
使
―
―
満
足
一
、
令
二
法
久
住
＼
抜
二
—
済
群
生
一
、
天
下
太
平
、
兆
民
快
楽
、
法
昇
有
情
、
共
成
二
仏
道
＼

七
月
十
三
日

乙
巳
、
定
―
―
諸
寺
墾
田
地
限
一
、
大
安
•
薬
師
·
興
福
•
大
倭
国
法
華
寺
・
諸
国
分
金
光
明
寺
、

（
東
大
寺
）

々
別
一
千
町
、
大
倭
国

国
分
金
光
明
寺
四
千
町
、
元
興
寺
―
―
千
町
、
弘
福
・
法
隆
•
四
天
王
・
崇
福
•
新
薬
師
・
建
興
·
下
野
薬
師
寺
・
筑
紫

観
世
音
寺
、

続
日
本
紀
文

々
別
五
百
町
、
諸
国
法
華
寺
、

々
別
四
百
町
、
自
餘
定
額
寺
、

々
別
一
百
町
、

一
切
所



冗
興
寺
飛
鳥
寺

右
寺
四
千
町

〔倭〕大
和
国
々
分
金
光
明
寺

右
寺
別
一
千
町

〔倭〕

大

安

寺

薬

師

寺

興

福

寺

大

和

国

法

花

寺

〔
東
大
寺
要
録
〕

略畠 略畠
天
平
勝
宝
元
年
二
月
丁
巳
、
陸
奥
国
始
貢
二
黄
金
＼
於
レ
是
、
奉
幣
、
以
告
一
畿
内
七
道
諸
杜
＼

〔倭〕

乙
巳
、
定
二
諸
寺
墾
田
地
限
一
、
大
安
•
薬
師
・
興
福
•
大
和
国
法
花
寺
°
諸
国
分
金
光
明
寺
、

分
金
光
明
寺
、

観
世
音
寺
、

巻
六
封
戸
水
田
章
第
八

0
筒
井
英
俊
校
訂
本

|
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民
綿
省
、
弘
福
寺
へ
の
墾
田
施
入
を
諸
国
に
伝
え
る
。

四
千
町
。
元
興
寺
二
千
町
、
弘
福
・
法
隆
•
四
天
王
・
崇
福
•
新
薬
師
・
建
興
・
下
野
薬
師
寺
・
筑
紫

々
別
五
百
町
、
諸
国
法
花
寺
、

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

又
拾
壱
枚

々
別
四
百
町
、
自
餘
定
額
寺
、

一
／

c;

摂
津
幡
磨
紀
伊
国
田
券
文
一
巻
麟
犀
繹
自
勝
宝
元
年
吟
竺
宝
亀
八
年
一

1
 

0
弘
福
寺
三
綱
の
署
判
及
び
僧
綱
使
の
署
判
略
す
。

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
全
文
は
延
暦
十
一
二
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

々
別
一
百
町
、

0
「
摂
津
播
磨
紀
伊
国
田
券
文
」
は
、
天
平
勝
宝
元
年
の
文
書
よ
り
始
ま
る
連
券
で
あ
る
の
で
、
天
平
勝
宝
元
年

閏
五
月
二
十
日
に
施
入
さ
れ
た
墾
田
地
一

0

0
町
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

七
五

0
年
（
天
平
勝
宝
二
年
）

三
月
二
十
九
日

雑
格
仏
法
僧
中
巻

民
部
省
符
山
陽
道
諸
国
司
等

叫

秋

七

月

門

中

々
別
一
千
町
。
大
倭
国



諸
国
法
花
寺

自
餘
定
額
寺

以
前
、
被
二
太
政
官
去
天
平
勝
宝
元
年
七
月
十
四
日
符
佃
~
、
奉
二
今
月
十
一
日
勅
加

g
、
去
四
月
一
日
記
書
、
寺
寺
墾
田

天
平
勝
宝
二
年
三
月
廿
九
日

七
五
＿
年
（
天
平
勝
宝
三
年
）

七
月
二
十
七
日

甲
可
郡
司
解

申
売
買
墾
田
井
野
地
立
券
事

合
墾
田
弐
拾
壱
町

以
前
、
得
鴫
麻
呂
申
状
屈
~
、
以
―
―
己
墾
田
井
野
地
＼
売
一
ー
与
大
倭
国
高
市
郡
弘
福

寺
大
脩
多
羅
衆
已
詑
、
所
レ
得
価
銭
弐
信
参
拾
貰
者
、
伯
勒
下
売
買
両
人

所
連
署
名
八
依
レ
式
立
券
、
如
レ
件
、
的
具
録
事
状
＼
附
―
―
使
大
初
位
上
鷹
養
君

安
麻
呂
一
申
上
、
以
解
、

〔
東
寺
文
書
〕
訊
庄
寸
所
蔵

地
許
レ
奉
者
、
宜
下
依
件
数
一
施
行
上
、
今
以
レ
状
下
、
符
到
奉
行
、

右
寺
別
百
町

右
寺
別
四
百
町

右
寺
別
五
百
町

下
野
薬
師
寺

崇
福
寺
志
賀
寺

弘
福
寺
川
原

右
寺
―
―
千
町

野
地
参
町
戸
冒
紅
“
西
川

筑
紫
観
世
音
寺

弘
福
寺
大
修
多
羅
衆
、
近
江
国
甲
賀
郡
蔵
部
郷
の
墾
田
野
地
幻
直
を
買
得
す
る
。

右
京
五
条
三
坊
戸
主
従
五
位
上
阿
部
朝
臣
嶋
麻
呂
墾
田
者

新
薬
師
寺
建
興
寺
豊
呻
寺

法
隆
寺
鮒

四
天
王
寺

|
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9
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部
郷
者



0
中

略 大
修
多
羅
供
田
券
文
一
巻
十
枚

叫

'

0

弘
伽
寺
三
網
の
署
判
及
び
俯
網
使
の
署
刊
略
す

延
暦
十
一
云
一
年
五
月
十
一
日
仝
＇
又
は
延
暦
ト
ニ
年
五
月
卜
．

H
の
粂
に
収
め
る

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

（
別
筆
）「

国
判
依
レ
請

（少）□
領
元
位
甲
可
臣
「
男
」

醤
師
少
初
位
上
物
部
□
口
蓮
「
ロ
ロ
」

天
平
勝
宝
三
年
八
月
二
日

又
拾
壱
枚

「

合

」

「

合

」

二
枚
紀
伊
国
踏
国
印
ヽ
ニ
枚
播
磨
国
踏
国
郡
印
井
勝
宝
五
年

「合」

六
枚
近
江
国
二
枚
踏
国
印
自
天
平
三
年
迄
宝
字
二
年
一

介
従
五
位
下
熊
凝
朝
臣
「
五
百
嶋
」

擬
大
領
外
正
七
位
上
甲
可
臣
「
乙
麻
呂
」

天
平
勝
宝
一
二
年
七
月
廿
七
日
主
帳
元
位
川
直
「
百
嶋
」

少
学
頭
僧
「
善
勝
」

寺
主
兼
大
学
頭
僧

都
維
那
僧

員
外
少
目
正
七
位
上
穴
太
史
「
老
」

少
橡
正
六
位
上
播
美
朝
臣
「
奥
人
」

「
栄
脩
」

上
坐
僧
「
林
蔵
」

少
鎮
僧
「
栄
猷
」

|
l
o
o
|
 

「
恵
興
」

大
鎖
兼
大
上
坐
法
師
「
蓮
勝
」

買
弘
福
寺
大
脩
多
羅
衆

（
自
署
‘

f
同
ジ
）

売
人
従
五
位
下
阿
部
朝
臣
「
嶋
麻
呂
」

し



是
年

七
五
六
年
（
天
平
勝
宝
八
歳
）

略畠

光
明
皇
太
后
、
故
聖
武
太
上
天
皇
の
遺
品
の
御
帯
等
を
弘
福
寺
に
施
入
す
る
。

延

久

二

年

三

月

十

一

日

犀

直

鰐

悶

託

。

注
進
近
江
国
愛
智
郡
平
流
庄
所
領
田
事

同
寺
所
領
伊
香
郡
伊
香
庄
田
事

右
、
件
領
田
等
、
甲
賀
郡
翌
五
威
部
庄
、
天
平
勝
宝
三
年
、
寺
家
大
脩
多
羅
衆
、
脩
多
羅
供
料
買
得
墾
田
野
地
等
所
―
―
施

入
也
、
笠
其
本
公
験
等
、
寺
家
焼
亡
之
剋
、
焼
失
已
畢
、
初
所
司
等
、
注
事
由
＼
謹
百
上
、

〔
郡
蔵
〕

同
寺
所
領
国
□
口
部
庄
田
事

略畠 0
中
略
、
全
文
は
延
久
二
年

三
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

弘
福
寺

〔
東
寺
文
書
〕
砂
戸
寸
所
蔵

〇
弘
福
寺
―
二
綱
の
署
判
及
び
僧
綱
使
の
署
判
略
す
。

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
全
文
は
、
延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

略畠 大
修
多
羅
供
田
券
文
一
券
＋
枚

「

合

」

「

合

」

二
枚
紀
伊
国
踏
国
印
、
二
枚
播
磨
国
踏
国
郡
印
井
勝
宝
五
年

略畠 〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

是
年

七
五
三
年
（
天
平
勝
宝
五
年
）

紀
伊
国
及
び
播
磨
国
の
弘
福
寺
大
修
多
羅
供
田
の
こ
と
あ
り
。

又
拾
壱
枚

ー

1
0
1

|
 



勅
書
宝
字
元
年

（
第
一
紙
）
（
端
裏
）

「

越

中

国

磯

波

郡

戒

本

田

」

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

〇
聖
武
太
上
天
皇
は
、
天
平
勝
宝
八
歳
五
月
二
日
に
歿
し
た
。
同
年
六
月
二
十
一
日
、
光
明
皇
太
后
は
、
故
聖
武

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

七
五
七
年
（
天
平
宝
字
元
年
）

閏
八
月
二
十
＿
日

又
拾
壱
枚

（
二
十
一
日
）

丙
寅
、
勅
日
、
如
聞
、
護
ニ
ー
持
仏
法
一
、
無
レ
尚
二
木
叉
一
、
勧
ニ
ー
導
戸
羅
ー
、
実
在
レ
施
レ
礼
、
是
以
、
官
大
寺
、
別
永
置
―
―

戒
本
師
田
十
町
一
、
自
レ
今
已
後
、
侮
為
―
―
布
薩
＼
恒
以
此
物
＼
量
一
ー
用
布
施
＼
庶
使
下
怠
慢
之
徒
、
日
励
一
其
志
＼

精
勤
之
士
、
弥
進
中
其
行
八
宜
正
戸
僧
綱
＼
知
中
朕
意
上
焉
、

勅
、
如
聞
、
護
一
ー
持
仏
法
ー
、
無
レ
尚
二
木
叉
一
、
勧
ニ
ー
導
戸
羅
一
、
実
在
レ
施
レ
礼
、
是
以
、
官
大
寺
、
別
永
置
戒
本
師
田

十
町
、
自
レ
今
以
後
、
毎
為
布
薩
＼
恒
以
二
此
物
＼
量
―
ー
用
布
施
＼
庶
使
下
怠
慢
之
徒
、
日
励
其
志
一
、
精
勤
之
士
、

天
平
宝
字
元
年
閏
八
月
廿
三
日

〔
天
平
宝
字
元
年
越
中
国
蠣
波
郡
戒
本
田
勅
書
〕

0
京
都
大
学
文
学
部
博
物

館
所
蔵
壬
生
家
旧
蔵
文
書

ー
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弥
進
中
其
行
八
宜
年
戸
僧
綱
＼
知
中
朕
意
上
焉
、
主
者
施
行
、

〇
弘
仁

民
部
格

滋
ぎ

〔
類
緊
三
代
格
〕
鐸
尉

〔
続
日
本
紀
〕
冦
亡
戸
字
元
年
閏
八
月

弘
福
寺
等
十
一
か
寺
に
、
各
々
戒
本
師
田
十
町
を
置
く
。

太
上
天
皇
の
遺
品
を
東
大
寺
等
へ
施
入
す
る
。
弘
福
寺
の

「
御
帯
等
施
入
勅
書
」
も
、
六
月
一
―
十
一
日
に
作
成
し

巧
延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
砂
這
彗
戸
芸
汀
旺
鴻
遵
碍
戸
□
謬
戸
゜
゜

「合」
C
、
御
帯
等
施
入
勅
書
一
巻
声
翫
勝
宝
八
年

略畠



略闊
「
合
」
〔
戒
本
師
〕
（
田
）
〔
施
入
勅
害
〕

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
―
枚
踏
内
印

略畠

（
仲
麻
呂
）

内
相
従
二
位
藤
原
朝
臣

〔
施
行
力
〕

□口、
右
、
永
施
東
大
寺
通
分
一
、
諸
司
宜

天
平
宝
字
元
年
十
二
月
十
八
日

（
識
語
）「

明
暦
四
年
六
月
十
一
日
、
仙
石
八
郎
左
衛
門
よ
り
来
、
則
書
留
也
、
」

0
本
書
は
壬
生
（
小
槻
）
忠
利
書
写
に
よ
る
写
本
で
あ
り
、
第
一
紙
に
は
印
影
の
郭
線
を
七
顆
写
す
。

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

又
拾
壼
枚

〔
登
侶
力
〕

□
□
壱
拾
弐
町
直
一
越
中
国
磯
波
郡
‘
一

（
第
二
紙
）

勅
旨

（
仲
麻
呂
）

内
相
従
二
位
藤
原
朝
臣

右
十
一
寺
、
各
置
戒
本
師
一
布
施
之
、

天
平
宝
字
元
年
閏
八
月
廿
日

法
華
寺

（
薬
師
寺
ヵ
）

＿
＿
 

（
崇
福
ヵ
）D

寺

（法）口
隆
寺

（
元
興
寺
ヵ
）

-
＿
 

（
東
大
寺
ヵ
）

―
―
 

DI 

興
福
寺

新
薬
師
寺

四
天
王
寺

弘
福
寺

大
安
寺

宝
字
元
年

|
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大
修
多
羅
供
田
券
文
一
巻
＋
枚

「

合

」

「

合

」

二
枚
紀
伊
国
踏
国
印
ヽ
ニ
枚
播
磨
国
踏
国
郡
印
井
勝
宝
五
年

翌
古
文
零
緊
』
に
は
印
あ
り
と
す
る
。

正
六
位
上
行
大
橡
佐
味
朝
臣
伊
与
麻
呂

数
＼
具
如
レ
前
、
今
録
―
―
事
状
＼
牒
至
准
レ
状
、
以
牒
、

牒
、
寺
与
二
前
件
覚
等
ー
相
訴
墾
田
、
勘
ニ
ー
検
天
平

已
上
甲
加
郡
蔵
邸
郷
音
太
部
覚
田
者

廿
七
条
三
里
廿
六
上
山
本
田
九
十
歩

〇
弘
福
寺
三
網
の
署
判
及
び
僧
綱
使
の
署
判
略
す
。

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
全
文
は
延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

七
五
八
年
（
天
平
宝
字
二
年
）

五
月
十
九
日

近
江
国
司
牒

近
江
国
司
、
甲
賀
郡
蔵
部
郷
の
弘
福
寺
所
領
に
つ
い
て
百
姓
田
を
勘
検
す
る
。

州
三
下
山
本
田
一
一
段
―
一
百
歩
益
百
歩

舟
五
谷
尻
田
一
段
百
八
十
歩

同
郡
椋
人
刀
良
売
田
者

舟
二
上
山
本
田
口

舟
四
上
谷
口
田
二
段
三
百
五
十
歩
益
九
十
歩

十
四
年
班
田
籍
一
井
令
レ
校
レ
図
、
覚
等
之
名
、
定
田

天
平
宝
字
―
一
年
五
月
十
九
日

0
本
書
は
、
写
で
あ
る
。
金
刀
比
羅
宮
所
蔵
富
田
光
美
旧
蔵
文
書
に
も
冷
泉
為
恭
作
成
の
写
本
が
あ
る
。

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

又
拾
壱
枚

|

]

 0
4
 |
 

川
原
寺
三
綱

0
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵

藤
貞
幹
本
東
寺
文
書

〔
東
寺
文
書
〕

『
東
寺



（
弘
福
寺
印
印
影
）

寺
印
也
、

「合」

六
枚
近
江
国
‘
―
一
枚
踏
国
印
自
天
平
三
年
迄
宝
字
―
一
年
一

0
中

略

〇
弘
福
寺
三
網
の
署
判
及
び
僧
網
使
の
判
略
す
。
全

廷
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
文
は
延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

七
五
九
年
（
天
平
宝
｛
子
七
年
）

讃
岐
国
山
田
郡
司
、
弘
福
寺
に
、
讃
岐
国
符
の
旨
に
依
り
て
、
百
姓
口
分
田
に
班
拾
し
た
る
弘
福
寺
田
を
寺
田

と
な
す
こ
と
を
伝
え
る
。

碍
綬
牒
一
巻
」

山
田
郡
司
牒

牒

、

去

天

平

賓

字

五

年

巡

察

―

―

伯
姓
、
今
依
＿
一
国
今
月
廿
二
日
符
旨
＼
停l-—
止
班
給
玉
戸
寺
田
一
畢
、

俯
注
レ
事
牒
、

々
至
准
レ
状
、
以
牒
、

大
領
外
正
八
位
上
綾
公
人
足

少
領
従
八
位
上
凡
直

正
牒
者
、
以
元
玉
亀
十
年
四
月
十
一
日
一
、
讃
岐
造
豊
足
給
下
、

〇
紙
面
に
「
弘
福
寺
印
」
十
三
顆
残
存
す
。
本
文
書
は
、
天
平
宝
字
七
年
十
月
二
十
二
日
讃
岐
国
符
を
承
け
て

十
月
一
―
十
三
日
よ
り
十
月
二
十
九
日
の
間
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

工
正
秦
公
大
成

〔
復
〕
〔
擬
主
政
大
力
〕
〔
初
力
〕

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

主
政
従
八
位
下
佐
伯

n
L
J下
秦
公
□
口
麻
呂

-105ー

秦

（
字
）
〔
年
〕

酎〕

天
平
宝
□
ロ
ロ

n
L
J外
少
初
位
下

出
之
田
、
混
合
如
レ
件
、

寺

（

百

五

十

歩

）

合

田

中

検

出

田

一

町

四

段

三

一

＿

（寺）

川
原
口

n

〔
東
寺
百
合
文
書
〕
〗
鱈
仔
府
立
総
合
資
料
館
所
蔵

十
月



〇
紙
面
に
「
山
田
郡
印
」
ニ
ニ
顆
を
踏
す
。

復
擬
主
政
大
初
位
上
秦
公
「
大
成
」

天
平
宝
字
七
年
十
月
廿
九
日
〗
認
丁

0

九
条
四
里
舟
六
津
田
一
―
一
段
冊
歩

山
田
郡

略畠

舟
四
井
門
田
七
十
歩

曹
一
圃
依
田
冊
歩
五
5
?
0
の

合
検
収
公
文
壱
拾
弐
巻

又
拾
壱
枚〇

弘
福
寺
三
網
の
署
判
及
び
僧
綱
使
の
署
判
略
す
。

全
文
は
延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日

十
月
二
十
九
日

讃
岐
国
山
田
郡
司
、
弘
福
寺
に
、

川
原
寺
田
内
校
出
田
一
町
四
段
三
百
五
十
歩

mo順
臼
戸
□
鱈
方

十
里
四
池
辺
田
百
冊
歩

九
池
口
田
四
段
九
十
歩

十
二
里
舟
下
原
田
五
十
歩

舟
一
垣
本
田
一
段
百
七
十
歩

+
―
二
里
十
五
藪
田
七
十
歩

五
里
一
長
田
一
段
百
七
十
歩

七
里
廿
五
原
田
二
段
七
十
歩

ー
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、
八
条
九
里
舟
一
池
田
一
段
百
六
十
歩

〔
東
寺
文
書
〕
訊
ぎ
寺
所
蔵

「合」

「合」、
、
讃
岐
国
田
白
図
一
巻
副
郡
司
牒
二
枚

略畠

口
分
田
を
停
止
し
て
寺
田
に
戻
し
た
弘
福
寺
田
の
目
録
を
送
る
。



略訊 忍
E

修
多
羅
衆
田
籍
一
巻
翫
町
印
宝
亀
四
年

略犀
是
年

法
華
•
西
隆
等
寺
印
、
各
頒
中
本
寺
八

播
磨
国
揖
保
郡
司
、
弘
福
寺
領
播
磨
国
揖
保
郡
畠
券
を
作
る
。

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
戴
巻

〇
弘
福
寺
―
-
＿
綱
の
署
判
及
び
僧
網
使
の
署
判
略
す
。

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
全
文
は
延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

七
七
一
年
（
宝
亀
二
年
）

〔
続
日
本
紀
〕

又
拾
壱
枚

己
卯
、
初
令
下
所
司
鋳
僧
綱
及
大
安
•
薬
師
・
東
大
・
興
福
•
新
薬
師
・
元
興
·
法
隆
・
弘
福
•
四
天
王
・
崇
福
・

七
七
三
（
宝
亀
四
年
）

常
修
多
羅
衆
田
籍
を
作
る
。

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

又
拾
壱
枚〇

弘
福
寺
三
綱
の
署
判
及
び
僧
綱
使
の
署
判
略
す
。

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
全
文
は
延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

0
こ
の
田
籍
は
、
宝
亀
五
年
班
田
に
際
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

略畠 略畠 是
年

巻一―-+-

宝
亀
二
年
八
月

「合」幡
磨
国
揖
保
郡
畠
券
一
枚
踏
郡
印
景
雲
元
年

七
六
八
年
（
神
護
景
雪
冗
年
）

ー

1
0
7
-

八
月
二
十
六
日
初
め
て
、
弘
福
寺
の
寺
印
を
鋳
し
て
頒
つ
。



略輩

延
久
二
年
三
月
十
一
日
霰
芦
[
[
゜

〔
郡
蔵
〕

同
寺
所
領
同
□
口
部
庄
田
事

略畠 0
中
略
、
全
文
は
延
久
二
年

三
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

弘
福
寺

〔
東
寺
文
書
〕
訊
知
予
所
蔵

十
一
月

七
七
五
年
（
宝
亀
六
年
）

略扇 贔
四
国
同
郡
畠
相
換
牒
一
巻
広
冒
宝
亀
五
年

略畠
七
七
四
年
（
宝
亀
五
年
）

山
城
国
司
、
山
城
国
久
世
郡
の
弘
福
寺
所
領
に
つ
い
て
、
畠
の
相
換
を
行
う
。

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

又
拾
登
枚

（
二
）
〔
枚
〕田ロ

（

山

城

国

久

世

郡

田

券

文

一

）

〔

巻

〕

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

（
踏
国
印
）

同
寺
所
領
伊
香
郡
伊
香
庄
田
事

（
天
平
）
〔
十
五
〕
（
年
）

D
ロロロ

〇
弘
福
寺
―
二
綱
の
署
判
及
び
僧
綱
使
の
判
略
す
。
全

文
は
延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日

太
政
官
、
弘
福
寺
領
近
江
国
甲
賀
郡
水
主
荘
の
領
有
を
認
め
る
。

注
進
近
江
国
愛
智
郡
平
流
庄
所
領
田
事

右
、
件
領
田
等
、
甲
賀
郡
水
主
庄
、
宝
亀
六
年
十
一
月
官
省
符
、
水
主
内
親
王
所
レ
被
―
―
施
入
一
也
、
虹
中
其
本
公
験
等
、

寺
家
焼
亡
之
剋
、
焼
失
已
畢
、
伯
所
司
等
、
注
二
事
由
＼
謹
言
上
、

是
年

|
l
o
o
o
|
 



七
七
七
年
（
宝
亀
八
年
）

三
月
二
十
八
日

〔
四
天
王
寺
所
蔵
文
書
〕

合
施
入
田
律
町
元
故
従
四
位
下
佐
味
朝
臣
宮
位
田

十
市
郡
路
東
廿
二
条
三
山
部
里
九
麻
生
田
―
町

八
葛
野
田
―
町

三
上
藤
里
二
柏
原
田
一
町

牒
、
被
二
民
部
省
今
月
廿
日
符
佃
~
、
被
二
太
政
官

右
、
国
宜
二
承
知
、
依
レ
件
施
行
一
者
、
今
依
―
―
符
旨
一
、
施

0
本
文
書
、

応
施
入
田
陣
町

廿
三
条
二
耳
梨
里
州
五
画
工
田
一
町

路
東
廿
二
条
三
山
部
里
九
麻
生
田
一
町

国
符
十
市
郡
司

元
故
従
四
位
下
佐
味
朝
臣
宮
位
田

〔
東
寺
文
書
〕
訊
町
」
所
蔵

八
葛
野
田
一
町

「
大
和
国
印
」
六
顆
を
踏
す
。

（
自
署
、
下
同
ジ
）

外
従
五
位
下
行
介
伊
勢
朝
臣
「
子
老
」

|
 
109ー

正
六
位
上
行
少
録
船
連
「
佳
万
呂
」

正
六
位
上
行
大
橡
大
原
真
人
「
烈
公
」

宝
亀
八
年
六
月
廿
九
日
正
六
位
上
行
少
目
桜
井
田
部
宿
禰

入
如
レ
件
、
今
以
レ
状
牒
、

レ
勅
、
依
レ
請
施
入
者
、
省
宜
承
知
、
准
レ
勅
施
行
＼

樋
池
処
之
代
、
所
レ
請
如
レ
件
者
、
右
大
臣
宣
、
奉

去
一
―
一
月
廿
八
日
符
侃
~
、
川
原
寺
三
綱
牒
云
、
石

（
大
和
）

国
牒
川
原
寺
三
綱 太

政
官
、
弘
福
寺
に
石
樋
池
処
代
と
し
て
十
市
郡
田
四
町
を
施
入
す
る
。

0
本
文
書
に
は
蔵
部
荘
の
記
載
の
前
に
料
紙
の
欠
失
が
あ
り
、
水
主
荘
の
記
載
は
欠
如
し
て
い
る
。



〇
右
端
に
継
目
裏
印
影
二
顆
あ
り
。

池
処
之
代
、
所
レ
請
如
レ
件
者
、
右
大
臣
宜
、
奉

十
市
郡
路
東
廿
―
一
条
三
山
部
里
九
麻
生
田
一
町
八
怒
野
田
一
町
廿
三
条
ニ

応
施
入
田
陣
町
耳
梨
里
舟
五
里
州
五
画
工
田
一
町
三
上
藤
里
二
柏
原
田
一
町
元
故
従
四
位
下
佐
味
朝
臣
宮
位
田

民
錦
省
牒
川
原
寺
三
牒
所

三
上
藤
里
二
柏
原
田
一
町

所
レ
請
、
如
レ
件
者
、
右
大
臣
宣
、
奉
レ
勅
、
依
レ
請
者
、
省

宜
承
知
、
准

レ
勅
施
行
者
、
国
宜
承
知
、
依
レ
件
施
行
一

介
伊
勢
朝
臣
子
老

〔
天
理
図
書
館
所
蔵
文
書
〕

牒
、
被
太
政
官
去
三
月
廿
八
日
符
佃
~
、
川
原
寺
三
綱
牒
云
、
石
樋

省
宜
承
知
、
准

検
納
一
、
以
牒
、

レ
勅
施
行
署
、
符
下
二
大
和
国
畢
、
寺
宜
承
知
、
依
レ
牒

（
自
署
、
下
同
じ
）

宝
亀
八
年
七
月
廿
＿
―
-
日
少
録
正
六
位
上
多
米
宿
禰
「
常
人
」
牒

大
輔
正
四
位
下
勲
五
等
田
中
朝
臣
「
多
太
麻
呂
」

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

又
拾
壱
枚

|
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レ
勅
、
依
レ
請
施
入
者
、

0
本
文
書
は
案
文
で
あ
る
。
右
端
に
継
目
裏
印
影
二
顆
あ
り
。

宝
亀
八
年
七
月
二
日

大
橡
大
原
真
人
烈
公

少
目
桜
井
田
部
宿
禰

者
、
郡
宜
―
―
承
知
、
依
レ
状
施
行
＼
符
到
奉
行
、

廿
八
日
符
侃
~
、
川
原
寺
三
綱
牒
云
、
石
樋
池
処
之
代
、

右
、
被
二
民
部
省
今
月
廿
日
符
俯
、
被
二
太
政
官
去
三
月

廿
三
条
―
一
耳
梨
里
舟
五
画
工
田
一
町



第
十
巻
抄

〔
新
抄
格
勅
符
抄
〕
〇
新
訂
増
補
国
史
大
系
本

命
じ
る
。

四
月
十
一
日

（
弘
福
寺
印
印
影
）

寺
印
也
、

延
暦
十
三
年
五
月
十
一

七
七
九
年
（
宝
亀
十
年
）

畔
綬
牒
一
巻
」

山
田
郡
司
牒

（
天
平
宝
字
年
間
）
山
田
郡
司
牒
を
讃
岐
造
豊
足
に
給
い
＼
同
牒
の
案
文
を
作
る
。

大
領
外
正
八
位
上
綾
公
人
足

少
領
従
八
位
上
凡
直

正
牒
者
、
以
二
宝
亀
十
年
四
月
十
一
日
二
讃
岐
造
豊
足
給
下
、

七
八
十
年
（
宝
亀
十
＿
年
）

十
二
月
十
日

略扇

n
L
J下
秦
公
□
□
麻
呂

勅
し
て
、
川
原
寺
等
の
封
戸
封
物
を
以
て
、
毎
年
安
居
•
国
忌
及
び
雑
斎
会
料
用
度
に
充
て
る
こ
と
を
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〔
復
〕
（
擬
主
政
大
）
〔
初
力
〕

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
上
秦
公
大
成

主
政
従
八
位
下
佐
伯

秦

（
字
）
〔
年
〕

天
平
宝
ロ
ロ
ロ

n
L
J外
少
初
位
下
ロ
ロ

〔
定
力
]

0
中
略
、
全
文
は
天
平
宝
字
七

年
十
月
二
九
日
の
条
に
収
め
る
。 （寺）

川
原
□

n

〔
東
寺
百
合
文
書
〕
喜
亡
屑
立
総
合
資
料
館
所
蔵

弘
福
寺
、

〇
弘
福
寺
三
網
の
署
判
及
び
僧
綱
使
の
判
略
す
。
全

文
は
延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

日

「合」

、
一
枚
国
符
十
市
郡
司
白
紙
並
宝
亀
八
年

「合」一
枚
大
和
国
司
踏
国
印

「合」
一
枚
民
部
省
踏
省
印

「合」
、
石
樋
池
処
代
田
施
入
牒
二
枚

略畠



翌 略畠
一
、
寺
封
部

〔
後
脱
〕

R
m
)

〔
会
脱
〕
〔
用
脱
〕

右
、
自
レ
今
以
、
宜
下
割
祢
前
件
封
戸
一
、
又
於
別
庫
一
、
以
充
二
毎
年
安
居
•
国
忌
及
雑
斎
料
度
一
、
初
三
綱
寺
司
、

与
諸
司
相
対
計
会
出
納
上
、
不
レ
得
下
度
作
―
―
破
除
醐
芸
岱
他
用
八

班
田
司
、
大
和
国
高
市
郡
田
図
を
作
る
。

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

〇
弘
福
寺
三
網
の
署
判
及
び
僧
網
使
の
署
判
略
す
。

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
全
文
は
延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

七
九
一
年
（
延
暦
十
年
）

大
和
国
高
市
郡
、
弘
福
寺
廻
田
畠
図
を
作
る
。

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

合
検
収
公
文
拾
弐
巻

「合」

「
合
」
（
大
和
国
高
市
郡
）
ヽ
一
枚
和
銅
五
年
官
定

、
、
同
郡
寺
廻
田
畠
白
図
二
枚
「
合
」ヽ一

枚
延
暦
十
年
郡
案
写

是
年 略畠

又
拾
壱
枚〇

弘
福
寺
三
綱
の
署
判
及
び
僧
網
使
の
署
判
略
す
。

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
全
文
は
延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
の
条
に
収
め
る
。

「合」、
、
大
和
国
高
市
郡
田
白
固
一
巻
延
暦
六
年
班
田
司
案

略闊
是
年

七
八
七
年
（
延
暦
六
年
）

又
拾
壱
枚

〔符〕

宝
亀
十
一
年
十
二
月
十
日
謄
勅
府

川
原
寺
五
亘
戸
帽

略畠

l
]
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「

合

」

「

合

」

、
、
讃
岐
国
田
白
図
一
巻
副
郡
司
牒
二
枚

（
第
三
断
簡
）

、
同
田
施
入
書
一
枚
天
平
六
年

「
合
」常

修
多
羅
衆
田
籍
一
巻
声
畔
網
印
宝
亀
四
年

「
合
」幡

磨
国
揖
保
郡
畠
券
一
枚
踏
郡
印
景
雲
元
年

七
九
四
年
（
延
暦
十
一
＿
＿
年
）

五
月
十
一
日

僧
綱
及
び
弘
福
寺
一
二
綱
、
弘
福
寺
文
書
目
録
を
作
る
。

〔
弘
福
寺
文
書
目
録
〕

包
髯
饗
公
文
拾
弐
巻

（
山
背
国
久
世
郡
田
券
文
一
）

又
拾
壱
枚

並
宝
亀
八
年

「
合
」

、
、
摂
津
幡
磨
紀
伊
国
田
券
文
一
巻
記
諏
自
勝
賓
元
年
一
迄
宝
亀
八
年
一

宝
字
元
年

「

合

」

「

合

」

二
枚
紀
伊
國
踏
国
印
、
二
枚
播
磨
園
踏
国
郡
印
井
勝
宝
五
年

六
枚
近
江
国
‘

-1杖
踏
国
印
自
天
平
三
年
込
竺
宝
字
二
年
一

（
第
二
断
簡
）

大
修
多
羅
供
田
券
文
一
巻
＋
枚

C
、
御
帯
等
施
入
勅
書
一
巻
巳
誓
勝
宝
八
年

ヽ
＿
、
己
八
修
多
羅
供
財
物
施
入
勅
書
一
巻
虹
冒
感
宝
元
年

「
合
」
〔
戒
本
師
〕
（
田
）
〔
施
入
勅
書
〕

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
一
枚
踏
内
印

「
合
」

、
一
枚
甑
符
十
市
郡
白
紙

「
合
」一

枚
大
和
国
司
踏
国
印

「
合
」

一
枚
民
部
省
踏
省
印

「
合
」石

樋
池
虞
代
田
施
入
牒
一
巻
三
枚

「
合
」同

国
同
郡
畠
相
換
牒
一
巻
巳
配
宝
亀
五
年

〔
巻
〕
（
二
）
〔
枚
〕
（
天
平
）
〔
十
五
〕
（
年
）

□
□

DDDDDロロロ

（
踏
国
印
）

「
合
」

、
水
陸
田
目
録
一
巻
瓢
誓
和
銅
二
年

（
包
紙
外
題
）

「
弘
福
寺
領
田
畠
流
記
」
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、
二
枚
白
紙

従
儀
師

従
儀
師
「
現
仙
」

小
寺
主
入
位
僧
「
隆
吉
」

「合」
、
、
大
和
国
高
市
郡
田
白
図
一
巻
延
暦
六
年
班
田
司
案

「合」ヽ一
枚
和
銅
五
年
官
定

「合」、
、
同
郡
寺
廻
田
畠
白
図
―
一
枚

ヽ
一
枚
延
暦
十
年
郡
案
窮

「合」

（
自
署
、
下
同
ジ
）

延
暦
十
三
年
五
月
十
一
日
小
都
維
那
入
位
僧
「
隆
信
」

検
収
僧
綱
使

威
儀
師
「
常
耀
」

0
本
文
書
、
も
と
「
弘
福
寺
印
」
四
一
二
顆
踏
す
。
第
一
断
簡
、
影
写
本
「
円
満
寺
文
書
」
。
第
二
断
簡
、

文
零
緊
』
二
。
第
三
断
簡
、
根
津
美
術
館
所
蔵
文
書
（
原
本
）
。

(-T
間
補
筆
）

「
、
寺
縁
起
財
帳
一
巻
天
平
十
九
年
」 、

三
枚
踏
国
印

、
別
三
論
供
田
巻
文
等
一
巻
五
枚

「合」
、
、
同
国
野
地
白
図
一
枚

「合」、
、
河
内
国
田
白
図
一
枚

、
、
山
背
国
田
畠
白
図
一
枚

「合」
、
、
美
濃
国
田
白
図
二
枚

「合」、
、
同
国
山
辺
郡
田
白
図
一
枚

上
座
満
位
僧
「
覚
崇
」

寺
主
満
位
僧
「
徳
安
」

都
維
那
住
位
僧
「
明
開
」

可
信
満
位
僧
「
善
永
」

可
信
満
位
僧
「
妙
誨
」

可
信
満
位
僧
病
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「
東
寺
古



是
年

六
六
＿
年
（
斉
明
天
皇
七
年
）

〔
日
本
書
紀
〕

六
月
、
百
済
、
新
羅
、
遣
レ
使
貢
レ
調
献
レ
物
、
修
二
—
治
処
々
大
道
一
、
天
皇
、
間
―
―
曼
法
師
命
終
＼
而
遣
レ
使
弔
、
井
多
送

（

皇

極

）

（

中

大

兄

皇

子

）

（

道

祖

）

レ
贈
、
皇
祖
母
尊
及
皇
太
子
等
、
皆
遣
レ
使
、
平
曼
法
師
喪
＼
遂
為
法
師
＼
命
回
エ
狛
竪
部
子
麻
呂
•
卸
魚
戸
直

鱒
、
多
饂
仏
菩
蔭
像
、
安
—
—
置
於
川
原
寺

l‘
口
＝
L
l
J

云

m支
‘

六
月

巻
一
―
十
五

白
雉
四
年

受
寂
す
。
画
工
ら
を
し
て
仏
菩
薩
像
を
造
ら
し
め
、
川
原
寺
に
安
置
す
る
と
伝
え
る
。

弘
福
寺
建
立
と
伝
え
る
。

六
五
三
年
（
白
雉
四
年
）

大
師
旧
跡
、
後
移
二
高
野
寺
辺
一
云
、
。

河
原
寺
又
云
―
―
弘
福
寺
＼

〔
諸
寺
縁
起
集
〕

河
原
寺

敏
達
天
皇
代

0
校
刊
美
術
史
料

上
所
収
護
国
寺
本

〔
諸
寺
建
立
次
第
〕
鱈
紐
臼
這

蘇
我
馬
子
、
弘
福
寺
を
建
立
す
る
と
伝
え
る
。

可
原
寺
号
弘
福
寺
、
東
寺
末
寺
也
、
大
和
国
高
市
郡
、

（
馬
子
）

件
寺
者
、
在
稿
寺
北
＼
敏
達
天
皇
十
―
―
―
年
二
月
、
蘇
我
大
臣
建
立
、
金
銅
丈
六
十
一
面
観
音
、

敏
達
天
皇
代
御
宇
十
三
年
春
二
月
、
蘇
我
大
臣
建
立
、

金
鋼
十
一
面
像
、
丈
六
、
又
有
二
三
重
塔
＼
八
大
明
王
、
又
有
―
―
薬
師
仏
井
十
二
神
将
一
、
此
寺

後
移
高
野
山
一
、
従
百
済
国
一
持
来
弥
勒
仏
也
、
像
有
二
東
塔
内
ー
、
文
、

金
銅
、
中
尊
十
一
面
観
丈
六
、
化
人
作
、
又
有
三
重
塔
＼
八
大
明
王
、
又
東
薬
師
像
井
十
二
神
将
、
此
寺
者
、
弘
法

〔
諸
寺
縁
起
集
〕
Lo
鱈
麟
鱈
鱈
料

参
考
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弘
法
大
師
ノ
蕉
跡
也
、



弘
福
寺

号
―
―
川
原
寺
一
、
天
武
天
皇
御
願
也
、
在
二
大
和
国
＼

行
基
井
之
建
立
。
斉
明
天
皇
治
七
年
辛
酉
建
立
、
又
云
、
弘
福
寺
也
、
天
武
天
皇
御
願
也
、
天
長
聖
主
勅
、
分
二
東
大

寺
末
寺
一
云
々
、

天
武
天
皇
代

天
武
天
皇
、
弘
福
寺
を
建
立
す
る
と
伝
え
る
。

〔
伊
呂
波
字
類
抄
〕
久

河
原
寺
直
一
大
和
国
城
上
郡

[
東
大
寺
要
録
〕

巻
六
末
寺
抄
第
九

0
筒
井
英
俊
校
訂
本
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